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は じ め に
河川財団では、河川の新たな調査研究課題のシーズ調査や啓発を目的として、国土交通省国

土技術政策総合研究所や国立研究開発法人土木研究所等より講師をお招きして「河川研究セミ

ナー」を開催しています。６年目となる平成29年度は、「河川の点検評価の取り組みと現状」をテー

マに取り上げ、３回のセミナーを開催しました。

平成25年の河川法一部改正以降、河川管理施設の維持管理の実施が義務化され、施設の健

全性等およびその対応方針については国民へ公表することが求められています。河川維持管理

は、堤防や樋門・樋管、水門等の河川管理施設を対象に、適切な時期に適切な方法により点検を

行うことが重要です。これらに関して、平成29年３月より「堤防等河川管理施設等の点検結果評価

要領」が発出されるなど、河川の点検評価に対し、様々な研究や対策が行われているところです。

本セミナーでは、「河川の点検要領と河川維持管理データベースシステム」、「河川コンクリート

構造の劣化診断と補修」、「災害調査を踏まえた維持管理」について、河川維持管理や堤防等河川

管理施設の点検評価に関する最近の動向について講演いただきました。

本講演録は、講師のご了解を得て講演内容をとりまとめたものです。河川維持管理の業務や最

前線の研究に携わる立場から、河川の維持管理についての現状と課題や評価方法等について幅広

く触れられており、河川管理の実務の最新の動向が分かる内容となっておりますので、実務に携わ

る皆様に参考としていただければ幸いです。
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平成29年度

第１回　河川研究セミナー

河川の点検要領と河川維持管理データベースシステム
八木裕人（公益財団法人	河川財団	河川総合研究所	副所長）

鈴木克尚（公益財団法人	河川財団	河川総合研究所	上席研究員）

開催日：平成29年７月31日（月）
	 場　所：AP秋葉原





第１回 河川研究セミナー

	 公益財団法人　河川財団　河川総合研究所　副所長	 八木　裕人
	 公益財団法人　河川財団　河川総合研究所　上席研究員	 鈴木　克尚

河川の点検要領と
河川維持管理データベースシステム

八木　河川財団の八木でございます。よろしくお願
いします。それでは「河川の点検要領と河川維持管
理データベースシステム」という題で報告をさせて
いただきます。
（スライド１）発表の内容ですが、私から河川の
点検要領と点検結果に基づいた評価の公表等、河川
財団で対応しています維持管理関係のうち、特に点
検に関わる内容について報告させていただきます。
その後、鈴木から、河川維持管理データベースシス
テムであるRMDIS（リマディス）について説明さ
せていただきます。
（スライド２）まず、点検評価結果公表に至る経

緯と背景ということで、主立ったことを書いており
ます。かなり前から維持管理は大事だということ
で、本省と整備局が動いているわけですが、なかな
か具体的な動きがなかったというところがございま
す。ただし、平成23年５月、「河川砂防技術基準	
維持管理編」が策定されたことが大きな節目の１つ
かなと思っております。集中豪雨の頻発や巨大な台
風の襲来等による浸水被害の多発、今後の施設更新
数の増加を背景に、適切な維持管理の必要性が明確
になりました。それにあわせて河川維持管理計画も
作成されることとなり、おおむね５年間で維持管理
をどうしていこうか、ということを河川ごとに策定
されていまして、それが公表されています。それか
ら、あわせて平成24年度には「堤防等河川管理施設
及び河道の点検要領について」が出されました。
特に大きな転機になったのが、平成24年12月に起
きた笹子トンネルの落盤事故でございます。これが
大きな転機になったと思います。国、地方公共団
体、高速道路会社などのインフラ管理者を中心に、
戦略的なメンテナンスの取組みが推進され、道路だ
けではなく、河川管理施設等についても対応してい

● スライド1

〈 内 容 〉

１． 河川の点検要領
（１） 点検評価結果公表に至る経緯と背景

（２） 点検業務の円滑な実施に向けて
（３） 維持管理における取組み
（４） 堤防植生管理の構築
（５） 点検結果評価要領の概要
（６） 点検結果評価要領改定のポイント
（７） 点検評価結果の実態

２． 河川維持管理データベースシステム
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● スライド2

１.点検評価結果公表に至る経緯と背景①

笹子トンネルの落盤事故

「河川砂防技術基準維持管理編」の策定

「効果的・効率的な河川の維持管理の推進について」

「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領について」

⇒インフラの老朽化が社会問題化
（本格的に維持管理の時代へ）

H24.12

H23.5

H19.4

H24.5

⇒河川維持管理計画の作成（概ね5年間）

国・地方公共団体、高速道路会社などのインフラ管理者を中心に、
戦略的なメンテナンスの取組みが推進

集中豪雨の頻発や巨大な台風の襲来等による浸水被害の多発、今
後の施設更新数の増加を背景に適切な維持管理の必要性

2

河川砂防技術基準維持管理編に基づき、効率的・効果的な管理の
ため評価、変状の発見・観察方法等について標準的な内容を提示
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くことになりました。インフラの老朽化が社会問題
になったため、維持管理を具体的にしっかりとやっ
ていくという機運が高まったと感じております。
（スライド３）平成25年度に入りまして、河川法
の一部が改正された結果、堤防等の河川管理施設の
維持管理が明確化されました。あわせて、社会資本
整備審議会から「今後の社会資本の維持管理・更新
のあり方について」が答申されまして、施設の健全
性及びその対応方針の国民への公表と国民の理解と
協力推進ということで、社会資本の健全性について
公表を推進することになりました。その後、平成27
年、28年に河道の点検要領や点検結果評価要領が立
て続けに出されたということで、点検をしっかり
やっていくということになりました。堤防等河川管
理施設の点検評価結果公表については平成28年、29
年度に評価をして整理していますので、もう間もな
く公表されると本省から聞いているところでござい
ます。そのため、維持管理をしっかりしていこうと
動かなければいけない状況で、実際に現場の方はど
うだというところでございます。
（スライド４）ここに参加している方は皆さんわ
かると思いますが、点検業務の円滑な実施に向けて
現場の事務所、特に出張所は現場の職員が少なく
なっている状況で、点検・評価しなければいけませ
ん。現場の業務を請け負っていると非常に無理があ
ることがわかります。そうするとどうなるか。当然
アウトソーシングによる体制の確保が必要となりま
す。これは維持管理業務や河川管理施設監理検討業

務の中で各整備局の各河川事務所で２、３件ほど発
注されているところで、今後増えていくのではない
かと考えております。その中で何をやるかというこ
とで、点検業務を適切に実施するには点検業務に対
する必要な技術の習得と慣れが必要だろうというこ
とで、河川財団としては維持管理業務を請け負いま
して一生懸命やっているところでございます。
維持管理業務では点検をして、河川管理施設、特
に堤防等で損傷を受けている箇所が、すぐに直さな
いといけないのか、もう少し継続的に点検や監視を
していこう、というようなところなのかを評価しな
いといけません。これにつきましては、適切な評価
ができる経験と知識の積み重ねが必要になります
が、役所の人は２年くらいで変わってしまいますか
ら、そこの現場に慣れた頃には変わるので、点検を
評価するのが難しいということがあります。そのた
め、我々が業務委託の中で対応していくことが非常
に重要なことかと思います。

● スライド3

１.点検評価結果公表に至る経緯と背景②
河川法一部改正

「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」

「堤防等河川管理施設の点検結果評価要領（案）」
「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領」

「堤防等河川管理施設の点検結果評価要領」

H25.12

H28.3

H29.3

⇒堤防等河川管理施設の維持管理を明確化

⇒社会資本の健全性について公表が推進

⇒（案）が取れ、本格運用開始

二 河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案
して、適切な時期に目視その他適切な方法により行うこと。

三 前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める
河川管理施設等にあっては、一年に一回以上の適切な頻度
で行うこと。

施設の健全性等およびその対応方針の国民への公表と国民の
理解と協力推進

3

H29. 堤防等河川管理施設の点検評価結果公表

● スライド4

２.点検業務の円滑な実施に向けて
4

① 現場の職員が少なくなっている状況。

⇒ アウトソーシングによる体制の確保。

② 点検業務を適切に実施するには。

⇒ 点検業務に対する必要な技術の習得。

③ 点検結果を適正に評価するには。

⇒ 適切な評価ができる経験と知識の積重ね。
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また、どのようにすればより良い点検や評価がで
きるかということで、後で説明がありますが、要領
の見直しやRMDISを改善して現場で使いやすいも
のにして、適切に点検や評価をしていけるように、
河川財団ではいろいろと業務を請け負っているとこ
ろでございます。
（スライド５）それでは、河川管理施設の根幹を
なす堤防の点検について説明をさせていただきたい
と思います。今回のテーマの堤防点検は基本的には
年２回、出水期前と台風期に行います。普段は河川
巡視を行うことで日々管理していますが、そういう
中で何か異常があれば、それを評価して補修工事に
もっていきます。
このような堤防に関わる工事では、新しく堤防を
造り、嵩上げ、腹付けを行います。そうしたとき、
基本的にはシバを張って３年間、養生工事を行っ
て、その後除草工事に入っていきます。この堤防養
生工事、シバを張って養生工事をやっている期間
は、ある程度シバを保持できます。養生工事後、除
草工事を毎年やっているのですが、この質が落ちて
いるといいますか、回数が少ないことによってシバ
の維持が非常に難しいわけです。
この状況を踏まえると、例えば普段の河川巡視、
それから年２回やろうとしている堤防点検が非常に
やりづらい状況となりますので、河川財団としては
巡視や点検等の対応をきちんとやっていくというこ
ととあわせまして、例えば堤防養生工事、堤防除草
工事についても研究を行っています。養生工事につ

いては特に抜根が中心になるのですが、抜根する人
たちが少なくなっている状況を踏まえて、植物成長
調整剤を活用した養生工事ができないか検討を進め
ています。除草工事につきましては、後で説明させ
ていただきますが、堤防植生管理の構築、養生とあ
わせた形で植物成長調整剤の活用、植生管理を含め
た中で効率化を図るために、新技術導入の検討をし
ています。ただ、予算には上限がありますので、コ
スト縮減策もあわせて考えながらいろいろと進めて
いるところでございます。
まとめとして書いていますが、河川における維持
管理につきましては、それぞれの工事・業務が密接
に関連しておりまして、１つの工事、業務を適切に
行うには、維持管理全体を見据え、それぞれの工
事・業務の課題を踏まえて対応していくことが必要
であると考えています。
戻りまして点検の方ですが、点検要領に基づく実
施は維持管理業務を受けまして、各事務所のフォ
ローをしております。それから、河川維持管理デー
タベース（RMDIS）の活用についても、いろいろ
と検討しており、これらにくわえて新技術の導入を
検討しています。要領等の見直し等を含めまして、
評価要領に基づく実施、評価及び対応の検討をきち
んとやるには、やはりこれらの工事もきちんと対応
していかなければいけないということで、業務と工
事についてしっかり検討して進めています。
（スライド６）次に、先ほどちょっと説明させて
いただきました、河川財団が特に力を入れている点

● スライド5

３.維持管理における取組み（堤防）
5

■ 河川における維持管理については,それぞれの工事・業務が密接 に関
連しており、 一つの工事・業務を適切に行うには、維持管理全体を見据え、
それぞれの工事・業務の課題を踏まえて対応していくことが必要である。

築堤工事

堤防点検

河川巡視

植生を踏まえた除草工事の提案
・堤防植生管理の構築
・植物成長調整剤の活用
・新技術の導入検討
・コスト縮減策

適正・効率的な点検・巡視
・点検要領に基づく実施
・河川維持管理DBの活用
・新技術の導入検討

実態にあった養生工事の提案
・植物成長調整剤の活用

取り組んでいる研究・業務
取り組んでいる研究・業務

適正な評価の実施
・評価要領に基づく実施
・評価及び対応の検討

点検評価堤防補修工事

堤防養生工事

堤防除草工事

堤防に関わる工事 堤防管理

第１回　河川研究セミナー 5



検や巡視に大きく影響します、堤防植生管理の構築
の状況を説明させていただきます。
まず、堤防植生管理に関わる社会的背景について
です。従来、昭和の時代からずっと堤防を造ったと
きにはシバを張り、地域によって差はありますが、
年２、３回の除草工事に加え、農薬や野焼きでシバ
を維持してきました。しかし、ゴルフ場問題等があ
りまして、平成２年３月、農薬は使用禁止という事
務連絡が河川局から出され、農薬については使えな
い状況になりました。その後、除草の回数を増やし
たり、また野焼きをしたりしてシバを維持してきま
したが、平成４年度に廃掃法（廃棄物の処理および
清掃に関する法律）が改正されて野焼きが禁止され
てしまいました。それでも３回～５回ぐらい除草を
すれば、何とかシバを維持できる状況でしたが、致
命的だったのが、平成22年度の維持管理費の地方負
担の廃止でした。これまでの維持費は国費が50％、
地方が50％負担でした。単純に言うと、100円のう
ち50円が地方の負担額で、地方負担金が廃止になっ
たということは、国費50円だけでやるということで
す。
つまり、極端なことを言えば、事業費が半分に
なったということです。結果的には大体全国どこの
河川も同じだと思いますが、除草の回数が２回にな
るなど、平成22年度ごろから堤防の植生が非常に乱
れてきたという状況があります。
（スライド７）これは実績や経験でわかります
が、シバについては年２回の除草で維持していくの

はとても無理だという問題が生じます。堤防の植生
についてはシバが一番いいにもかかわらず、他の草
や外来種に遷移していくと、シバが維持できなくな
り、堤防機能が弱体化していきます。それでも堤防
に適した植物が繁茂してくれればいいのですが、外
来種といわれる外来植物ばかりが繁茂してしまいま
す。そうすると、年２回の除草工事で出水期前に
刈っても、次の台風期に除草するまでの間に草丈が
一気に伸びてしまいまして、巡視しても堤防がどう
なっているかわからないという状況になります。
外来植物の侵入ということで、カラシナは地域の
人たちからすると見た目が黄色で非常に良いのです
が、大根の根っこみたいなものができて大きくな
り、最後はしぼんでしまいますので、枯れると堤防
の表面がでこぼこになってしまいます。酷い状況に
なってしまうため、堤防に対しては非常に悪い状況
になります。カラシナに対してはあまり住民の人た
ちからは苦情が出ませんが、他の外来植物の繁茂は
非常に苦情が出てきます。先ほども述べましたが、
限られた費用で堤防の植生を含む維持管理をしてい
くのが非常に難しいところでして、これをどうする
かは非常に大きなテーマだと思っています。
（スライド８）繰り返しになりますが、植生の機
能の１つは堤体の耐侵食性の確保があります。この
画像は通常よくガリというものですが、雨が降った
ときに水が１つのところに集まって、こういう割れ
目みたいなものができてしまう。裸地になって表面
が柔らかいと、ガリがよく発生してしまいます。こ

● スライド6

４.堤防植生管理の構築①
6

堤防植生管理方法は、農薬の使用禁止、野焼きの禁止、除草2回
（集草1回）への移行等、社会的動向に伴い変化し、除草回数は
減少した。

《堤防植生管理に関わる社会的背景》

社会的動向に伴う堤防植生管理の変化

年代 堤防植⽣管理⽅法 社会的動向

〜H2 除草2〜3回+農薬 (+野焼き) H2.3農薬の使用禁止
(河川局 事務連絡)

H4.7野焼きの禁止
(廃掃法の改正)

H3〜H4 除草3〜5回 (+野焼き)

H5〜H21 除草3〜5回

H22〜 除草2回（集草1回） 維持管理費の地⽅
負担の廃止

● スライド7

４.堤防植生管理の構築②
7

・シバは年２回除草の管理方法では、他の草種に遷移。

□堤防機能の弱体化。

・外来植物の侵入・繁茂の影響による問題。

□出水期間中の河川巡視等への支障。

□貴重な在来植物の減少 など。

・景観や環境悪化などに対する沿川住民からの苦情。

・限られた費用による堤防植生を含む河川維持管理の実施。

《堤防植生の課題》
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れは洪水の越水だけではなくて、雨でもこういう状
況は発生してしまいます。ですから耐侵食性の高い
植生で覆うことが求められるのです。
また、点検のときは除草をその前にしていますか
ら何とかなると思いますが、こういう外来種の草丈
が非常に伸びてしまった後だと、通常の巡視ができ
なくなるという状況もあるので、やはりある程度の
草丈を維持して、低く抑えて維持できる植生で堤防
を覆うことが求められるのではないかと思います。
環境機能ということでは、外来種の他に日本特有の
チガヤ等が出てきている河川もけっこうあります。
そういうところではチガヤの環境の中に、従来では
見られなかった重要な植物や昆虫等が、生息環境と
してできてしまう、痛し痒しみたいなところもござ
います。
（スライド９）なぜシバがいいかというと、河川
財団では関東の業務で植生タイプといっております
が、それをいろいろと調べているところでございま
す。まずシバは根毛率といって表面に根を張ります

ので、侵食等に対して非常に強く、草丈が低いの
で、堤防に異常があったときに発見しやすい。チガ
ヤは根毛量としてはシバには劣りますが、草丈もそ
れほど伸びないので、ある程度除草で刈っていれ
ば、耐侵食機能は、シバには少し劣りますが、まだ
いいのではないかと考えています。通常の管理では
もうシバを維持していくのは難しいので、最低限の
耐侵食機能を持っているチガヤは保っていきたいと
ころです。外来牧草タイプはとにかく草丈が伸びる
のが速く、根毛量もシバとかチガヤに比べて低く、
侵食に対しても弱いだろうということで、維持管理
上、堤防植生は基本的にはシバとし、チガヤでもあ
る程度維持していこうと考えているところでござい
ます。
（スライド10）堤防管理を踏まえたうえで、植生
タイプを目視によって把握して区分しますと、先ほ
ど説明した状況の中で、シバタイプ、チガヤタイ
プ、外来牧草タイプとタイプ分けをしています。シ
バタイプは、堤防植生に対して最も適しているとい
うことで維持していきたいと考えています。チガヤ
タイプは、シバで無理ならば草丈を適切に管理して
維持していきたい。外来牧草は、除草工事だけで無
くすのは非常に難しいので、点検業務には支障のな
いように、年２回の除草工事で対応しまして、最終
的にはシバとかチガヤに植生転換が必要だと考えて
います。タイプを区分するときに、ここら辺はこれ
からモニタリングをしてもう少し検討していかなけ
ればいけないのですが、例えば100平米の中にシバ

● スライド8

４.堤防植生管理の構築③
8

《堤防植生の機能》

■堤体の耐侵食性の確保
堤体を流⽔や⾬⽔等による侵⾷から保護する

ため、耐侵⾷性の高い植生で覆うことが求めら
れる。

■良好な自然環境の維持・保全
チガヤ等の草地環境、重要な植物・昆虫等の

生育・生息環境を維持・保全できる植生で覆う
ことが求められる

■堤体の状態を把握しやすい
草丈の維持
河川巡視等では、堤体の変状を発⾒しやすい

草丈を維持できる植生で覆うことが求められる。

①治水機能

②環境機能

● スライド9

◎ ○ ×
シバタイプ 外来牧草タイプチガヤタイプ

４.堤防植生管理の構築④
9

《堤防植生タイプ別の優位性》

植生タイプ別の平均根毛量の分布（表層20cm）

● スライド10

４.堤防植生管理の構築⑤
10

《堤防タイプ区分》

管理区域内の堤防の基本特性としての「堤防植生タイプ」を目視に

よって把握し、堤防管理を踏まえ堤防植生タイプに区分することで、

堤防植生管理に資することを目的とする。

堤防植生タイプ区分に応じた管理のあり方

堤防植生タイプ区分 堤防植生管理のあり方

① シバタイプ （優占率３割以上）
（在来多年草）

① 堤防植生として
維持する植生

② チガヤタイプ（優占率３割以上）
（中型在来多年草）

② 草丈など適切な管理により
維持する植生

③ 外来牧草タイプ

③ 原則、シバやチガヤに
植生転換が必要な植生

（植生転換までは点検対応の 管
理を実施する）
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がどれくらいの割合であるかで設定をしています。
３割以上というのはなんらかの形で除草を行えば、
シバ以外の草などを無くし、何年かかるかは難しい
ところですが、シバ堤にできるだろうというぎりぎり
の数字です。これは場所や地域によって違うかもし
れませんが、３割をタイプ分けの目安としています。
チガヤについても同じ考え方で設定しています。
（スライド11）それから植生タイプですが、先ほ
どからシバやチガヤなどを外来種といっています
が、関東の河川を見ると大体このような形で整理が
できます。横軸は１月から12月ですが、最初検討を
し始めたときはこちらだけを注目していました。こ
れは多年草でして、縦軸が草丈です。セイバンモロ
コシやセイタカアワダチソウは非常に草丈が高く
なって、除草工事が年２回になってくるとだんだん
シバなどが侵されていきます。チガヤは草丈として
は低い多年草です。ところが先ほどのセイヨウカラ
シナは一年草といいまして、２月、３月くらいから
大きくなり始めまして、最初の出水期前の除草工事
を行うときは、セイバンモロコシとかセイタカアワ
ダチソウを除草するのではなくて、成長の早いセイ
ヨウカラシナやネズミホソムギなどの一年草を刈る
ことになります。
また、図で植物が実をつける時期を○で示してい
ますが、植物は実をつけるときに一番体力を使うら
しいので、種が地面に落ちる前に刈ってしまえばい
いのですが、実際は実をつけて落ちた後で刈ってい
ます。そうすると来年また落ちた種から芽が出てき

てしまう。集草で腐った植物などすべてを除いてし
まいますので、多年草も一年草も出てくるという、
現状の除草時期は、こういう堤防に悪影響を及ぼす
一年草や多年草に対して除草しているようなことが
わかってきました。
できれば出水期前の除草の前に、その河川ではど
のような植生になっているか調べて、タイプや区分
を把握し、その状況にあわせた形で除草するという
のが非常にいいのかなと考えています。こうして、
堤防に悪影響を及ぼすセイヨウカラシナやセイバン
モロコシの種がつく前に刈ってしまえば、次の年に
はだんだん衰退していくというような形で、ある程
度気の長くなる話ですが、やっていきたいと考えて
おります。堤防に対して次どのような植生になるか
わかりませんが、在来種が生えてくる可能性もあり
ますので、うまくモニタリングをして、その年度そ
の年度で調査をして対応していかざるを得ないのか
なというのが、今の状況でございます。
（スライド12）これからは点検要領の概要につい
て説明させていただきますが、まず、点検の手順が
大事です。評価の手順と書いてありますが、点検を
どのようにやっていくか要領を整理したのがこの図
です。当然、除草工事をした後に点検をします。変
状があれば、それをきちんと評価するということで
す。
変状ごとの評価ということで、後で出てきます
が、最初に職員や業務委託も含めまして堤防点検を
行ったときに、実際の現場で損傷や変状を発見した

● スライド11

４.堤防植生管理の構築⑥
11

《堤防植生タイプの調査》
・堤防植生の生育状況の判別は、堤防除草前に実施。
・植物は季節により優占種や種構成が変化するため、

年2回（春季：4～5月、秋季：8～9月）実施。
・カラシナ・アブラナ類が問題 → 3～4月に追加調査。

堤防植生タイプの調査時期

● スライド12

５.点検結果評価要領の概要①

堤防等河川管理施設の目視点検の結果を基に機能低下の状態を
評価し、施設の状態に応じた対策を判断するための考え方を提示。

《主な内容》

《評価の手順》

 点検計画に基づき継続監視
 軽微な変状は補修を実施

《対策》

 進行状況、損傷規模、経済性等
を勘案し計画的に対策を実施
（5年以内の対策が目安）

 総合評価を待たずに速やかに
対策を実施

 健全な状態

12
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場合には、一次評価という形で評価をします。こ
れは次に説明しますが、スモールa、b、c、dとあ
り、点検者が機能低下の状況、進行性を評価すると
いうことでございます。実際、事務所もなかなか現
場の職員が少ないなかで、管理課長の皆さんが調整
をして点検をやります。ただし今の要領ですと、一
次評価した人の名前を入れることになっていて、こ
れを皆さん嫌がります。責任問題という言い方は
おかしいですが、aは「異状なし」で何もしません
が、自分でb、cとか評価をして個別の表に入れな
ければいけないという状況ですので、ここを嫌がり
ます。そういうなかで我々が管理業務を請けている
と、bとかcですとフォローをして、判断をするの
はそんなに難しくないわけです。しかし、記入者と
して名前を入れるのを、非常に嫌がるところがござ
います。
それから、一次評価の次に二次評価というのがあ
ります。これは横断的連絡調整会議という事務所全
体でやる会議で、一次評価を受けて事務所として評
価をする会議です。責任を個人ではなく、きちんと
組織として事務所で評価をするのが、二次評価でご
ざいます。最終的には個別に評価をしますが、堤防
はある程度の一連区間、または構造物のところは施
設ごとに評価します。こういうスモールa、b、c、
dの評価を踏まえまして、ラージA、B、C、Dとい
う総合的な評価をします。これを公表するというこ
とで本省が動いているところですが、まだ最終的に
は公表されていません。

細かい説明は後でしますが、aというのは健全
な状態。bは要監視段階で、引き続き調べていき
ましょう。cは難しくて、予防保全段階ということ
で、これ以上何かあると危ないけれども、今のとこ
ろは経過観察して放っておいてもいいかなという、
ここが評価するときに非常に難しいところでござい
ます。dというのは、すぐに直す必要がある措置段
階という評価になります。
（スライド13）細かくいうとこの表です。河川は
いろいろな外力にさらされても、河川管理施設の機
能を停止できないので、戦略的維持管理として、河
川管理施設の長寿命化や維持管理コストの縮減を図
るために、「予防保全」の推進が位置付けられてい
ます。河川管理施設の受ける外力は、低頻度の大規
模な外力を主な対象としているため、進行する可能
性のある変状等は、継続的に「監視」を続けていく
必要があるということです。
先ほども少し述べましたが、aは「異状なし」、
これは放っておいてもいいところでございます。変
状としては、aは「異状なし」ですからなしです。
b「要監視段階」、c「予防保全段階」、d「措置段
階」については程度がありますが、変状があるとい
うことです。機能の支障では、dは河川管理施設そ
のものに損傷とか、機能に支障を来たしているとい
う状態ですから、すぐ直しなさいというところで
す。
点検や評価をするときに一番難しいのは、bとc
の区別です。後でRMDISの説明で例示として写真
を見ながら説明しますが、ここのところをどうする
か。写真だけで見てもなかなか判断は難しいのかな
というところがあります。それから予防保全は、例
えば変状は確認できているけれども、機能に支障は
ないというところで、bとかcにしてしまうのです
が、点検は平常時にしていますから、そういうとき
に変状を確認できても問題はありません。問題なの
は出水期です。出水期になったときに本当にその変
状が大丈夫かということで、ここの評価が非常に難
しいと考えているところでございます。

● スライド13

５.点検結果評価要領の概要②
《変状箇所毎の評価と記録》

区分 状態
変状

確認

機能

支障

ａ 異状なし
・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていない健全な状態（施設の機能に支障が生じて

いない軽微な変状を含む）
なし なし

ｂ
要監視

段階

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、進行する可能性のある変状が確認さ

れ、経過を監視する必要がある状態（軽微な補修を必要とする変状を含む）
あり なし

ｃ
予防保全

段階

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、進行性があり予防保全の観点から、

対策を実施することが望ましい状態

・ 詳細点検（調査を含む）によって、堤防等河川管理施設の機能低下状態を再評価する必要が

ある状態

あり なし

ｄ 措置段階

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じており、補修又は更新等の対策が必要な状態

・ 詳細点検（調査を含む）によって機能に支障が生じていると判断され、対策が必要なものも含

む

あり あり

表 変状箇所毎の評価目安

・河川は、不定期な外力にさらされても河川管理施設は機能を停止できない。

・戦略的維持管理として、河川管理施設の長寿命化や維持管理コストの縮減を図る
ために「予防保全」の推進が位置付けられている。

・河川管理施設の受ける外力は、低頻度の大規模な外力を主な対象としているため、
進行する可能性のある変状等は、継続的に「監視」を続けておく必要がある。

13

評価区分をa~dの４つとした。
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（スライド14）ここからは点検結果評価要領の概
要ということで、RMDISでデータベースを蓄積す
るとはどういうことかということです。様式は細か
いのですが、基本的には通常堤防点検で使うのは様
式２でして、箇所ごとの変状をきちんと個票として
まとめます。あとは写真を二次評価や総合評価に役
立てる。こういうところを箇所ごとに拾い出せば、
表はちょっと見えなくて申しわけないですけれど
も、一連の箇所ごとにbとかcがいくつか出てきま
す。そうすると総合評価として、A、B、Cなどが
出せます。
（スライド15）実際業務としていいか悪いかとい

うのは難しいのですが、全国的な平成27年、平成28
年の試行結果がこちらです。d評価は最初２％、全
国でやっていますから、かなりの量があったという
ところでございます。ところが基本的にdというのは
すぐ直してしまいますから、その後の評価としては
基本的にはaとか、まだ直したばかりだから少し様子
を見ていこうというbに落ちるわけでございます。

このようになっていましたが、だんだん何という
か、責任とか評価の仕方で言うと、cとかdをつけ
るのは難しいというか、特にdのところについては
すぐ直さないといけないなど、いろいろな制約が出
てきますので非常に少なくなりました。それからb
でもう少し様子を見ていこう、というところが増え
ています。様式での記録をやり始めたからこういう
状況になったというところもありますが、業務を請
け負っているとb評価の割合が増加し、c、dの評価
の割合が減少している傾向があることがわかりま
す。重大な変状はd評価または対策検討中のc評価
ですが、b評価が２倍に増えたということでござい
ます。
また、これはRMDISの点検の様式にも影響する
のですが、当初設定されていなかった特殊堤とか高
潮堤防の変状も、約３割あったということでござい
ます。
（スライド16）点検結果は先ほども述べました

が、評価要領の改定をずっとやっています。RMDIS
とあわせてやるのですが、特殊堤や高潮堤防の登録
内容については、ある程度変状を確認する数が全体
の約３割を占めているので、直したというようなと
ころです。それをどこに入れるかということで、特
殊堤防、高潮堤防の評価項目が必要であると、いろ
いろ見直しを行ったところです。
（スライド17）これは具体的な項目一覧です。結
果的には護岸の区分に本体などを入れました。変状
の評価項目についても、本体の破損とか接合部の変

● スライド14

５.点検結果評価要領の概要③
《点検結果評価記録様式》

堤防（土堤及び護岸、鋼矢板護岸、特殊堤・高潮堤防）

樋門・樋管の点検結果評価記録様式

水門の点検結果評価記録様式

堰の点検結果評価記録
様式

様式１：総括表

様式２：変状箇所毎
（施設毎）の個票

様式３：追加写真用様式

表 堤防（土堤及び護岸、鋼矢板護岸、特殊堤・高潮堤防）の
点検結果評価記録様式・・・様式１

※様式１は、公表を想定

維持管理計画立案に必要な点検結果評価は、効率的にデータ管
理が行えるように下記様式で記録し、データベース化して蓄積する。

14

● スライド15

６.点検結果評価要領改定のポイント①
課題① 評価項目が設定されていない変状が多数登録

15

評価区分 H27試行結果 H28試行結果

変
状
割
合

b 約 72％ 約 87％
c 約 26％ 約 13％
d 約 2％ 約 0.1％

合計 100％ 100％

前年の試行運用結果との比較（堤防）

 b評価の割合が増加、ｃ評価・ｄ評価の割合は減少傾向

b評価の変状発生件数は2倍程度に増加

うち約3割は項目が設定されていない
特殊堤・高潮堤防等であった。

c評価の変状発生件数は横ばい、d評価は減少

⇒軽微な変状がより多く発見されるようになった。

⇒重大な変状は対策（ｄ評価）または対策検討中（ｃ評価）。

● スライド16

６.点検結果評価要領改定のポイント②
《特殊堤・高潮堤防の登録内容》

○ 特殊堤・高潮堤防が土堤や護岸の評価結果に混在

（特殊堤・高潮堤の変状確認数は全体の約３割を占める）

〇 上位の変状は、昨年度同様に土堤や護岸に集中

（護岸の破損、土堤（侵食、亀裂、陥没や不陸））

既往の土堤・護岸・鋼矢板護岸の評価項目だけでは、

特殊堤及び高潮堤の点検結果の評価に適用できない。

⇒特殊堤防・高潮堤防の評価項目が必要である

16
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形、高潮堤防とか特殊堤につきましては、ほとんど
コンクリート製なため、本体の破損とか接合部の変
形とか亀裂、開きが多いということで見直したとこ
ろでございます。
（スライド18）これは様式１という総括表ですが、

そういうのもあわせて個票を作って、それをRMDIS
で入れていきますと、基本的にはこういう形で一連
区間を設定して、その中にbとかc、個票の該当す
るところが出てきて、評価されるというような形に
連動しています。
（スライド19）実際に点検をやっていると、様式
への記入ミス、未記入というのが多く、なかなか難
しいのですが、慣れていないということもありま
す。そういう状況が多いところでして、未記入、変
状規模の計測単位が統一されておらずデータベース
としての分析が困難、様式の改変が見られデータ
ベースとしての分析が困難、いろいろまだ難しいと
ころや直していかなければいけないところがたくさ
んあります。そういうなかで、まだ点検業務につい

ても全てRMDISを活用できてはいませんが、RMDIS
を活用することで、全て解消されていくのかなとい
うことで、RMDISについても改良等を図っていると
ころでございます。
（スライド20）点検評価結果の実態ということ
で、ここからは河川管理業務を中心として河川財団
として請けている中で、いろいろ整理したものを説
明させていただきたいと思います。
先ほども述べましたが、まだ試行の段階ですが平
成25年度から「河川管理施設監理検討業務」という
のが出されています。大体、各整備局２つか３つぐ
らいの河川で実施しているところでございます。具
体的な業務の中身は発注する事務所によって多少違
いますが、堤防点検の実施です。これは職員も行く
のですが、そのときに補助するという業務になりま
す。河川状況の把握、点検結果の評価は、なかなか
bとかcを初めての人たちは付けづらいということ
で、そういうところをフォローしています。あとは
dランクがあれば、対策案の提案や河川カルテの更

● スライド17

６.点検結果評価要領改定のポイント③
対策① 堤防及び護岸の評価に「特殊堤・高潮堤」を追加

• 特殊堤の護岸部と本体部はコンクリ
ート製が多く、変状はひび割れや剥
離等、共通であることが多い。

⇒ 護岸部の評価に特殊堤・高潮堤防の
評価項目を盛込む

• 高潮堤防の被覆工においても、護岸
の変状と共通であることが多い。

⇒ 被覆工の評価は、従来の護岸の評価
項目を準用する

部 位 発生する変状（評価項目）

護
岸
・
特
殊
堤
本

体

⑬護岸・被覆工の破損

⑭はらみ出し

⑮基礎部の洗掘

⑯端部の侵食

⑰本体の破損

⑱接合部の変形、破断

図 護岸・特殊堤本体の評価項目

施設区分 機能 機能低下の状態 変状

土堤 ・越水防止機能

・耐浸透機能

・耐侵食機能

・沈下

・すべり破壊

・パイピングの発生

・侵食

等

①亀裂

②陥没や不陸

③法崩れ

④沈下

⑤堤脚保護工の変形

⑥はらみ出し

⑦寺勾配

⑧モグラ等の小動物の穴

⑨排水不良

⑩樹木の侵入

⑪侵食（ガリ）・植生異常

⑫漏水・噴砂

護岸

(堤防護岸、

高水護岸、

低 水 護 岸

※）

特殊堤本体

（ 自 立 構

造・胸壁構

造の特殊堤、

高潮堤防の

波返工）

・耐侵食機能

・耐浸透機能

･越水機能防止

･土留め機能

・護岸の損壊

・漏水の発生

･本体の損壊

等

⑬護岸・被覆

工の破損

鉄線籠型護岸以

外の護岸･被覆工

鉄線籠型護岸

⑭はらみ出し 護岸全般

⑮基礎部の

洗掘

根固工有り

根固工無し

⑯端部の

侵食

連節ブロック以外

の護岸

連節ブロック

⑰本体の破損

⑱接合部の変形、破断

鋼矢板護岸 ・耐侵食機能

・土留め機能

・鋼矢板及び笠コン

クリート等の傾倒

・鋼矢板護岸からの

吸出し（漏水）

等

⑲鋼矢板の変形、はらみ出し、破

損

⑳鋼矢板の腐食（サビ、孔、肉厚

の減少）

㉑鋼矢板継手部の開き、欠損

㉒背後地盤の沈下、陥没

㉓笠コンクリートの変形、破損

変更後の評価項目一覧

17

● スライド18

堤防（土堤、護岸、鋼矢板護岸、特殊堤・高潮堤防）の点検結果評価記録様式 様式１

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] その他 小計 評価 [13] [14] [15] [16] [17] [18] その他 小計 評価 [19] [20] [21] [22] [23] その他 小計 評価 評価 評価理由（土堤、護岸・特殊堤本体、鋼矢板に関しても記載のこと）

～ b 3 1 1 2 1 2 13 1 24 24

km c 2 4 1 7 7

d

～ b

km c

d

～ b 1 1 1 20 15 2 40 1 1 1 3 43

km c 12 2 1 15 15

d

～ b 1 1 1

km c 1 1 2 2

d

～ b

km c

d

～ b

km c

d

～ b 1 1 2 2

km c 1 1 2 2

d

～ b

km c 1 1 1

d

～ b 1 1 1

km c

d

～ b 1 1 1

km c

d

km b 4 3 1 3 2 22 28 3 66 2 1 2 1 6 72

km c 3 17 3 1 24 1 1 1 1 2 27

km d

7 3 0 1 3 0 0 0 2 39 31 0 4 90 0 2 1 1 2 1 0 7 0 1 0 0 1 0 2 99

※b,c,d の記入欄には変状箇所数を記入のこと。「-」は評価対象外を示し、空欄は使用不可とする。

土堤の評価項目：[1]亀裂、[2]陥没や不陸、[3]法崩れ、[4]沈下、[5]堤脚保護工の変形、[6]はらみ出し、[7]寺勾配、[8]モグラ等の小動物の穴、[9]排水不良、[10]樹木の侵入、[11]侵食（ガリ）・植生異常、[12]漏水・噴砂
護岸・本体の評価項目：[13]護岸・被覆工の破損、[14]はらみ出し、[15]基礎部の洗掘、[16]端部の侵食、[17]本体の破損、[18]接合部の変形・破断
鋼矢板護岸の評価項目：[19]鋼矢板の変形、はらみ出し、破損、[20]鋼矢板の腐食（サビ、孔、肉厚の減少）、[21]鋼矢板継手部の開き、欠損、[22]背後地盤の沈下、陥没、[23]笠コンクリートの変形、破損

小計

右岸側L= 35.00

合計L= 75.00

河川合計

左岸側L= 40.00

B

4

20.00 km 30.00 km

A

- B右岸側L= 5.00
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C
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A

5

30.00 km 40.00 km

A

3

15.00 km 20.00 km

A

5
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B

B
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C -
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A A A
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●
●
地
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整
備
局

●
●
河
川
事
務
所

●
●
出
張
所

●
●
川
水
系
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６.点検結果評価要領改定のポイント④
対策② 堤防の点検結果評価記録様式（様式１）の変更

表 堤防（土堤及び護岸、鋼矢板護岸、特殊堤・高潮堤防）の点検結果評価記録様式 様式１

特殊堤・高潮堤防追加に
伴う様式１の列追加

変状番号の表記変更
①、②、③⇒[1]、[2]、[3]

・左右岸別の様式を統合
・河川管理情報の追加

18

● スライド19

６.点検結果評価要領改定のポイント⑤

【堤防】

• 様式への記入ミス、転記ミスが多い

【河川構造物（樋門・樋管、水門、堰）】

• 記入欄の未記入が見られる

• 変状規模の計測単位が統一されておらず、データベース
としての分析が困難

• 様式の改変が見られ、データベースとしての分析が困難

⇒RMDISを活用（システム化）することで解消可能

これまでの課題を踏まえ、さらに
RMDIS活用することにより、入力ミスを
減らし作業性を向上させる。

課題② 様式の記入ミスや未記入の多発

19

● スライド20

７.点検評価結果の実態①（河川監理業務を中心として）

現場の河川維持管理水準の維持・向上のため、
平成25年度より、「河川管理施設監理検討業務」が試行されている。
（各地整、2、3河川程度）

20

・堤防点検の実施
・河川状況の把握
・点検結果の評価
・修繕等対策案の提案
・河川カルテの更新案作成

「河川管理施設監理検討業務」

「河川状況把握等関連業務」

巡視

変状の発見
・日報調整
・巡視実務

除草・測量・維持工事等

【業務内容】

・管理経験に基づく専門的知
見により、点検を補助。

・点検にて発見した変状等が
進行する可能性や河川管理
に与える影響について評価
を実施。

とりまとめ
・提案

情報収集

・堤防点検等結果の評価およ
び変状箇所の補修の優先
度・補修方法等について議論
し、方向性を確定させる。

（※発見された変状への対応
を個人ではなく組織として行
う）

「事務所内連絡調整会議」

河川管理施設監理検討業務の体系イメージ

《河川管理施設監理検討業務の概要》

第１回　河川研究セミナー 11



新などもやっております。
これは一次評価ですから、最終的には事務所内連
絡調整会議で二次評価をします。その二次評価の資
料を作るというのも、この監理業務の中に入ってい
て、最終的には事務所の会議にかけまして、ここの
評価をどうするかというのが主な業務になっている
ところでございます。
（スライド21）これは繰り返しになりますが、監
理業務の中でどのようにして点検をやっていくかと
いうところです。
まず堤防点検実施計画書というのを作りますが、
これは出水期前にやろうとすると、慣れていないと
けっこう大変です。契約はいくら早くても４月の終
わりごろで、出水期前点検というのは連休明けごろ
にありますから、この実施計画書を作るというのは
けっこう忙しくなります。点検の日時、対象等は事
務所で設定してくれますが、ここら辺を受けてどう
するかが問題です。先ほども述べましたが、人が変
わりますので、事前説明会をやらないと、なかなか
点検がうまくいかないということがあります。タブ
レットで前回の点検結果をきちんと入れておかない
と、それがどうなっているか、点検においては非常
に重要なところで、データの更新というところがご
ざいます。堤防点検につきましては、そういう形で
出水期前と台風期でやり、そして一次評価をする。
これは現場へ行って、a、b、c、dで評価をするわ
けです。それにRMDISのタブレットで点検結果と
か写真も加えるということになっています。

二次評価というのは、事務所としての評価ですの
で、写真等のデータで誰が見てもここはbだ、cだ
という変状記録はいいのですが、なかなか判断に難
しいところがあります。そのような場合は、一次評
価の見直しの資料を作りまして、会議にかけて最終
的な判断をします。事務所全体の総意がとれ、内容
についてもきちんと整合が取れている記録であるこ
とを踏まえ、データベースの更新がされるという順
番になっております。
（スライド22）次に実施体制についてです。青い
服を着ているのが、国交省の職員の人たちです。グ
レーの服を着ているのが維持工事とかわれわれフォ
ローする人たちになっております。大体１チーム５
人ぐらいが平均じゃないかと思います。
川表、川裏、それから天端とかを見て点検してい
くのですが、なかなか難しいのは、RMDISを導入
しようとすると誰がRMDISを持つかというので、
大体、天端を歩く人が持って写真などをタブレット
に入力するのですが、これは一番時間がかかりま
す。班長さんや他の人たちは、どこか悪いところが
ないかなと、自分の見なければいけないところをど
んどん探しに行ってしまう。どこかで見つかると、
記録する人はそこへ行って状況の入力、それから写
真を撮ったりする。一方では、自分のところを見な
いといけない。そうすると記録する人が一番大変な
ので、点検のあり方も少し見直して、記録する人を
中心にどう考えていくかとか、タブレットの数を増
やすとかいろいろあると思うのですが、そういうの

● スライド21

７.点検評価結果の実態②（河川監理業務を中心として）
21

《河川管理施設点検の流れ》

・堤防点検実施計画書 ・点検の日時、対象等を決定

・事前説明会 ・タブレットへの前回点検データ移行

・堤防点検結果（一次評価、写真や記載内容）や、既往資料等を踏まえ、
一次評価の見直しを行う。

・二次評価（案）をもとに、点検結果の評価を決定する。
（連絡調整会議により、事務所全体の総意が取れた評価となる。）

データベース
の更新

・変更した評価結果は、データベース上で更新する。

二次評価
（案）

横断的連絡
調整会議二次評価

・目視等による点検を行う。必要に応じて、長さL(m)、幅B(m)、深さ
H(m)を計測する。

・前回点検における変状記録箇所は、確実に点検する。

・点検結果に基づき、点検者が機能低下の状態や進行性を「a,b,c,d」にて
評価する。

RMDIS入力
・点検結果（LBH）、評価結果、点検箇所の写真、状況等を記録する。
（RMDISデータに入力）

点検

一次評価

【堤防点検】
出水期前
台風期

事前準備

● スライド22

７.点検評価結果の実態③（河川監理業務を中心として）
22

《点検実施体制》

役割 人員 分担

班長 技術系職員1名 現地調査指揮及び全体の統轄

現地補佐
職員1～2名
出張所職員1～2名 調査資料用意、現地調査のとりまとめ

補助員 維持業者2名 現地調査、写真撮影の補助

(補助員) (受託者1ないし2名) (現地調査・点検に対する助言
点検結果の記録・写真撮影等の補助)

①川表法面及び法尻の点検

③川裏法面及び法尻・
堤脚水路の点検

②天端の点検及び記録
（タブレット端末入力）

12



を工夫しないと、なかなかスムーズにいかないのか
なというところでございます。
点検実施体制の役割ですが、班長さんは出張所長
とか、事務所の課長、専門官だと思います。あとは
事務所の人とか、現在、出張所は多くて２人くらい
ですから、なかなか厳しい状況です。われわれコン
サルは補助員という形で写真を撮ったりして対応し
ているところでございます。点検業務はけっこう暑
い日に長い間動いてやることになると思いますの
で、この実施体制を円滑に進めるのに、もう少し工
夫が必要かなと思っております。
（スライド23）ここからはどれがいいかというわ
けではありませんが、河川財団で請けている業務の
中で、各河川、これは事務所ごとですが、bとcの
合計です。例えばA河川というところは全部で134
か所。１km当たりどれくらいの変状箇所があるか
というと１か所、B河川は１kmあたり６か所、C河
川は４か所です。これはA河川がさぼっていると
いっているわけではなく、これくらいばらつきが出
るということでございます。ですから変状箇所を拾
うときに、どのように拾うかというのは、体制を組
んで点検をする人たちの意識でだいぶ違ってくると
思います。
これは変状箇所を整理した図で、B河川というの
は850か所あって、⑧の「小動物の穴」がすごく多
い。A河川につきましては、ほとんど「小動物の
穴」はなくて、侵食とか植生の異状が多い。それぞ
れ河川に特徴があります。この数字は、どちらが正

しいかというのは、なかなかいえないのですが、あ
る程度見る目を平準化していかなければいけないの
かなというところはあります。
（スライド24）ここからは、写真を見てbとかc
という評価をしたものなので、見ていただければと
思います。A河川のところで天端の亀裂です。C河
川もA河川と似たようなところで、こういうのはc
というところです。ただ、アスファルトは堤防の形
態からすると、大体、縦断的にこういう亀裂が入る
のは仕方ないことなので、私からするとbくらいで
もいいのではないかと思うところもあり、なかなか
bとcの評価が難しいところであります。数字であ
る程度の整理はしていますが、何でもかんでもcで
いいのかと、そういうのを私がいうと怒られますけ
れども、cという扱いになっております。
（スライド25）次に陥没ということで、A河川は
50cm近く隣と比べると陥没していますが、b評価。
B河川は目視できる陥没が発生していますけれど
も、c評価。後で連絡調整会議についてやります

● スライド23

７.点検評価結果の実態④（河川監理業務を中心として）
23

《点検評価結果》

【A河川（総数：134）】

A河川：変状数134（0.92件/1km）
B河川：変状数850（6.38件/1km）
C河川：変状数620（4.30件/1km）

⇒河川特性等により発生する変状状況等が異なるものの、変状記録数に大き
な差異が生じている。

【B河川（総数：850）】

①亀裂
19

14%

②陥没・不陸
23

17% ③法崩れ
1

1%
④沈下

1
1%

⑤堤脚保護工の変形
5

4%⑧小動物の穴
3

2%

⑨排水不良
11
8%

⑩樹木の侵入
5

4%

⑪侵食・植生異常
36

27%

⑬護岸の損傷
16 

12%

⑭護岸はらみだし
1

1%

⑮護岸基礎部洗掘
1 

1%

⑳鋼矢板背後地盤沈下
2

1%
㉑鋼矢板笠コン変形

2 
1%

㉒土堤その他

6
4%

㉓護岸その他
2

1%

①亀裂
53
6%

②陥没・不陸
82

10%

③法崩れ
4

0.5%

⑤堤脚保護工変形
16
2%⑥はらみだし

1
0.1%

⑦寺勾配
1

0.1%

⑧小動物の穴
284
33%

⑨排水不良
7

0.8%

⑩樹木の侵入
140
16%

⑪侵食・植生

異常
114
13%

⑫漏水・憤砂
3

0.4%

⑬護岸の損傷

88
10%

㉑鋼矢板笠コン変形
1

0.1%

㉒土堤その他
30

3.5%

㉓護岸その他
26
3%

● スライド24

７.点検評価結果の実態⑤（河川監理業務を中心として）
24

《点検評価結果の実例》

A河川：①亀裂 c評価

・構造物の機能に支障は
生じていな いが、進行性があり
予防保全の観点から、対策を
実施することが望ましい状態。

C河川：①亀裂 c評価

・堤防天端の縦断的な亀裂。堤防の
機能に支障は生じていないが、
深さが5cm以上15cm未満で、
舗装厚以上あり、空洞化の懸念もある
ことから、放置しておくと堤体の
機能低下に至る状態。

● スライド25

７.点検評価結果の実態⑥（河川監理業務を中心として）
25

《点検評価結果》

A河川：②陥没 b評価

・目視できる陥没が発生しているが、
堤防の機能に支障は生じていない
状態。

B河川：②陥没 c評価

・目視できる陥没が発生しており、
堤防の弱体化につながる恐れが
あるため、予防保全の観点から
対策を実施することが望ましい状態。

第１回　河川研究セミナー 13



が、連絡調整会議ではある程度、写真と状況で評価
しなければいけないので、かなり難しい。写真の撮
り方にもよりますが、bとcの評価は難しいところ
があるということです。
（スライド26）排水不良ということで、A河川は
b評価。法尻のところですが、この辺に水が溜ま
り、排水不良ということでb評価です。C河川も排
水不良ですが、なかなかこういうものを単純に通り
過ぎずに、b評価をつけるというのは難しいのかな
と。点検する時期にもよると思いますけれども、こ
ういうものもあります。
（スライド27）樹木の侵入も非常に難しいです。

A河川の堤体、ここは護岸が張ってありますが、そ
こから樹木が出ているということでc評価。C河川の
ここは川表ですが、法尻に大きな木が生えているの
でc評価。堤体じゃないけれども、法尻付近の平場に
なったところですね。このようなものは、河川管理
施設に非常に影響があるのですが、それをどういう
評価にするのかは非常に難しいところがあります。

（スライド28）これは侵食です。A河川はこんな
に荒れていて、これはcでいいのかというところで
す。C河川の踏み荒らしも大体すぐに原因がわかり
ます。奥にグラウンドがありますから、一番近いと
ころを通って行こうと人が歩くので、大体こういう
裸地になってしまう。歩いていますから、すごく固
いです。踏み荒らしという形で、b評価というとこ
ろです。ガリなどは基本的には出ないと思います。
（スライド29）それから護岸です。A河川は破損
しているため、c評価。B河川は先ほどの特殊堤と
か高潮堤でよく見られるものですが、隙間が開いて
いるので、c評価です。ある程度、数字を入れて出
しておくということが、点検評価するときに大事か
なと思います。
（スライド30）このはらみ出しはb評価。A河川
は護岸がないところ、木が生えていて駄目だなと思
いますが、C河川もどこかはらんでいるようです。
写真ではなかなか難しいのですが、b評価です。
（スライド31）最後に、河川財団でいろいろ業務

● スライド26

７.点検評価結果の実態⑦（河川監理業務を中心として）
26

《点検評価結果》

A河川：⑨排水不良 b評価

・排水不良が確認できるが、堤防の
機能に支障は生じていない状態。
降雨後に数日しても湿潤状態が
続くようであれば詳細点検を要する
ため、継続監視が必要。

C河川：⑨排水不良 b評価

・川裏法尻部で排水不良が生じており、
湿潤状態となっている。常時排水不良
が生じており継続監視が必要な状態。

● スライド27

７.点検評価結果の実態⑧（河川監理業務を中心として）
27

《点検評価結果》

C河川：⑩樹木の侵入 c評価A河川：⑩樹木の侵入 c評価

・丈の低い樹木(草刈機等で容易に
伐採可能なもの)を確認でき、予防
保全の観点から樹木伐採を実施
するのが望ましい状態。

・堤防の表法面に樹木が侵入しており、
洪水時の河積阻害や倒木による
堤体損傷を引き起こす可能性がある
ため、予防保全の観点から樹木伐採
を実施するのが望ましい状態。

● スライド28

７.点検評価結果の実態⑨（河川監理業務を中心として）
28

《点検評価結果》

C河川：⑪植生異常（踏み荒らし）b評価A河川：⑪侵食 c評価

・堤防の機能に支障は
生じていないが、新堤で
あり、進行性が懸念される
状態。

・堤防の機能に支障は生じていないが、
深さが15cm以上25cm未満であり、
今後雨よる侵食（ガリ）や法崩れへと
悪化することが懸念される状態。

● スライド29

７.点検評価結果の実態⑩（河川監理業務を中心として）
29

《点検評価結果》

B河川：⑬護岸の破損 c評価

・段差(概ね石材・ブロック厚の
1/2以上)が生じており、
予防保全の観点から対策が
望ましい状態。

A河川：⑬護岸の破損 c評価

・堤防護岸の法枠ブロック破損
（長さ0.25m、幅0.3m、深さ0.1m） しており、
堤防の機能には支障は生じていないが、
今後破損状況が進行し、土が露出すると
吸出しによる空洞化の恐れがあるため、
予防保全の観点から対策が望ましい状態。
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を請け負っている中でまとめでございます。
点検評価の課題ということで、１つは点検の現場
でb、c評価を入力していない。誰が見ても変状が
あるのに、入れていないということです。なぜ入れ
ないのか理由は難しいですが、後で確認しに行く
と、当然bとかc評価の箇所です。理由としては初
めから評価しないスタンス、面倒臭いというか、点
検のときに体制を組みますが、全員が技術屋さんで
はありません。事務屋さんも入っていたりするの
で、あまり評価に対する興味がない人もいる。それ
から、判断が難しいから評価しない。記入しないと
いけないので、そういうところが影響していると思
いますが、個別の評価はできるだけ現場で実施しな
いと、対処が難しい。後で総合評価とか二次評価を
しますが、やはり写真を見ただけではなかなか評価
は難しいです。現場でbとかcの評価を、きちんと
やらないといけないというところです。
また、いいにくいことですが、「監理業務」を発
注している事務所は、委託者に依存する傾向が非常

に強くあります。RMDISもそうですが、発注者か
ら、慣れていないので入力をやってくださいと依頼
されることがよくある。このような場合、職員が現
場からRMDISを出張所に持ち帰ってまた内容を確
認することになる。なぜRMDISを導入したか、全
く効率的になっていない、というところがございま
す。それから、事務所の評価会（横断的連絡調整会
議）での議論を経て評価を確定しますが、実施され
ていない事務所もあります。
（スライド12）戻りまして手順のところですが、
点検は除草工事が終わった後ですから、たいてい５
月の連休明けです。早くてもそれぐらいでないと点
検できない。変状箇所を確認して評価することは、
ここまでは一次評価ですから一連でできるのです
が、そこら辺をきちんとやってくれれば問題ありま
せん。後で評価を入れようとすると非常に難しく
て、監理業務の中で確認してください、ということ
になってしまう。それをきちんと整理し、それから
会議に向けてbとかcがいいかという、ある程度の
説明資料を作らないといけませんので、評価に時間
を取ってしまいますと、それがいつできるのかわか
りません。次の台風期点検というのは大体９月頃に
点検をしますから、それまでに全て処理しないとい
けませんが、出水期前および出水期は非常に忙しい
ため遅れます。
それから、この二次評価を管理課の方が事務所全
体の調整会議として開かないといけないので、これ
が資料作りも含めて遅れます。そうすると、最終的

● スライド30

７.点検評価結果の実態⑪（河川監理業務を中心として）
30

《点検評価結果》

C河川：⑭はらみだし b評価

・はらみ出しが発生しているが、
堤防の機能に支障は生じていない
状態。

A河川：⑭はらみだし b評価

・川表護岸の法面（法尻に近い）が
若干はらんでいる。（延長15ｍ程度）
他変状は確認できず、経年的にも
変化がないため、継続監視の状態。

● スライド31

７.点検評価結果の実態⑫（河川監理業務を中心として）
31

《点検評価の課題》

・点検の現場でb、c評価を入力してない場合がある。

・初めから評価しないスタンスの者、判断が難しいから

評価しない者が混在している。

⇒個別の評価は、出来るだけ現場で近いところで実施しないと

対処が難しい。

・特に「監理業務」を発注している事務所は、委託者に依存する
傾向がある。

・上記の場合、現場から出張所に持ち帰って、初期入力すること
となる（一次評価）。

・事務所の評価会（連絡調整会議）での議論を経て評価を
確定（二次評価）するが、実施されていない事務所もある。

● スライド12

５.点検結果評価要領の概要①

堤防等河川管理施設の目視点検の結果を基に機能低下の状態を
評価し、施設の状態に応じた対策を判断するための考え方を提示。

《主な内容》

《評価の手順》

 点検計画に基づき継続監視
 軽微な変状は補修を実施

《対策》

 進行状況、損傷規模、経済性等
を勘案し計画的に対策を実施
（5年以内の対策が目安）

 総合評価を待たずに速やかに
対策を実施

 健全な状態

12
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な総合的評価という整理まで遅れてくるということ
です。けっこういろいろやることがあり、そういっ
た理由で遅れます。業務としては、ひとつひとつの
中身を対応していくところがありますが、全体的な
スケジュール管理を進めていくことも大事だと思っ
ております。
（スライド31）ここには課題しか書いてありませ
んが、何年か監理業務を請け負っていますので、課
題や事務所の特性を踏まえて進んでいる事務所、う
まくいっている事務所、まだきちんと説明しないと
全然やれないような事務所もあります。今後の点検
などを踏まえて、個別に担当者と対応して、点検、
評価を進めていくことが大事だと思っているところ
です。
それでは、次から具体的にRMDISについて説明
させていただきます。

鈴木　皆さん、こんにちは。河川総合研究所に所属
しております鈴木といいます。
（スライド32）私からは、河川維持管理データ
ベースシステムということで報告させていただきた
いと思います。河川維持管理データベースですが、
今日ご来場の皆様に関しては、コンサルの方が半
分、あるいは都県の方で、恐らく初見に近いだろう
ということでパワーポイントを組んでおります。国
交省の方も何人かお見えになっておりまして、国交
省の方々は何度か聞いた説明ということになろうか
とは思いますが、私の思うところも少しばかり加え

ておりますので、やや国交省の方には退屈かと思い
ますが、お付き合いいただければと思います。申し
遅れましたが、私は河川維持管理データベースシス
テムの構築に数年来携わっておりまして、そういっ
た意味で今日のこの報告の対象者となったかと思い
ます。見てのとおり若輩者でお聞き苦しいところが
若干あるかと思いますが、重ねてご容赦いただけれ
ばと思います。
次にまず今回の内容ですが、八木から説明のあり
ました点検評価に対して、データベースシステムと
して支援していくという観点から、私から幾つか報
告させていただきたいと思います。
そういう意味では、河川維持管理データベース

の概要ということで初見の方に聞いていただく形に
なるので、何度か聞いたようなお話になるかと思い
ますが、これも申しわけありません。河川維持管理
データベースの活用ということで、ここでは先ほど
の八木の話を受けたなかで、特に点検評価に関する
ところを中心にどう活用していくか、といったところ
をご紹介していきたいと思います。そうはいっても
後ほど出てくるのですが、河川維持管理データベー
スにつきましては、点検業務のなかではまだまだ活
用が進んでいないという実態が見受けられます。そ
ういったなかで、河川維持管理データベース活用の
課題ということで、ここは特に私が感じていることを
述べさせていただきたいと思います。この課題を踏
まえたうえで、今後、河川維持管理データベースの
活用の展望ということで、最後まとめていきたい。こ
のような流れで話を進めていきたいと思います。
（スライド33）まず、河川維持管理データベース
の概要ということで、いくつかまとめております。
先ほど八木からも、RMDISという名称で呼ばれて
おりますが、RMDISはパワーポイントの上段に青
抜きで書いておりますRiver	Management	Data	
Intelligent	Systemの略称ということで、頭文字を
とって「リマディス」と呼んでおります。RMDIS
という名前ですが、この綴りだけを見ると間違って
読む人がけっこういまして、「ラムディス」と言う

● スライド32

〈 内 容 〉

２． 河川維持管理データベースシステム

（８） 河川維持管理DBの概要

（９） 河川維持管理ＤＢの活用

（１０） 河川維持管理ＤＢの活用の課題

（１１）点検評価と河川維持管理ＤＢ活用の展望

32
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人もいましたし、「リミダス」と言っている人もい
る中で、正確には「リマディス」ということで、半
ばどうでもいい話なんですが、読み方を覚えていた
だきたいと。今思うと、RMDISとつけたときに、R
とMの間にIを入れるべきだったのかなと個人的に
は思っております。
さて、RMDISの目的ということで３点ほど挙げ
ています。右に書いております、PDCAサイクル、
これを支援していくシステムということですが、平
たく書いてしまうと、業務の効率化を進めていくた
めのシステムだということで、そのなかで②と③が
似たようなことを書いていますが、知見の効率的な
集積、知見を集積したものに対して、今後の政策企
画立案、こういうものに資するために、情報収集の
効率化と適切な管理を行っていく。こういった意味
で世間一般に言われている、データベースシステム
の役割を河川維持管理に担っていく。こういう目的
のなかで、RMDISは構築しているというものです。
パワーポイントの下の部分ですが、特に維持管理
とRMDISの関係ということでいくつかまとめてお
ります。皆さんご承知のとおり、「堤防等河川管理
施設の点検結果評価要領」が一昨年以来出されてい
るというなかで、この評価結果を統一様式としまし
た。先ほどの八木の説明にもあったかと思います
が、統一様式とし、さらには国民に公表するという
なかで、このシステムを使うことによって、より効
率化されるという関係性があると思います。３点目
に記載しておりますのは蓄積したデータを分析評価

し、適切なサイクル型維持管理を実践していくとい
うことで、これについてはまた最後に述べさせてい
ただきますが、データの蓄積が進んだ暁には、分析
評価が充実してくるというものでございます。
（スライド34）次に、RMDISの開発の経緯とい
うことで、先ほど申し上げましたように、平成25年
度からRMDISの運用が始まっております。右側を
見ていただきたいのですが、平成25年度に、皆さん
ご存じないかと思いますが、実は「河川維持管理
データベースガイドライン」というものが本省から
一部発出されておりまして、これに基づいてシステ
ムを構築していったという経緯がございます。
RMDISは全国統一のデータベースシステムとい
うことで、当然全国で使っていくなかで、現場の皆
様からいろいろな要望を受けています。そういった
ものを使い勝手の更新、あるいは操作性の改良に、
平成26年度、平成27年度はあてていたという経緯が
ございます。そのなかで先ほどから申し上げており
ますとおり、「堤防等河川管理システムの点検結果
評価要領」が出てきました。これに対応していく
ために、平成28年度に点検評価要領に基づくデータ
ベースに改良されたということです。今現在は、
「RMDISバージョン2.2」というもので運用してお
ります。ただ私の聞いている限りですと、基本的に
は整備局単位で運用していくものでございまして、
バージョンが上がるたびに関東でシステムを設計、
構築しているのですが、全国配布した中で、いくつ
かの整備局においてはバージョンアップが遅れてい

● スライド33

8.河川維持管理ＤＢの概要①

 「堤防等河川管理施設の点検結果評価要領」に基づく維持管理
 評価結果を統一様式として整理し、国民へ公表する支援
 蓄積したデータを分析評価し、適切なサイクル型維持管理を実践

① 河川維持管理の現場における業務を着実に、かつ効率的に
行うための業務支援。

② ＰＤＣＡサイクルによるスパイラルアップの支援、また、業務の
高度化に資する知見の効率的な集積。

③ 河川維持管理に関する政策の企画立案に資する基礎的な
情報収集の効率化と適切な管理。

ＲＭＤＩＳ（リマディス） ＝ River Management Data Intelligent Systemの略称

河川維持管理業務を支援するデータベースシステムの
全国統一版をＲＭＤＩＳ（リマディス）と呼ぶ。

◆ＲＭＤＩＳの目的

《維持管理とＲＭＤＩＳの関係》

現場の実態を踏まえ、現場に内在する課題を解消し、維持管理の効率化・高度化
を図るためには、管理行為を支援する仕組みが必要。河川維持管理ＤＢ構築へ

33

● スライド34

８.河川維持管理ＤＢの概要②

ＲＭＤＩＳは関東地方整備局の河川維持管理支援システムをベースに構築され、Ｈ２６．４から全国版とし
てＲＭＤＩＳ ver.1.0の試行が開始された。Ｈ２９．２にはＲＭＤＩＳ ver.2.2を配布し、現在運用中である。

年度 システム名

H25年度

H26年度

H27年度

H25.12～ ＲＭＤＩＳ ver1.0β
試行運用

H29.2～ ＲＭＤＩＳ ver2.2
運用中

H27.2～ ＲＭＤＩＳ ver2.0
試行

H26.4～ ＲＭＤＩＳ ver1.0
試行

（全国版 試行運用開始）

H27.12～ ＲＭＤＩＳ ver2.1
試行

H28年度

《ＲＭＤＩＳ開発の経緯》

34

主な改良内容

• 「堤防等河川管理施設の点検結果評価要
領」への対応

• 一括登録様式の追加（WEB）

• 試行運用で挙がった課題・要望への対応
（主に操作性や使い勝手の改良）（タブレッ
ト・WEB）

• 整備局DBの新規整備
• 巡視・点検記録の新規登録機能（WEB）
• 過去データ参照機能の強化（タブレット）

• 維持管理行為（河川カルテ、台帳管理）
• 日常業務支援（行政相談・事件事故 等）

• 河川維持管理ＤＢガイドライン（H24.4）の
基づいてシステムの構築
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るという話も聞いているところです。
（スライド35）次のパワーポイントですが、
RMDISシステムがどういった構成になっているの
かをお示ししております。５つ書いているのです
が、皆様にはここで２つ頭に入れておいていただけ
ればと思います。
まず、タブレット。パワーポイントにおいては③
「河川点検巡視支援システム」ということで今私の
手元にありますが、このようなタブレットで、現場
の点検に限っていうと、点検記録していくというの
が１つのシステムとしてございます。このタブレッ
トですが、７インチです。他に10インチタイプがあ
りまして、そのどちらかを選ぶという形になってお
ります。このタブレットで現場の変状を確認し、記
録する。
今現在タブレットについては通信できませんの
で、オフラインという形になります。なんらかの形
でアップロードあるいはダウンロードしなければい
けないということで、②のところを見ていただきた
いのですが、「ダウンロード・アップロードツー
ル」というものがありまして、これをもとにサー
バーにデータを登録していくという流れになってい
ます。ちなみにこのサーバーですが、先ほど申し上
げましたとおり、整備局ごとの運用になっておりま
すので、九州地方整備局を除いた全国７整備局にく
わえて北海道開発局があるなかで、計８つのサー
バーが今動いているという状況です。
①のところですが、このデータベース、サーバー

に蓄積されたデータを、職員PC、WEBシステムを
介して、各種データを閲覧する、あるいは検索する
というシステムになっております。繰り返しになり
ますが、大きくはタブレットとWEBシステムの２
つによって、RMDISは構成されているとご認識い
ただければと思います。このパワーポイント上で
は、④「維持管理支援システム」が示されておりま
すが、これについては、今現在は点検以外に使われ
ていないシステムですので、この辺をどうしていく
のかといったところも課題の１つかなと認識してお
ります。
（スライド36）次にRMDISのメリットというこ
とで、だいぶ主観が入ってしまうところではある
のですが、いくつかまとめております。これにつ
いては左側の「現場作業」と「室内作業」で、
フェーズごとに従来はこのようであったものが、
RMDISを使うことによって、こうなるということ
を記載しております。まず「現場作業」で、巡

● スライド35

８.河川維持管理ＤＢの概要③
《ＲＭＤＩＳシステム構成》

35

RMDISは、5つのサブシステムで構成

①

②

③

④

⑤

[職員PC]Webシステム

[職員PC]ダウンロード・アップロードツール

[タブレット]河川点検巡視支援システム

[タブレット]維持管理対策支援システム

[巡視員PC]タブレットデータ確認・編集ツール

関東地方整備局のイントラネットを介して本局のデータベースの閲覧・編
集を行うWebシステム。

インターネットエクスプローラーを使って以下のアドレスに接続して利用
する。 http://10.160.14.114/

タブレットと本局のデータベースを同期するためのツール。PCにタブレット
をUSBで接続した上でダウンロード・アップロードを実施する。

※タブレットはオフラインのため、現場では本局のデータベースに接続で
きない。

現場において、点検または巡視で発見した事象を登録・閲覧するための
タブレットアプリケーション。

現場において、点検または巡視で登録された要対策事象に対する維持
管理対策を登録・閲覧するためのタブレットアプリケーション。

タブレットを使って現場で入力した巡視・点検の記録をExcel帳
票の形式で出力・確認・編集するツール。巡視記録の場合は
巡視日誌として出力する。編集した結果はタブレットに書き戻
すことができる。

整
備
局
本
局

事
務
所
ま
た
は
出
張
所

現
場

サーバ
システム管理者が管理

（事務所・出張所のユー
ザが直接操作すること
は無い）

データの
一元管理

職員PC

整
備
局

LAN

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗで各種維
持管理行為や日常業務の
データの閲覧・入力・帳票出
力・分析を行う

現場から
到着後に
アップロード

タブレット

USB接続

① ②

③

④

タブレットのアプリで
・過去の記録閲覧
・新規の記録入力

※点検巡視と維持管理
対策で別アプリ

巡
視
業
者

職員・巡視員PC USB接続

⑤タブレットデータ確
認・編集ツールは
タブレットで登録さ
れた情報・写真等
の編集を行う

1

● スライド36

８.河川維持管理ＤＢの概要④
《ＲＭＤＩＳのメリット》

 巡視・点検結果の評価、様式整理、公表の効率化

現場作業
（巡視・点検）

【従来】 【ＲＭＤＩＳ】

室内作業
（記録・整理）

分析評価
公表

ＷＥＢシステムへ
アップロード

写真の取込み
野帳の整理

ＲＭＤＩＳタブレットへ直接入力写真撮影・野帳記入

Excelによる評価の集計
公表様式への整理

評価の自動集計
自動出力

ＲＭＤＩＳタブレット、ＷＥＢシステムを使用した効率的な評価の
整理、記録蓄積、分析によるサイクル型維持管理の実現

 対象区間の地図、過去記録等の持参資料が減少（タブレットで確認）

 巡視日報等の毎日生じる報告業務も容易に整理・出力可能
 現場で入力したデータを評価要領様式として自動出力可能

 現状は、自動集計が可能。分析手法が確立されれば、大量の蓄積
データを効率的に分析可能

36
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視・点検については従来から写真撮影、あるいは
野帳に記入をしていましたが、このRMDISを使う
ことによってタブレットへ直接入力ができる。こ
のメリットとしては青字で書いてあります、対象
区間の地図、過去記録等の持参資料が減少すると
いうことで、タブレットで確認できるというもの
です。対象区間の地図、過去記録等ということ
で、ここでは絵をお見せしていないのですが、後
ほど実際の画面のスライドが出てきますので、そ
ちらで説明します。
次に「室内作業」というところです。これについ
ても従来ですと写真の取り込み、野帳の整理といっ
た手作業が生じていたところが、まさにこの点が、
システム化されるメリットということになります。
WEBシステムにアップロードすることで、例えば
巡視であれば、巡視日報等で毎日生じる報告業務を
容易に整理出力が可能になります。特に巡視では、
巡視日報を作るということが業務上規定されてい
て、従来であれば手作業だったところが、RMDIS
のシステムによって、ちょっと言い方は大げさにな
りますが、ボタン１つでできてしまうようになりま
す。青の２ポチ目は点検ということになりますが、
現場で入力したデータを評価要領様式として自動出
力可能ということで、これも後ほど説明いたしま
す。
さらに「分析評価・公表」という流れのなかで、
ここはまだ道半ばというところですが、昨年まで
は、Excel様式が直轄あるいは都県の担当の方に配
布されていたかと思います。それについてCSV入
力、あるいは手入力ということでb、c、数、写真
等を添付していたのが、今後、このRMDISを使う
ことによって評価の自動集計、あるいは様式の自動
出力ができるようになるということです。この点が
業務の効率化に大幅に寄与するところではなかろう
かと、個人的には思っているところです。
（スライド37）以上まで概要ということで述べさ
せていただいたなかで、ではRMDISを点検に使う
メリットはどのようなところがあるのかを、順次述

べていきたいと思います。概要でも若干述べました
ので、やや繰り返しになるところもありますが、順
次述べていきたいと思います。
まずスライドで挙げておりますのは、変状等の情
報として位置、内容、写真といったものが確実に記
録できるというメリットでございます。先ほど画面
をスライド表示するといったのがまさにここでし
て、左側のタブレット画面、これは７インチの画面
ですが、国土地理院の地図が出てきます。そこに対
して変状を記録したものが、アイコン表示されるよ
うになります。ここでは点検に絞ったことではない
ので、堤防点検以外の、例えば巡視の結果というこ
とで、アイコンが表示されます。この変状対象の樹
木については自然環境ということで、アイコンの種
別によって実際の変状の種別が表示されるところ
が、大きなメリットになると思っています。堤防の
周囲が青い外枠になっていますが、その日なんらか
の形で記録を上書きすると赤くなるということで、
どこを記録したのかも一目でわかるというメリット
があるかと思います。
次に右側です。これはタブレットの記録をWEB
システムにアップロードした場合、点検評価要領の
様式とは違うのですが、個別に河川カルテ等にこう
いった形でデータ登録がされるというところです。
今回は点検ということで、河川カルテについてはあ
まり触れるところはないのですが、今現在のバー
ジョン2.2については、タブレットで記録した情報に
ついて、“重要情報”とチェックする欄があり、そこの

● スライド37

９.河川維持管理ＤＢの活用①
《ＲＭＤＩＳの堤防点検におけるメリット》

 変状等の情報として、位置・内容・写真が確実に記録できる。

37

タブレット画面：
アイコンで変状箇所を記録

Web画面：
各種情報、写真を記録

第１回　河川研究セミナー 19



重要情報にチェックすると、自動的に河川カルテに
登録されるようなシステムに更新されております。
（スライド38）次に点検におけるメリットという
ことで、前回の点検結果の参照が容易ということを
挙げております。特にその内訳としては、２つほど
またさらに挙げております。①の「場所の特定が比
較的容易」は、先ほどお見せしましたように、地図
上に点検記録が表示されているといったなかで、比
較的、前回の記録の位置を容易に探し出せるという
ことです。②の「前回記録との比較が容易」は、画
面の右側にお示ししておりますが、前回の記録がデ
フォルトとして設定されておりますので、進行程
度、これは数値データを拾っていればということで
すが、前回記録との比較によって進行程度を確認で
きるというところも、点検に当たっての大きなメ
リットだと思っております。
（スライド39）次のメリットです。これも先ほど
申し上げましたとおり、点検結果評価要領に規定さ
れております様式が、自動生成されるというもので

す。八木の説明のなかでもありましたが、様式１の
総括表ということで、今、RMDISの画面をお見せ
しているところですが、総合評価をしたなかで、区
間設定をあらかじめ登録しておけば、データが自動
的に集計されます。左側が区間設定したところでし
て、b、c、d、変状の種別１～23まで現在あります
が、それぞれ自動集計されますので、ここも従来の
手作業が大幅に軽減されるところだと認識しており
ます。そういう意味で、去年直轄の方々は恐らく４
回ほど本省から提出を求められて、その度にここを
チェックして精査するという作業があったかと思い
ますが、その大部分が省力化されるのではないかと
期待されているところです。
（スライド40）次に示しておりますのが様式②、
③ということで、ここもほぼ自動的に生成されま
す。タブレットに情報を入れていますと、様式に記
載すべき情報が、自動的にExcelとして生成されま
す。代表地点の地図、それから１枚目の写真という
ことで、様式②についてもこのような地図、あるい
は写真が自動的に添付される。さらには２枚以上写
真を撮っていた場合、追加様式ということで、様式
③についても自動的に生成されます。
（スライド41）ここからは、実際に画面をご覧に
なったことのない方も多数おられると思いますの
で、参考ということで画面表示をしております。こ
れがタブレットの画面です。先ほどの継続記録とい
うところで、このタブレットを起動した場合、赤の
矢印で示したところがデフォルト設定で出てきま

● スライド38

９.河川維持管理ＤＢの活用②
《ＲＭＤＩＳの堤防点検におけるメリット》

 前回点検結果の参照が容易

①場所の特定が容易。

⇒地図上に点検記録が表示

されている。

②前回記録との比較が容易。

⇒前回記録がデフォルト

設定されており進行程度を

確認できる。

38

● スライド39

９.河川維持管理ＤＢの活用③
《ＲＭＤＩＳの堤防点検におけるメリット》

 「堤防等河川管理施設の点検結果評価要領」に規定されている

様式（様式①、様式②、様式③）が自動生成される。

⇒様式作成の作業が大幅に削減され、業務の効率化に寄与。
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 様式①：区間ごとの変状ランクごとに箇所数が自動生成される。

● スライド40

９.河川維持管理ＤＢの活用④
《ＲＭＤＩＳの堤防点検におけるメリット》

 様式②：位置図、代表写真が自動的に様式化される
 様式③：その他写真は様式③に個別に張付けられる。

40

様式②、様式③
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す。これも基本的には、従来のデフォルト設定です
が、新規に入力する場合は、自動的にGPS等が機能
しますのでこの部分は自動的に入力される。新規に
入れる場合は、プルダウン設定になっておりまし
て、土堤なのか護岸なのかを選んでいく。さらには
箇所ということで表法、天端などそれぞれ該当する
ものを入れていく。点検事項もプルダウン方式で選
べるようになっておりますので、これについては、
現在は点検評価要領の種別になっております。
（スライド42）次に変状種別について、ここは自
動設定されていますので、程度判定を入れていただ
く。先ほどの話のなかにもありましたが、これはな
るべくその場で入れてしまった方が良い事柄という
ことと、あとは定量的に測定できるものについては
長さ、延長、幅、開き、深さ、高さを入れていくこ
とによって、前回からの進行程度が確認できるとい
うことです。続いて状況等、さらには補修等の対応
についてコメント入力ということになりますが、こ
こについては、現地でタブレットで文字を入力する

というのは、非常に難しいと個人的にも思っており
ますので、なんらかの形でこれもプルダウン設定で
きるようになった方がいいのかなと個人的には思っ
ています。下の部分の重要情報、要監視、要対策は
基本的には河川カルテに入れる、または入れないを
選ぶところで、３ついろいろ書いてありますが、話
がややこしくなりますので、基本的には重要情報に
チェックを入れると、河川カルテに自動登録される
とご認識いただければと思います。
（スライド43）次に、各種変状の情報を入れた後
に写真撮影ということで、７インチの場合、横にス
ライドすると写真撮影の画面になります。まず、位
置図、これは平面図が自動的に登録されるように
なっております。代表写真、その他写真ということ
で、これについては、RMDISだから推奨するわけ
ではなくて、他の点検のやり方でもそうだと思いま
すが、代表写真はできるだけ全景、全体の写真を
撮っていただく。ここが重要だと思います。全景は
変状箇所の特定ができるよう、堤内地の状況や付近
の構造物が映るように撮影する。こういったことを
しないと、いくらGPSで確認できるとはいえ、本当
に前回と同じ位置なのかということが、現場ではわ
かりづらい。
先ほども出ましたが、１kmの中にどれだけ変状
があるかにもよりますが、中には変状がせまい箇所
に集中的に記録される場合もあるということで、特
にこういった写真による判別が、最後は重要になっ
てくるのかなと思います。さらに、この代表写真以

● スライド41
41

９.河川維持管理ＤＢの活用⑤
《参考：タブレットの登録画面》

41

● スライド42
42

９.河川維持管理ＤＢの活用⑥
《参考：タブレットの登録画面》

42

● スライド43
43

９.河川維持管理ＤＢの活用⑦
《参考：タブレットによる写真撮影》

43
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外にも変状の内訳としてどういったものか特定でき
るという意味で、できればスケールを当てた状態で
変状規模が確実に記録できていることが、非常に重
要になってくると思っております。当たり前です
が、前回の位置と比較できる同じアングルで撮り続
けるということが、非常に重要になってくると思っ
ております。
（スライド44）次に、活用に当たっての課題とい
うことでここに示しておりますのは、今現在の
RMDISの活用状況です。これは整備局ごとに記録
数をグラフ化しておりまして、見てのとおりです。
青色が巡視の記録、黄色オレンジ系が点検の記録と
いうことにしております。図に書けば良かったので
すが、巡視の記録が左側のような単位になっており
ます。点検の記録については右側ということで、こ
れだけを見ると数が全然違うということになってお
ります。基本的に巡視での記録数は、点検での記録
数に比べると元々種別が多い、あるいは物理的に物
が多いということもありますが、これはあくまでも
１つの傾向ということになるかと思います。
今現在では巡視での記録数、巡視での活用頻度が
かなり多いということに対して、点検での活用頻
度はまだまだ進んでいないのかなと認識しており
ます。特に、A整備局は見てのとおり非常に活用さ
れていますが、一方でE整備局、H整備局は点検に
限ってはほとんど使われていないという現状がござ
います。こういった状況はなぜか、分析ではなく半
ば想像ということになりますが、巡視での使用頻度

が高いということについては、恐らく巡視業務上、
RMDISでの記録が規定されている。
一方、点検では先ほどの監理業務等がありました
が、RMDISを用いることが規定されていないとい
うことで、そういった開きがあるのかなと個人的に
は思っております。それと、やはり巡視ではメリッ
トとして、巡視日報が自動生成されることが現場の
方に非常にありがたがられているのに対して、点検
は以前についてはそれほどメリットがありませんで
した。今回のバージョン2.2になった段階で、様式
が自動生成されるようになりましたので、このこと
が広く皆様に認識されれば、使用頻度が上がってく
るのではないかと思っております。
（スライド45）次に活用に当たっての課題という
ところで、これは使った方は皆様、薄々思っている
だろうことで、特に私もここは強く感じているとこ
ろです。まずシステム、操作性の改良ということ
で、今後こういったところが改良されれば、もう少
し使っていただける頻度が高まっていくのではない
かと思っているところです。
タブレットですので、点検はどういった場面で使

うか。当然、日中屋外が大半ということになってき
ます。タブレットはスマートフォンも含めて、使用し
ていただいているなかで、屋外ではどうしても画面
が見えないという状況がございます。ですから実際
の運用では、記録の時には木陰に戻る、あるいは車
の陰に隠れて少しでも反射しないように見やすくす
る、といったようなことが現場では行われています。

● スライド44
44

１０.河川維持管理ＤＢの活用の課題①
《RMDISの活用状況》

 巡視での使用頻度は高い。

⇒巡視業務では、業務上RMDISによる記録が規定されている場合が多い。

 点検での使用頻度は低い。

⇒点検業務では、業務上RMDISによる記録が規定されていない場合が多い。
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● スライド45
45

１０.河川維持管理ＤＢの活用②
《RMDISの活用にあたっての課題》

 システム（操作性）の改良

⇒日中晴天時は、タブレット画面がほとんど見えない。

（タブレットそのものの課題→タブレットの進化・進歩に期待）

⇒GPSの精度等に起因した場の特定精度が低い。

（上記に関連して反応速度が遅い。）

⇒入力スピード向上に寄与するシステム改良。

⇒継続記録箇所へのナビゲーション機能の付加。

45
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タブレットの画面が日中屋外でもよく見えるよう
になるといいのですが、これについては、ここにも
書いてありますとおり、システムをいくら改良して
も画面が見えるようになるわけではないので、タブ
レットそのものの課題、タブレットそのものに内在
している課題ということで、タブレットの進化・進
歩に期待せざるを得ないのかなと思っております。
現在ベンダー企業とも一部共同してこのようなシス
テム構築をしていまして、ベンダー企業の方々に確
認したところ、バックライトというものを上げる
と、少しでも見やすくなるということでした。しか
し、バックライトを強力にすると当然電池の消耗が
早くなるということで、その辺が痛し痒しのところ
で、これはタブレットの進化・進歩に期待するしか
ないと思っています。
次に書いてありますのがGPSの精度ということ
で、地図上で位置の特定がタブレットではできるの
ですが、その精度が場所によって著しく異なるとい
うことで、場所によっては非常に特定精度が低いと
ころがあるということが、大きな難点かなと思って
おります。これに関連して、反応速度が非常に遅い
ことがあるということで、この辺はシステムの工
夫、あるいは今後のオンライン化で解消できる事柄
なのかもしれません。
３点目も似たようなことですが、入力スピード向
上に寄与するシステム改良ということで、反応が遅
いところもありますので、この辺はプログラム等の
改良によって、何とかできるのではないかと思って
おります。
４点目に記載しております事柄は、継続記録箇所
ということで、先ほど大きなメリットとして、過去
記録を参照して点検ができるとありましたが、国土
地理院の地図に、アイコンとして過去記録が表示さ
れています。実はそこにたどり着く、あるいはそこ
を特定することが、便利は便利ですが、なかなか難
しいので、ナビゲーション機能のようなものを付加
すればいいのかなと思っています。車のナビゲー
ションのように、「目的地まであと100ｍです」、

「右に行って下さい」、「左に行って下さい」、こ
ういった機能が搭載できれば、ますます便利になる
のかなと個人的には思っております。
（スライド46）今までの課題については、特にシ
ステム改良に関する事柄ということで述べてきまし
たが、ここでは運用面の改善ということで、先ほど
八木からも説明がありました運用面を改善すること
によって、使用頻度の問題は解決できる可能性があ
るということで、いくつかまとめております。
まずはRMDISを用いることを前提とした堤防点
検実施体制等の構築ということで、RMDISを用い
ることが果して100％いいことかどうかはともかく
としまして、仮に用いていくことを良しとした場合
に、入力時間を考慮した１日の工程計画ということ
で、入力者の負担を軽減させる人員配置等の工夫が
あるのかなというところです。それに当たっては複
数台のタブレットの使用による効率化ということ
で、１台で回していると、どうしても時間等がかか
りますので、２台、３台を使っていくことが効率化
に繋がるのではないかと考えております。ただし、
そうした場合、より多くのタブレットが必要になっ
てきますが、現状では使用可能機種が限られている
ということで、今日お見せしておりますのはパナソ
ニックで、富士通も含めて４機種しか使用できませ
ん。使用可能機種を増やしていく必要があると思っ
ております。
また、タブレットの耐用年数が短いということ
で、タブレットをどう運用していくかということも

● スライド46
46

１０.河川維持管理ＤＢの活用③
《RMDISの活用にあたっての課題》

 運用面の改善

⇒RMDISを用いることを前提とした堤防点検実施体制等の構築。

①入力時間を考慮した１日の工程計画。

②複数台のタブレット使用による効率化。

⇒より多くのタブレットが必要となる。

現状では使用可能機種が限られている（富士通、パナソニックの4機種）

⇒タブレットの耐用年数が短い。

 使用者の熟練度の向上

⇒点検での作業効率向上のため、使用者の熟練度向上が不可欠。

46
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ありますが、３年に１度、調達し続けるというわけ
にもいきませんので、タブレットをどうしていくか
も大きな課題になるのかなと思っております。先ほ
ど、E整備局の点検の記録数が非常に少ないという
ところをお見せしましたが、E整備局でなぜ点検で
使われないかを聞いてみましたら、実は巡視業務に
タブレットを全部回している関係で、点検にはタブ
レットを回すことができないと。出張所には１台し
かないということで、そもそも始まったときに調達
数が少なかったというところがありますが、現在タ
ブレットが少ないという理由で、点検には回せない
という課題もあるそうです。タブレットの台数を増
やしていけばいいのでしょうが、先ほどの耐用年数
等の問題で、いつ買うのかも課題になっているとい
う状況です。
最後、使用者の熟練度の向上ということで、これ
は私が言うのはおこがましいことですが、作業の効
率向上のためには、どうしても熟練度を上げていく
必要があります。この辺については、国交省の説明
会等で、十分対応していますが、２年、３年で担当
者が変わっていくというなかで、初見の人にいかに
速やかに熟練度を上げていただくのかといったこと
も、大きな課題なのかなと感じております。
（スライド47）ここからが最後のセクションにな
ります。河川維持管理データベース活用の展望とい
うことでいくつかまとめております。
現状のデータの流れということで、図を起こして
います。左側から現場でデータを取ってくる。次

に、USB接続はともかくとしまして、職員のPCを
介してサーバーにアップロードする必要があるとい
うことが、今現在の流れになっております。さらに
アップロードしたデータを、またPCを介してタブ
レットにダウンロードしていく。こういった流れの
中で、ここで課題をいくつか挙げておりますが、現
場終了後に事務所に戻ってデータをアップロードす
る必要があるということと、現場で得た変状等のス
ピーディな情報共有ということが、課題として挙げ
られます。さらに、先ほどサーバーは８整備局に１
個ずつと北海道開発局にあると申しましたが、それ
ぞれのサーバーの管理、定期保守等をしていく必要
があるので、その労力、費用がかかっているという
ことが課題としてあります。
そのなかで、どうしていくのかについては、３つ
書いてあります。現場からのアップロード、ダウン
ロードによる効率化に対しては、このシステムが今
はオフラインになっていますが、通信可能なオンラ
インのシステムにしていくことによって、これらが
解消される。そういったなかでは出水中の巡視・点
検結果のリアルタイムな確認の実現、サーバーにつ
いてはクラウド化していくことで一元管理していけ
ば、サーバーの集約による定期的なメンテナンスの
省力化になりますので、オンラインにしつつクラウ
ドを導入していく。こういったことが大きな流れ
で、今後の展望ということで挙げられております。
（スライド48）さらに最初目的のところで申し上
げました、PDCAサイクルの支援ツールということ

● スライド47

１１.点検評価と河川維持管理ＤＢ活用の展望①

 ＲＭＤＩＳによる維持管理行為のさらなる効率化
《ＲＭＤＩＳの今後の展望》

職員用PC

タブレット

RMDIS

・各地方整備局
・事務所

① 現場からのアップロード・ダウンロードによる効率化
② 出水中の巡視・点検結果のリアルタイムな確認の実現
③ サーバの集約による定期的なメンテナンスの省力化

47

内部
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アップロード

ダウンロード

9地方整備局に別々に
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現場終了後に、
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現場で得た変状等の

スピーディな情報共有
は課題

● スライド48

１１.点検評価と河川維持管理ＤＢ活用の展望②
《点検評価とＲＭＤＩＳの将来的な関係》

 分析評価を反映した
巡視・点検計画の提案

 ＲＭＤＩＳによるデータ
の蓄積（ビッグデータ）

 適切な分析評価

 ＲＭＤＩＳを用いた効率
的な巡視点検の実施

 適切な維持管理対策

 ビッグデータを活用した
予防保全対策

今後は、大量に蓄積されていくデータを活用した
分析評価手法の提案

48
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で、今後どのようなことが期待できるかというとこ
ろです。今回の私の報告の中では、特に、Doの部
分、RMDISを用いた効率的な巡視・点検の実施に
ついては、課題が少なからずありますが、実現しつ
つあるというなかで、今後はデータが蓄積される。
いわゆるビッグデータをどう取り扱っていくか。
せっかく蓄積したデータですので、このビッグデー
タをどう活用していくのかというところが、大きな
課題だと認識しております。
（スライド49）大量に蓄積されていくデータを活
用した分析評価手法を考えていくというなかで、そ
の１つとしては、先ほど八木の説明にもありました
とおり、b、c、こういったものの判別が非常に難
しいというなかで、例えばビッグデータの活用とし
ては、この絵に示しておりますようなやり方が考え
られるのではないか、ということで整理しておりま
す。評価結果、定量的に変状規模をとっていれば、
例えば長さ、延長、幅、開き、こういったものが１

個ずつデータになる。そして変状規模、それがbな
のかcなのか。さらには例えばですが、河川特性、
堤防諸元が近しいところでデータを集約化する。オ
ンライン化、さらにはクラウド化されると、全国の
データもセキュリティの問題はありますが活用可能
になってきますので、図のようなグラフ化をするこ
とによって、b、cがどの位置にあるのかが見える化
されます。特に経験が少ない点検者の方でも、１つ
の判断目安として、これはいい、悪いはあります
が、こういった数字のときにはbとなる、cとなると
いうことで、点検評価の補助ツールに使えるのでは
ないかと考えているところでございます。そういっ
たなかで、cの部分に対する今後の展望も今のとこ
ろは考えられているところです。さらにはアクショ
ン、ビッグデータを活用した予防保全対策、さらに
はそもそもの巡視・点検計画にもフィードバックで
きるように、このシステムを今後改良していきたい
ということで、今現在では考えているところです。
私からは以上で発表を終わります。

＜質疑応答＞
質問者１　発表ありがとうございました。今後の管
理の方向としまして、RMDISによる報告というの
も１つですが、タブレットとかハードツールも必要
となりますので、今後の方向性としてスマートフォ
ンのアプリみたいなことの方向性もありますし、ま
た、点検も面倒臭いというのであれば、草刈りして
いるところのi-Constructionみたいに、草刈機の位
置情報を計測するようなツールを入れて、大規模沈
下ぐらいしかわからないとは思いますが、それでも
堤防の変状はわかると思います。
もう１つの方向として、最初の管理の契機となっ
た笹子トンネルの天井板崩落、結果としてあの形状
はすべて廃止になりました。廃止になった理由とし
ては、排ガス規制が進んでそんなに換気しなくても
いいということと、あとはジェットファンを直列配
置して、それだけでも換気ができるという考え方と
いうか、基準自体が変わったというのもあります。

● スライド49

１１.点検評価と河川維持管理ＤＢ活用の展望③
《蓄積データの活用イメージ》
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⇒経験が少ない点検評価者への補助ツールとして活用。
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介してサーバーにアップロードする必要があるとい
うことが、今現在の流れになっております。さらに
アップロードしたデータを、またPCを介してタブ
レットにダウンロードしていく。こういった流れの
中で、ここで課題をいくつか挙げておりますが、現
場終了後に事務所に戻ってデータをアップロードす
る必要があるということと、現場で得た変状等のス
ピーディな情報共有ということが、課題として挙げ
られます。さらに、先ほどサーバーは８整備局に１
個ずつと北海道開発局にあると申しましたが、それ
ぞれのサーバーの管理、定期保守等をしていく必要
があるので、その労力、費用がかかっているという
ことが課題としてあります。
そのなかで、どうしていくのかについては、３つ
書いてあります。現場からのアップロード、ダウン
ロードによる効率化に対しては、このシステムが今
はオフラインになっていますが、通信可能なオンラ
インのシステムにしていくことによって、これらが
解消される。そういったなかでは出水中の巡視・点
検結果のリアルタイムな確認の実現、サーバーにつ
いてはクラウド化していくことで一元管理していけ
ば、サーバーの集約による定期的なメンテナンスの
省力化になりますので、オンラインにしつつクラウ
ドを導入していく。こういったことが大きな流れ
で、今後の展望ということで挙げられております。
（スライド48）さらに最初目的のところで申し上
げました、PDCAサイクルの支援ツールということ

● スライド48

１１.点検評価と河川維持管理ＤＢ活用の展望②
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 適切な維持管理対策
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予防保全対策

今後は、大量に蓄積されていくデータを活用した
分析評価手法の提案
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同じことを堤防に適用するのであれば、ある程度断
面の大きいところは草刈だけで、あまりチェックし
なくてもいいという考え方もありますが、今後の方
向性としてはどちらの方向が一番可能性はあります
でしょうか。
八木　河川財団として答えられる範囲は限られてい
ると思いますが、やはり堤防もいろいろな堤防があ
ります。補助河川から直轄、直轄も利根川上流とか
江戸川で７H堤防とか、最近やっているかどうかわ
かりませんがスーパー堤防もあるので、そういうと
ころの管理は多少違いがあってもいいかなというと
ころがあります。適正にやるなかで差をつけて、コ
ストの話をすると怒られますが、そういうところで
効率化を図っていくという考えはあってもいいと考
えております。
質問者２　八木さんのお話で、舗装のクラックにつ
いてはあまり関心がなさそうというか、重視されて
いないような雰囲気がありましたが、東日本大震災
で東名の牧ノ原とか、常磐道の水戸で崩壊しまし
た。大規模な崩壊です。それは、クラックの部分か
ら水が入ったのではないかといわれております。そ
こで質問ですが、地震後の点検結果と日常の点検結
果の関連づけみたいなものは、されておられるので
しょうか。
八木　通常の巡視とかはたいてい天端を走って目視
でやりますが、そういうなかでは見ていると思いま
す。地震とか出水後についても、そういう点検はし
ます。特にこういう評価をして危険な箇所について
は見るということになりますから、それは平常時も
地震後もやる。
それから申しわけなかったのですが、開くという
のは２つあります。地震とか洪水で開く場合もある
のですが、造ったときにすぐ開くんですね。堤防の
形で広がるような形になるので、どうしても天端と
か弱いところが開くので、それはそのまま放ってお
いているところと、処理するところとあるので、
ちょっと言い方が悪かったと思いますが、そういう
ときは丁寧に対応していかないといけないと思って

います。
質問者３　堤防点検とか管理業務の管理技術者をや
らせていただいていますが、いくつか来週、横断的
連絡調整会議があるので教えていただきたいのです
が、まず許可工、例えば横断工作物の許可工で抜け
があったり陥没があったりして、ある程度詳細点
検、詳細調査を行わないとわからない場合は、要指
導という形になるかと思いますが、そういった場合
もRMDIS上、河川巡視の方に記載して要指導とすべ
きなのか、あるいは堤防点検の方に入れるべきなの
かどうか、その辺をまず１点教えていただきたい。
あと総合的な評価の部分で、例えばスライド24の
ところで、亀裂のc評価。スライド25の堀込区間等
でc評価をつけてありますが、今の評価要領におい
ては、①亀裂～⑦寺勾配、堤体に及ぼす項目に関し
ては、確かc評価はなくてbあるいはdという形で評
価をしなさいという形になっていると思います。今
回の目安としては、c評価を記載しているのかなと
思ったのですが、現状でc評価をつけた場合に、総
合的評価はラージCになってしまうということがあ
るので、例えば１つの変状で一連区間で大した変状
でないのに、ラージCに引っ張られてしまうという
のがあります。進行性の見られない例えばガリ侵食
があった場合に、そういったものはb評価にすべき
なのかどうか。その辺ちょっと助言をいただきたい
というところがあります。
それからWEBシステムの方は、ある程度自動化
も今年度されて、なかなかいい取り組みで、効率的
にコストダウンも図れるかなと思いますが、この辺
はまだバグとかも発生しているとお聞きしていま
す。一括登録様式とかもいろいろ作られているとい
うことで、ぜひ進めていただきたいということと、
オンライン化はいつ頃やるのか、その辺も教えてい
ただきたいと思っております。
八木　まず許可工作物の扱いについて、基本的に許
可工作物は、堤防点検とは別に履行検査をやって対
応しておりますので、基本はそちらで許可工作物の
管理者に指示をするとか、適正に対応していくもの
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と思っております。
それから、スモールcをつけて総合評価でラージ
Cになるところですが、これは非常に難しい問題だ
と思います。一連区間のとり方をどうするかという
ところにも関わってきます。また、スモールcの影
響でラージCになるのは、全体という言い方はおか
しいですが、そういう範囲を見て、そもそもスモー
ルcでいいのかどうかという議論もあります。その
段階で、二次評価として手順を踏んで適正に評価し
て、それからcとやりますと、きちんと監視してい
かないといけません。こういうことを言うと怒られ
ますが、総合的な判断で対応していかざるを得ない

のかなと思います。いろいろなケースがあると思う
のですが、一連区間とか、そのなかでどういう状況
のcなのかとか、１か所あるからすべてCというの
は私は違うのかなと感じているところもあります。
鈴木　一括登録様式のバグについては、我々も認識
しております。これについては、早急に補修しよう
と予定しております。続いてご質問のあったオンラ
イン化がいつなのかということについては、私の立
場から申し上げるわけにはいきませんが、かなり近
い日に達成するとお答えします。
	 （了）
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第２回　河川研究セミナー

河川コンクリート構造物の劣化診断と補修
古賀裕久	氏（国立研究開発法人	土木研究所

先端材料資源研究センター	上席研究員）
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第２回 河川研究セミナー

国立研究開発法人	土木研究所	先端材料資源研究センター上席研究員　古賀　裕久	氏

河川コンクリート構造物の
劣化診断と補修

古賀　古賀でございます。今日はよろしくお願いし
ます。最初に簡単に自己紹介いたします。私は土木
研究所の先端材料資源研究センターというところに
おりまして、コンクリート、あるいはコンクリート
構造物を主に研究しております。ここに来られてい
る方は河川構造物がご専門、河川がご専門という方
が多いのではないかと思いますが、私自身は河川と
か、あるいは道路とかを跨って、主に材料屋として
コンクリート、あるいはコンクリート構造物につい
てご紹介したいと思います。なお、河川の面から見
ると、私が言っていることはおかしいのではないか
と思われることもあるかもしれませんが、それにつ
いてはご指摘いただければと思います。
（スライド１）今日私からご紹介させていただこ
うと思っている内容は、最初に「河川コンクリート
構造物の維持管理に関する技術情報」ということ
で、前回のセミナーでご紹介があったかもしれませ
んが、国土交通省から出ている要領等について簡単
にご紹介したいと思います。
私は河川コンクリート構造物の点検やその評価に
関する国土交通省の検討に協力するなかで、いろい

ろと実際の河川構造物の点検結果を見せていただい
て、それを基に点検や評価のポイントを検討してお
ります。その結果を、樋門・樋管のひび割れの見方
みたいな資料として、われわれ土木研究所の方で提
案させていただいたので、それをご紹介させていた
だきます。また、補修に関することや気になる点検
の結果も、少しお話程度でご紹介させていただけれ
ばと思います。
（スライド２）最初におさらいになりますが、維
持管理に関する技術情報につきましては、皆様ご承
知かと思いますが、国土交通省のホームページに点

● スライド1

河川コンクリート構造物の
維持管理に関する技術情報

1

● スライド2

 点検
 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領（H28.3）
 中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領

（H29.3）
 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領（H24.5）

 点検結果の評価
 堤防等河川管理施設の点検結果評価要領 （H29.3）
 堤防等河川管理施設の点検結果評価要領参考資料（H29.3）
 樋門・樋管のコンクリート部材における点検結果評価のポイント

（案）（ H28.3 ）

維持管理に関する技術情報
2

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/tenkenhyouka/index.html
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検の手法や点検結果の評価方法等についてご紹介さ
れているところです。特に今日の話に関わってくる
のは、こちらの「点検結果の評価」ということで、
評価要領とか参考資料、「樋門・樋管のコンクリー
ト部材における点検結果評価のポイント」について
ご紹介できればと思っております。
（スライド３）点検結果評価の要領ですが、こち
らは平成27年、28年と、今は29年と、毎年、点検結
果の蓄積等に従って少しずつ充実させているところ
です。あとは対象のコンクリート構造物が、最初
は、数が多いということもありまして、樋門・樋管
を念頭に置き検討されましたが、その範囲も少しず
つ広がってございます。
（スライド４）それで、今日の趣旨である点検結
果をどう見るかという点ですが、点検結果の評価要
領に評価の手順が載っております。ご承知のとおり
基本的には目視で行った結果を元に評価します。そ
れを一次評価として、実際に点検された人がa、
b、c、dと評価し、その後二次評価として横断的連

絡調整会議等で評価する形になってございます。
（スライド５）この点検評価要領が整備されてき
て、一番わかりやすくなったのが変状の分類です。
樋門・樋管の点検結果で見つかる変状にも、ここに
ありますように本体そのものではなくその周りの堤
防にクラックが生じているとか、あるいは空洞化が
ありそうだというのもありますし、本体のコンク
リート構造物にひび割れが発生しているとか、鉄筋
に腐食が生じているというような、さまざまな観点
があろうかと思います。
それぞれ違った問題といいますか、注意点があり
ますので、分けて考えるのが大事かなと思っており
ます。今日私がお話をできるものについて赤で色を
つけております、函体そのもののひび割れ、あるい
は門柱等のコンクリート構造物部分のひび割れ等に
ついて、ご紹介させていただければと思います。
（スライド６）判定の目安としては、このように
表が載っております。ごく簡単に、変状がなければ
「異常なし」。クラック、浮き、剥離、さび汁等が

● スライド3

 河川管理施設の点検結果評価要領（案）（H27.3）
 対象コンクリート構造物：樋門・樋管

 堤防等河川管理施設の点検結果評価要領（案）
（H28.3）
 対象コンクリート構造物：樋門・樋管，水門，堰

 写真等の参考資料が充実

3

堤防等河川管理施設の点検結果評価要領

● スライド4

評価の手順
4

目視点検の結果
から，変状箇所
毎に評価

ａ：異常なし
ｂ：要監視段階
ｃ：予防保全段階
ｄ：措置段階

● スライド5

[1] 周辺堤防のクラック、緩み、
取付護岸のクラック

[2] 函体底版下等の空洞化

[3] 函体等の破損

[4] 継手の変形、破断

[5] 門柱等の変形、破損

[6]函体内の土砂堆積

[7] 函体の過大な沈下

※赤色はコン部材

変状の分類（樋門・樋管）

①堤防のクラック等

②空洞化

③函体のひび割れ，鉄筋腐食等

④継手の破断

⑤門柱の
変形等

5

● スライド6

樋門・樋管の点検結果評価区分の
判定目安

6

評価区分 [3] 函体等の破損 [5] 門柱等の変形，破損

ａ：異常なし  変状無し （左記）

ｂ：要監視段階  クラック、浮き、剥離、さび
汁等

（左記）

ｃ：予防保全段階  耐久性に影響を与える恐れ
のあるクラック

 断面の欠損
 鉄筋の腐食

（左記に加え，門柱の傾
き）

ｄ：措置段階  構造耐力に影響する断面
欠損

（左記に加え，ゲートの開
閉不全）
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あれば、「要監視段階」。それがさらに耐久性に影
響を与える恐れがあるクラック、コンクリートの断
面欠損、あるいは鉄筋の腐食であれば「予防保全段
階」。最後に構造耐力に影響するような断面欠損が
あれば「措置段階」と、非常に大雑把なくくりに
なっているかと思います。門柱等につきましては、
それらに加えて、結局はゲートの開閉ができるかと
いうところが重要なところでございますので、もう
少し説明が書き加わっているような状況でございま
す。
（スライド７）これだけだとあまりにも判定が難
しいだろうということで、参考資料のほうには具体
的な写真の例が載っております。３つほど載ってお
りますが、「b：要監視段階」でクラックがあるが
軽微で進行性がなく、今まで点検していてほとんど
変化のないようなものであれば、そんなに深刻では
ないということが考えられます。
次に「c：予防保全段階」ですが、この例では腐
食した鉄筋が複数あるというような状態でございま
す。こうなってくると「b：要監視段階」とは違っ
て、何かしら問題の原因があって、今後も進行して
いくような恐れがあるというものであります。
さらに「d：措置段階」。これは実は検討の段階
でも写真で示すのは非常に難しいという話がありま
した。要は壊れているというようなもので、そうい
うものはほとんどなく、具体例として示すのは難し
いということです。これについては正直それらしく
見えるものの写真を、例として載せているような状

態でございます。
（スライド８）ちなみに、最初に評価要領が改定
された時には、「c：予防保全段階」の写真として
左上のような写真が掲載されておりました。これも
確かに鉄筋が腐食しているといえば腐食しています
が、これを見て皆さんはどう思われるでしょうか。
このような写真はよく点検結果についていたりする
と思いますが、あまりにも部分を拡大し過ぎてい
て、腐食した鉄筋が１本だけなのか、たくさんある
のかというのが、この写真だけではわかりません。
　一方、それに対して右下に載っている写真です
と、腐食した鉄筋が複数個所あるんだなというのが
一目でわかります。そうすると、何かしら異常が
あって、今は鉄筋が見えていないところも、もう少
ししたら見えてくるかもしれないとか、そういう趣
旨を考えて事例写真の変更をしたものです。
ちなみに、この左上の写真のような、鉄筋が１本
腐食していたら「c：予防保全段階」かということ

● スライド7
7変状事例（参考資料から）

ｂ：要監視段階
クラックがあるが，点検結果

から進行性のない状況

ｄ：措置段階
断面欠損の事例

ｃ：予防保全段階
腐食した鉄筋が複数露出
（何らかの劣化要因が疑われる）

● スライド8
8

ｃ：予防保全段階
の事例としていたが，
単独の腐食のようにも見え不明確

変更前（H27.3）

変更後（H28.3）

ｃ：予防保全段階
鉄筋の露出が複数見える
（何らかの劣化要因の存在，
今後の進行が疑われる）

※右下のような記録が求められる
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ですが、これは個人的には違うだろうと思います。
というのも、この写真の事例は、見るからにコンク
リートの表面付近に鉄筋が見えているということ
で、原因としてありがちなのはコンクリート構造物
を造っている間に、鉄筋を加工して配置する人が、
型枠の中に鉄筋を落としてしまう場合があるんです
ね。鉄筋が組まれた後だと拾うのがけっこう大変な
ので、そのまま放置しているのはよくはないのです
が、現実的には時々そういうことが見られます。こ
れも、もしかするとそういう事例かもしれません。
そうすると、別に構造上必要な鉄筋ではないもの
が、たまたまコンクリートの表面にあるためにさび
ているというようなことも考えられます。
もしそうだとすると、これはやはり「c：予防保
全段階」には当たらないだろうということもありま
す。鉄筋が腐食しているか、腐食していないかとい
う意味では、これは腐食していますが、写真を差し
替えさせていただいたところです。
（スライド９）このように考え出すと、いろいろ
と判定基準は難しくて、詳細に、具体的に記述する
ことは難しいです。点検者が適切に評価し、さらに
は横断的連絡調整会議等で確認するということが重
要になってくるかと思います。実は評価要領の議論
が最初に本省で始まった時には、例えばコンクリー
トのひび割れ幅などで評価ができないものか、とい
うように何度も聞かれました。ただし、やはり一律
に評価すると、先ほどの鉄筋もそうですが、さびて
いるか、さびていないかだけだと、その影響の深刻

さに誤解が生じるということもあって、止めたほう
がいいですよと答えております。
ただ、それだけに目視での点検というのは、点検
される方の技術力が求められ、判断が難しいという
ところもあります。今日は、実際の点検結果を見な
がら情報提供できればと思っているところでござい
ます。
（スライド10）あとは判定についてですが、樋
門・樋管の設計で昔は剛構造、杭基礎だったのが近
年は柔構造ということで、杭で突っ張るような構造
だと、函体の下の空洞が気になるとか、あるいは昔
の構造物だと少しでも沈下するとひび割れがどうし
ても入るのですが、今は柔構造になっていますので
なかなか入りにくいとか、構造によってもいろいろ
と性質が違うので、その点についても勘案して見て
いく必要がある。このあたりについては、まだ十分
には知見が確立されていません。今はまさに点検評
価要領が整備されてきて、今後データを基に検討さ
れていくことが必要と考えております。

● スライド9

判定の留意点（変状箇所ごと）

 細かな判定基準は示されていない

 点検者が適切に一次評価，横断的連絡調整会議等で二
次評価することが求められる

 ひび割れ幅等による一律な評価は，必ずしも適切ではな
い

 学協会等の基準は，暗黙のうちに橋梁，建築物等が想定さ
れていることが多い

 河川コンクリート構造物の判定の蓄積が不十分

 目視主体の点検では，判定が困難な場合も
 必要に応じて詳細な調査を実施

9

● スライド10

 沈下に対する設計

 剛構造（直接基礎）

 剛構造（杭基礎）

 柔構造（平成11年通達以降）

10

判定の留意点（樋門の構造）

● スライド11

判定の留意点（総合）

 判定については点検，診断の経験を通じて改善される
と良い
 事例の蓄積が有効

 変状の原因等も考慮して判定することが望ましい

 河川コンクリート構造物特有の難しさ

 河川コンクリート構造物（樋門・樋管等）は，機械設備，土
構造物（堤防）と一体になって機能
→幅広い知識とバランス感覚が求められる

11

34



（スライド11）ここは先ほど述べたとおりです
が、河川構造物特有の難しさがあるかなと考えてお
ります。
（スライド12）一部デザインの違うスライドがあ
りますが、その内容はコンクリート工学的な内容に
なっています。少ししつこいようですが、なぜひび
割れ幅等で単純に評価できないかというのが、今日
の私の話のポイントでもございます。
「ひび割れ」と簡単に言いますが、様々な原因が
ございます。例えばこのポンチ絵にありますよう
に、トラックが乗ったら梁の下面のほうにひび割れ
が出ましたみたいなのもありますし、先ほどの写真
にもありましたように、鉄筋の腐食に伴って前のコ
ンクリートがひび割れているものもあります。それ
以外にも後でご紹介しますが、コンクリート特有の
劣化でひび割れが生じている場合もあります。さら
に、実際の現場ではたぶん造った時点、もしくは建
設後、ごく短いうちに生じたであろうひび割れもた
くさんございます。
私がよくお話をするのは、コンクリートのひび割
れというのは病気の原因ではなく病気の症状です、
ということです。つまり、人間でいうと、熱を測っ
た時に38℃でしたというのがいわゆる「ひび割れ
幅」だと思います。そう考えると、38℃の熱が出る
原因が風邪の時もあれば、インフルエンザの時もあ
るでしょうし、あるいはもっと何か深刻な病気が原
因で体温が上がっている場合もありますよね。
よく、「点検結果からすぐに判断できないの？」

と言われて、「それはちょっと」と申し上げるので
すが、本当は原因を考えてみる必要があると思いま
す。皆さんも病院に行って、38℃の熱が出ているの
で、では手術しましょうとか、そういう短絡的な判
断をされるとたぶん嫌だと思います。コンクリート
構造物についても、少しそういう目で見ていただけ
ればなと思っています。
（スライド13）ただし、一部の場合にはひび割れ
幅で判定できるところもあるかと思います。例え
ば、ひび割れそのものが次の劣化の原因になる。あ
まりにも大きくひび割れが入って、そこから中の鉄
筋を腐食させる水や空気が入って、それを止めるこ
とが重要だというような場合には、そういう考え方
もあるでしょう。実際にそういう判断で、現場的に
はひび割れが起きるとなんらかの補修をするという
こともやっておられると思いますし、それは間違い
ではないと思います。
また、ひび割れではありませんが、樋門・樋管の
場合は継手のところには、具体的に定量的な評価が
書いてあります。それは継手の部分に止水板が入っ
ていて、継手は例えば何cm開いたら止水板はこう
なっているだろうということが簡易的に評価できま
すので、そういうものについての閾値は示せるかと
思います。ただ、そうではないコンクリート構造物
のひび割れについて、画一的な評価というのは気を
つけたほうがいいというようなことについて、ご紹
介したいと思っています。
（スライド14）ここからは少しこういう点検要領

● スライド12

12

なぜひび割れ幅等でを示していないか

 ひび割れ（クラック）の原因
 荷重作用によるもの

 材料の劣化に起因するもの

 鋼材の腐食

 コンクリート特有の劣化

 建設時に生じていたもの

 コンクリートのひび割れは，病因ではなく病状
 ひび割れの大小は，人間に例えると体温

 ひび割れの原因によって対応が異なる

鉄筋

この背景のスライドは，コンクリート工学的な内容になります。

● スライド13

13

なぜひび割れ幅等を示していないか

 ひび割れのそのものが次の病因になる場合は，ひび割れ
幅等が評価の参考になる
 例えば，ひび割れ幅が大きくなると，構造物中の鋼材の腐食リス

クが増すと考えられる。

 ただし，ひび割れ幅だけでなく，環境の影響が大。現状では，河川
構造物について一律な評価は難しい。

 継手については，止水板の開きで評価
 止水板の開きから，機能への影響を推測可能。
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をまとめるに当たって参考にした、いくつかの調査
結果をご紹介したいと思います。
（スライド15）紹介する事例は主に２つございま
して、１つ目は「コンクリート構造物の健全度実態
調査」というものです。これは河川構造物に限らず
いろいろなコンクリート構造物全般を対象にしたも
のです。これをまずご紹介して、全体的な把握の参
考にさせていただきたいと思います。
２つ目が「大規模な補修も視野に入れている河川
構造物の調査」、国土交通省のほうで、今後、大規
模な補修が必要になりそうな構造物はどのぐらいあ
りますか、という調査をかけたことがございまし
て、その結果を少しご紹介したいと思います。
（スライド16）早速、調査例１でございます。こ
ちらは1999年に実施された調査です。建設省が年代
や構造物の種類、地域などがばらばらになるように
構造物を選んで、それで目視調査を行った結果でご
ざいます。その中の一部として河川構造物も対象に
目視点検を行っております。その結果は、健全度を

５段階で評価しています。「Ⅰ」～「Ⅴ」まであり
まして、「Ⅰ」が何ともないもので、「Ⅴ」は明ら
かに補修が必要だろうというものです。ひび割れの
図や写真、あるいは構造物に関する一般的なデータ
等からざっくりと評価を判定しております。
（スライド17）これがその結果でございます。な
ぜこのようにまとめたかといいますと、この当時、
例えば昔のコンクリート構造物は良かった、高度成
長期になって、コンクリート構造物の建設が雑に
なってきているのではないかというご指摘があっ
て、ではどうですか、ということでまず年代別にま
とめたものです。これを見ていただくと、水色が変
状なしで、赤は補修が必要なのですが、大体、経年
に従って少しずつ悪くなっていくというのが、大き
な感覚として見られるというのが１つわかることだ
と思います。
あともう１つは、大部分の構造物は変状がない
か、あるいは変状があったとしても、耐久性への影
響という意味では明確ではないというようなもの、

● スライド15

調査例１：コンクリート構造物健全度実態調査

 コンクリート構造物全般を対象とした調査

 劣化しているもの／していないものの全貌把握

調査例２：大規模な補修も視野に入れている河川構造物
の調査

 河川コンクリート構造物を対象にした調査

 点検評価要領（案）の作成の際に参考とした資料

15

紹介する事例

● スライド16

 １９９９年実施

 年代，構造物種類，地域が
ランダムな2099件（トンネル
除くと1843件）

 橋梁上部構造，橋梁下部構
造，擁壁，カルバート類，河
川構造物，トンネル

 主に目視による調査

調査例１：コンクリート構造物健全度実態調査

健全度を５段階に分類
Ⅰ：変状無し
Ⅱ：ひび割れなどがある

（耐久性への影響は不明）
Ⅲ：追跡調査が必要
Ⅳ：詳細調査が必要
Ⅴ：補修必要

変状の原因を推定
ひび割れ図
写真
構造物の周辺環境等から，

※劣化メカニズムによっては特定困難

16

● スライド17

コンクリート構造物健全度実態調査
健全度評価結果

1386件
389件
77件
18件
3件
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～1964 1965～74 1975～84 1985～

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

旧い構造物ほど劣化が進行

継続的な点検が必要なもの（劣化度Ⅲ以上）は，約５％

17

● スライド14

河川コンクリート構造物の
変状の事例

※事例紹介の判定等は，河川管理施設の
点検結果評価とは必ずしも整合していません。

14
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ここでいうと「Ⅱ」までが多いということがわかっ
たところであります。
（スライド18）これは左側が先ほどと同じコンク
リート構造物全体で見た図で、河川構造物だけ抽出
したのが右のグラフでございます。傾向は大きくは
変わりませんが、あえて言いますと、軽微な変状は
少し多めです。一方で、深刻な変状というのはそん
なにはありませんでした。
（スライド19）次に、どういう原因で変状が起き
ているかについて整理した図を示します。代表的な
ものは「コンクリート低品質」や「配筋不良」と書
いてあります。特にコンクリートが低品質かもしれ
ないというのは、なかなか写真だけでは判断できな
いところでありますが、少し施工等が雑だったのか
なというところがひび割れの状況等から推測される
ものです。配筋不良というのは、先ほど事例写真が
ありましたが、明らかに鉄筋が表面に出ているよう
なもので、これも施工に問題があったと、うかがわ
れるものでございます。それ以外には「ASR」と

略していますが、「アルカリ骨材反応」とか、「塩
害」、「凍害」といったコンクリート構造物特有
の、やや深刻な劣化があるものもあります。
（スライド20）ここで簡単にコンクリート構造物
の代表的な劣化メカニズムをご紹介したいと思いま
すが、大体３つぐらいに分類できると考えていま
す。１つは、コンクリート構造物の中にある鉄筋が
さびることです。さびる原因としては、中性化と塩
害がありますが、特に塩害の方は深刻な劣化を引き
起こしております。
もう１つが、コンクリートそのものの劣化です。
これはどんな場合でも起こるわけではありません
が、アルカリ骨材反応ですとか、凍害で劣化が生じ
ているものもございます。
あとは、予期せぬ外力と書いてありますが、特に
河川構造物の場合には沈下の影響を受けていたりと
か、あるいは通常の道路構造物の場合には何かがぶ
つかってきたりとか、そういうものもありました。
地震によってひび割れが生じるということもあるか
と思います。
それから忘れてはいけないのは、劣化ではありま
せんが、造った時から生じていたと思われる変状が
けっこうな割合で存在します。
（スライド21）少し専門的な内容になりますが、
ごく簡単にメカニズムをご紹介しますと、「中性
化」というものがございます。コンクリートは、通
常造った時には強いアルカリ性を示しています。そ
のため、そのコンクリートの中の鉄筋は腐食しない

● スライド18

コンクリート構造物健全度実態調査
健全度評価結果

18

コンクリート構造物全体 河川構造物

・軽微な変状はやや多い
・深刻な変状はやや少ない

● スライド19

 劣化度III以上の
21事例に着目

 変状が比較的顕
著なものに限定
すると，塩害・
ASRなどのコンク
リート構造物に特
有な劣化も目立
つ

コンクリート構造物健全度実態調査
変状の原因

0 5 10 15 20

コン低品質

配筋不良

ASR

塩害

凍害

不明

件数（複数選択有り）
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● スライド20

1. 鋼材腐食
 中性化

 塩害

2. コンクリートの劣化
 アルカリ骨材反応（ASR）
 凍害

 化学的侵食

3. 予期せぬ外力
 不同沈下，衝突，etc.

（参考）コンクリート構造物の
代表的劣化メカニズム

コンクリート中に塩化物イオンが多量に含
まれると，内部の鋼材（鉄筋等）が腐食
※中性化より腐食速度が大

骨材（砂利や砂など）中のシリカが高アル
カリ環境下で膨張性のASRゲル

コンクリート凍結時の水分の膨張により，
組織が破壊

20

４．（劣化ではないが）建設時から生じていたもの
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のですが、大気中にあるコンクリート構造物です
と、少しずつ空気中の二酸化炭素と反応しますの
で、だんだんと表面から中性になっていきます。中
性になっていくと、中の鉄筋がさび始める状態にな
ります。この右上の写真は調査の際にコンクリート
にフェノールフタレイン溶液を噴霧した状況です。
上部の灰色のほうがコンクリートのもともとの表面
側です。色がついている領域がアルカリ性を有して
いるところです。色がついていない表面側の数cm
の範囲が供用中にだんだんと中性化してきたところ
で、これが鉄筋の近くまでくるとさびることになり
ます。
（スライド22）ただ中性化は通常はそんなに早く
は起きません。これも先ほどの調査結果の一部にな
りますが、中性化の速度係数というものを「mm/
√年」の単位で表示しています。中性化は、理論上
は時間の平方根に比例して進むといわれています。
だから例えば、１年経って中性化した範囲が、２年
で２倍にはなりません。４年で大体２倍ぐらいにな

るといわれておりまして、そういう理論で分類した
ものですが、これを見ていただくと大体の構造物
は、結果が２～４mm/√年以下になっています。
これは100年経っても３cmぐらいしか中性化しない
というような状態なので、きちんとした位置に鉄筋
が入っていればあまり問題になりにくいです。
（スライド23）一方で、深刻な腐食を引き起こし
ているのは「塩害」です。これは橋の写真ですが、
海岸付近にあるコンクリート構造物の中にどんどん
塩が入っていきますと、中性化しなくてもさびてい
きます。塩害のほうが中性化よりさびる速度が圧倒
的に速くなっていまして、特にコンクリート橋で架
けかえにまでなるような深刻な劣化を引き起こした
劣化の原因は、塩害の割合が多くなっています。一
方、中性化で鉄筋が腐食してコンクリートが剥落し
てくるというのは問題ですが、腐食量としてはあま
り大きくないのが実際のところです。
（スライド24）測定例の見方としましては、この
グラフの「0」のところがコンクリートの表面に

● スライド21

21

鋼材の腐食／中性化

 特徴

 かぶりが確保されていない場
合に顕在化

 新設時の対策
 かぶりの確保

 密実なコンクリート

 劣化のメカニズム
 コンクリートは強アルカリ性であるが，空気中の

二酸化炭素などとの反応により中性化する。中
性化すると，鉄筋表面の不動態被膜が破壊さ
れ，腐食するようになる

フェノールフタレイン法
による測定例

● スライド22
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鋼材の腐食／中性化

 湿潤環境では，中性化していない事例も多い
 相対湿度50～70％程度（乾燥環境）が最も中性化速度大

 水中ではほとんど中性化しない（CO2供給阻害のため）
→調査位置の選定には注意

下部工，擁壁，カルバート，
河川構造物
152件の調査結果

中世化速度係数
mm/√年

● スライド23

23

鋼材の腐食／塩害

 劣化のメカニズム
 鉄筋の周囲に一定以上の塩化物イオンがあると，鉄筋表面

の不動態被膜が破壊され，容易に腐食するようになる

 外部から飛来する塩分によるものと
コンクリート内部に建設当初から含まれていた塩分
によるものがある

 特徴
 腐食速度が速い

 効果的な補修が困難

 主鉄筋・PC鋼材の腐食は，
耐荷性能に直結

● スライド24

24

鋼材の腐食／塩害

 塩害の調査
 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験

（JIS A 1154）

 測定例
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中性化

Fickの拡散方程式に基づく分布の推定値
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なっていまして、ここから右向きにコンクリートの
内部になっています。表面から塩が入っていると、
このように表面付近の塩化物濃度が高くて、だんだ
んと中に少しずつ入っていっているというのがご覧
いただけるかと思います。ある程度以上に塩が入っ
てくると、さびるということになります。一方で調
査してみると、右側のグラフのようにほとんどすべ
ての場所で同じぐらいの塩が入っているという場合
もあります。
（スライド25）1986年以前はコンクリート受入の
時に塩化物イオンの試験をしていませんでした。例
えば海から持って来た砂などを十分に洗わずに使っ
てしまったりすると、このようにどこを取っても塩
が入っているというような事例が実は存在します。
特に海砂を使っていたような地域では、もともと塩
がたくさん入っている構造物が一定の割合で存在す
るということでございます。
（スライド26）ここまでコンクリートの中の鉄筋
がさびる話でしたが、コンクリートそのものがやら

れる劣化機構として、代表的なものの１つは「アル
カリ骨材反応」、あるいは「ASR」といわれるも
のがございます。よく見かけるのは右下の写真のよ
うな状態でして、コンクリートに網目状あるいは、
亀甲状といわれるランダムなひび割れが生じていま
す。これはコンクリート中の石が、先ほどアルカリ
性だと鉄筋がさびなくていいという話をしました
が、アルカリ性が高いとコンクリート構造物に使っ
ている石が反応してしまって、膨張してひび割れを
生じさせる場合がございます。左側の写真はその反
応をしている石の写真ですが、赤い矢印のところを
見ていただきますと、白いアルカリシリカゲルとい
うものができています。その膨張により、石が割れ
ているようなところがご覧いただけると思います。
（スライド27）もう１つ、コンクリート構造物の
代表的な劣化メカニズムとしては、「凍害」という
ものがございます。コンクリートは凍るとコンク
リート中に入っている水分の体積が大きくなって膨
らみます。その時にコンクリートの組織を破壊して
しまうという劣化で、凍ったり溶けたりを繰り返し
ていくと、だんだんとぼろぼろになっていきます。
よく見られるのが写真のようなもので、水がかかっ
てきて、しかもそれが流れていくような常に水分が
供給されているところ、あるいは角になっていると
ころは両側から冷やされたりしますので、そのよう
な箇所で典型的に劣化が見られます。
（スライド28）以上のように、河川構造物の結果
を見ていくと、橋梁等に比べ、実は健全性はそんな

● スライド25
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鋼材の腐食／塩害

 初期塩分に対する対策
 1986年 コンクリート中の塩化物総量規制について（建設

省通達）

 フレッシュコンクリートの塩分量の確認（1987年～）

初期塩分
0.6kg/m3以上

近畿
中国
九州 各４件
沖縄 ３件
四国 ２件
北海道
関東 各１件

全調査箇所の
１割超

現在のJISレミコンは
原則として0.3kg/m3以下

1.2kg/m3以上では
腐食のおそれも

● スライド26

26

コンクリートの劣化／アルカリ骨材反応

 特徴
 不規則な網状のひび割れ（膨脹性）

 白色の析出物（アルカリシリカゲルを含む）

 劣化のメカニズム

 骨材中のシリカがアルカリ環境下で反応し，アルカリシリカゲル
を生成，水を吸収して膨張し，ひび割れを生じる

● スライド27

27

コンクリートの劣化／凍害

 劣化のメカニズム
 コンクリート中の水分が凍結する際

の膨張圧で，コンクリートや骨材が
破壊される

 特徴
 角かけ・水みちの損傷

 凍結と融解が繰り返される場所

 新設時の対策
 混和剤によるエントレインドエア（微

細な空気泡）
 フレッシュ時の空気量測定

 適切な品質の骨材
 吸水率

 安定性試験
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に問題にはなっていないかなというところがござい
ます。
（スライド29）ただし、いくつか劣化している例
があったのでその写真をご覧に入れますと、左上の
写真は水門の一部の橋になっているようなところで
す。鉄筋が露出していたりして少し気になるため、
劣化で「Ⅳ」とさせていただいているものです。一
方、右上の写真のように鉄筋がさびていたとして
も、局所的なものについてあまり劣化度は大きくし
ていません。ここでは「Ⅲ」にしています。
先ほどご紹介したアルカリ骨材反応ですが、中段
の左側の写真のように河川構造物でも一部このよう
なものが起こっていまして、これは樋門の柱のとこ
ろにかなり顕著なひび割れが生じているような事例
です。他にも右側の写真のようにアルカリ骨材反応
が局所的に生じている場合がございます。なぜこの
ように局所的に生じているかと言うと、アルカリ骨
材反応は水だけでなく温度等の影響も受けやすいと
いうことがございます。特に樋門・樋管ですと出入

口付近とか、あるいは門柱部分とか、そういう日射
の影響を受けやすいところに特に生じているかなと
思います。他にも鉄筋が露出しているようなものな
どがあります。
（スライド30）河川構造物の場合は他と比較する
と、それほど深刻な被害は今のところ生じていませ
んでしたが、鉄筋の配置については不適切と疑われ
るものがけっこうございました。
（スライド29）戻りますが、左下の写真も鉄筋が
さびています。しかも海岸線近くの構造物なので塩
害が気になるため、劣化度を「Ⅳ」にしておりま
す。写真なのであまり詳しくは見えませんが、写真
を見る限りは、鉄筋からコンクリートの表面までの
距離を十分に確保できていません。この、いわゆる
かぶりを十分に確保できていないと、すぐに鉄筋近
くにまで塩が移動します。
（スライド31）次にご紹介するのは、今後、更新
や大規模補修が必要になることも考えられるだろう
と管理者が考えた、河川コンクリート構造物の情報

● スライド28

 河川構造物の評価結果
 劣化度

 III以上は4％（IVが 3件，IIIが11件）

 橋梁に比べると健全（橋梁は部材の劣化が安全性や第三者
影響度などに影響を与えやすい）

 判定理由（複数選択）
 配筋不良：10
 ASR：3
 コン低品質：3
 不明：1

コンクリート構造物健全度実態調査
健全度評価結果

28

● スライド29

劣化度IV
竣工後69年

劣化度IV
竣工後37年

劣化度IV
竣工後35年
※海岸線から
100m以内

劣化度III
竣工後31年
※端部のみ
（ASRは温度や水の
供給の影響有り）

劣化度III
竣工後21年
※端部のみ
（ASRは温度の影響有り）

劣化度III
竣工後27年
※局所的？
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● スライド30

 種々の構造物を調査した結果では，河川構造物のコン
クリート部材としての劣化は，比較的穏やか。

 竣工時から鉄筋の配置が適切でないと考えられる事例
が多かった。

 変状の範囲が広いものや，構造物の機能に影響しそう
な変状には注意が必要。

30

調査例1：まとめ

● スライド31

 書類による調査

 今後，更新や大規模補修が必要となることも考えられるようなコ
ンクリート構造物のデータ（管理者の判断による，2013年）

 構造物の緒元（位置，設置年，概略図等）

 写真（全景，劣化箇所）

 合計178件
 樋門が8割以上

 残りは，排水機場，水門，堰，閘門

 北海道が約7割

調査例2：管理者が大規模な補修も視野に
入れている河川構造物のデータ

樋門：堤防の中にコンクリート構造物の水路

31
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を収集した結果です。合計178件ありますが、その
うちの８割ぐらいが樋門です。この件数のうちの７
割が北海道のものでしたが、このあたりは管理され
ている方によって判断の水準に、特に要領等を作る
前ですから、けっこうばらつきがありました。そう
いう意味では少し偏りのあるデータではありますが
ご紹介したいと思います。
（スライド32）先ほどの例と同じように、まず５
段階で分類して評価してございます。それで、
「Ⅰ」が変状はないですということで、「Ⅴ」がこ
れは明らかに補修をしなければいけないというもの
です。これはあくまでも土木研究所のほうで、こん
な感じかな、ということで分類させていただきまし
た。これを見ていただくと、大規模な補修が必要な
疑いがあるとして挙がってきている構造物ですが、
実はわれわれから見ると、そんなに深刻ではないの
ではという事例がほとんどでした。判断する人に
よってブレがあるといいますか、考え方の違いがあ
るということがこの時にわかったものです。

（スライド33）その中で比較的劣化度が高いと見
なされるものを分類しますと図のようになります
が、「塩害」、「凍害」、「アルカリ骨材反応」
等々によって劣化が生じている事例が多かったで
す。特に北海道のデータが多かったので、「凍害」
の割合が多くなっています。これは地域によってだ
いぶ違うとは思います。
（スライド34）比較的劣化している事例の写真
で、左の管理橋は顕著なひび割れが入っています。
実はこの川の左手はすぐ海になっておりまして、地
域的にも冬にはどんどん飛来塩分がくるような地域
でございます。こういう地域はいわゆる「塩害地
域」と言われておりまして、橋なども随分架けかえ
になっているようなものが多くあります。こちら
は、ここに荷重を受け持つ鋼材がコンクリートの中
に入っています。それがさびてしまってひびが入っ
ているような状況で、これは明らかに危険という耐
荷性に影響がある状況でございます。
一方、右の水門も、かなり鉄筋がさびているよう
な状況が見受けられますが、海に面しているところ
で塩が入ってきているので、このまま放置していく
とどんどん鉄筋がさびてしまい良くないと判断した
ものでございます。
（スライド35）「凍害」は、特に部材が薄い部分
は凍結融解の回数が多い分、厚いところに比べて格
段に劣化しやすくなりますので、門柱等でしかも薄
く造られている部材で生じています。右上の写真の
事例では、凍結融解の繰り返しを受けて断面が減っ

● スライド32

 ５段階に分類

劣化度判定

V 1件 補修・補強を行う必要がある。
耐力や使用性の低下が明白。

IV 6件 補修するかどうか検討する必要がある。
劣化が進行することが十分予想される。

III 34件 追跡調査を行う。
将来的には劣化が進行することも予想される。

II 90件 条件によっては劣化が進行することも予想される。

I 47件 劣化の兆候が認められない。

※1999年調査との比較を意識

32

● スライド33

 得られたデータの範囲で劣化原因を推定した。

 劣化度III以上の事例中6割弱が北海道

劣化の原因（推定）

地盤の影響

33

● スライド34

 飛来塩分によるもの二件

事例：塩害

劣化度IV（水門，竣工後46年）劣化度V（堰，竣工後42年）

34
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ているところをご覧いただけるかと思います。左下
の写真は比較的まだきれいに見えますが、実は１回
補修した後にまだ大して時間が経っていないにも関
わらず、ひび割れが見えるので、少し劣化度を大き
めにつけているところです。
右下の写真の事例は構造物の中のごくわずかな部
分で、右中央の構造物の別な部分になりますが、こ
の管理橋がかかっている場所だけ凍害で削れていま
す。別にこの部分が削られたからといって、構造物
全体としての安全性には影響がないのですが、ちょ
うど鋼製の管理橋がのっかっているところの真下が
削れてきていますので、気をつけないと人が乗って
いるときに管理橋が落ちてしまうとか、そういうこ
とも気をつけてほしいということで劣化度を高めに
しております。
（スライド36）「不同沈下」の事例では、継手部
に目違いが生じているような事例がいくつか見られ
ております。この事例では、この部分からかなり漏
水もあるということで、特に深刻と考えたところで

す。
（スライド37）よく見られるのが鉄筋がさびてい
る事例です。写真を見ていただくと、連続的にほぼ
すべての鉄筋が露出しています。これは、先ほどか
ら何度も申し上げていますとおり、鉄筋を守るため
に通常は鉄筋からコンクリートの表面までは一定の
かぶりを取らなければいけませんが、特に昔に造ら
れた構造物だと、きちんとかぶりが取られていない
場合があります。
今後考えていくときには、このさびている場所が
どのぐらい深刻な場所なのかということも考えなが
ら検討していかなければなりません。橋梁だと、こ
ういうところからコンクリートが剥落すると、車に
当たるとか、通行人に当たるというようなことが
あってすぐに問題になります。河川構造物の場合に
は、そういう意味では楽なところがありますが、よ
く考えなければいけないと思います。
（スライド38）翼壁の部分などで土に押されて全
体が傾いているような事例も見受けられています。

● スライド35

 小規模でも気になる事例

 機械設備への影響

 管理橋の安全性

 補修箇所の再劣化

事例：凍害

劣化度IV（竣工後42年）

劣化度III（竣工後52年）

劣化度III
（竣工後41年）
（補修後9年）

35

● スライド36

 継手部に目違いが生じて
いる事例

事例：不同沈下

劣化度IV（竣工後56年）

36

● スライド37

 かぶり不足が影響してい
ると見られる。

 応力的には？

事例：配筋不良

劣化度III（竣工後39年）隅角部付近の曲げモーメント図
（柔構造樋門設計の手引きより）

37

● スライド38

 翼壁や袖壁部分で背面
からの土砂に押されてい
るように見える事例

事例：土圧

劣化度III （竣工後45年，川裏側）

38
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写真中央は鉄筋が入っていないかもしれません。か
なり大きな割れが生じているようなものもございま
した。
（スライド39）函体の中にひび割れが入っている
ような事例です。これは後からご紹介するので簡単
にしたいと思いますが、おそらく造った時からこの
ように打継ぎがちゃんとできていない、上下のコン
クリートの打込みに時間が空いてしまって、ひび割
れのようになっている事例がありました。
（スライド40）以上のようなことをいろいろやっ
てきましたが、なかなか不同沈下による変状の評
価はこの時点では難しいなと思ってやっていまし
た。
（スライド41）こういった点検結果を受けて、最
初に少しご紹介しましたが、「樋門・樋管のコンク
リート部材における点検結果の評価のポイント」を
まとめて、代表的な変状の説明を作りましたので、
少しその内容をご紹介させていただきたいと思って
います。

（スライド42）作った趣旨としては、よくありが
ちなひび割れというものがありますので、そういっ
たものをお知らせすること、また、ありがちではな
いひび割れが出た時には、気にしていただけるとい
いかなと思っています。
（スライド43）ひび割れを分類をしたものがこち
らの図でございます。①～⑧まで、こういうところ
にひび割れがあるというのを、特に樋門・樋管とい
う観点でまとめたものです。
（スライド44）点検をすると真っ先に目に付くの
が、特に古い樋門・樋管などではこのひび割れ①に
なるかと思います。これを「輪切り状ひび割れ」と
私は呼んでいますが、函体があったときにその函体
を輪切りにするように入っているようなひび割れが
よく見らます。特徴は輪切り状というのにくわえ
て、大体、等間隔に入っていることで、おそらく温
度変化とか、あるいはコンクリートを造った後の乾
燥収縮による縮み、それをこの樋門・樋管が全体的
に突っ張ってしまって、縮まないようにしたために

● スライド39

 打継ぎ箇所からの漏水

 漏水箇所の一部で軽微な鉄筋腐食？

事例：その他

劣化度III （竣工後41年，排水機場）

39

● スライド40

 河川構造物（主に樋門）の変状事例を収集し，評価を
試みた。

 塩害，凍害，ASRなど他の構造物とも共通の劣化メカニ

ズムが認められたが，不同沈下による継手部の変状な
ど，河川構造物に特有の変状や評価の課題もあった。

調査例2：まとめ
40

● スライド41

樋門・樋管に見られるひび割れ

41

樋門・樋管のコンクリート部材における
点検結果評価のポイント（案）

● スライド42

 既往の点検・調査結果を基に整理

 コンクリート部材の致命傷につながりかねないひび割れ
を発見することを意図

 事例の多少と重要性は別

樋門・樋管に見られるひび割れ
42
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生じたひび割れと推定しています。
このようにできるひび割れは、施工が原因で生じ
ているひび割れなので、造ってから５年ぐらいの間
にひび割れが入っていたり、ひび割れ幅が広がった
りしますが、その後はほとんど変化はないと思いま
す。細かく言うと、季節によって夏と冬で少しずつ
この函体の寸法が変わるかもしれません。基本的に
は竣工後に大きく進展する要因がないものですの
で、中の鉄筋がさびなければ問題は起こりにくいと
思います。
（スライド45）そういったことをまとめて図のよ
うなフローチャートを作ってみましたが、顕著なひ
び割れではなく、かつ樋門・樋管を造ってもう何十
年も経っていて、前回とひび割れ幅の変化もないと
いうタイプのものであれば、耐久性への影響はない
です。ないのですが、鉄筋がさびると問題ですの
で、海沿いにある場合には注意したほうがいいと思
います。ただし、あまり深刻には考えなくてもいい
ような、よくありがちなひび割れかと思います。

（スライド46）もう１つよくあるのが、先ほどか
ら何回も出ていますが、鉄筋がさびているパターン
です。それもこのように連続的に鉄筋の位置にひび
割れが出ている。これは鉄筋のさびによってひび割
れが生じたのではないかな、と考えることができる
と思います。
（スライド47）ここで重要なのは、鉄筋がさびて
いる理由を少し考えたほうがいいということで、こ
のようなフローチャートを提案させていただいてい
ます。簡単に言うと、鉄筋のさびの原因に塩が関与
しているかどうかです。特に海沿いの場合ですと、
塩が関与しているかもしれないですが、そうすると
腐食の速さが全然違いますので、それについては注
意したほうがいいと思います。一方で、局所的にか
ぶりが薄い場合があって、中性化で腐食している場
合は、腐食速度は小さいと推定されます。
（スライド48）例えば、これはあくまでも実験室
での結果ですが、大体10倍とか20倍ぐらい塩が入っ
ているときのほうが腐食速度が速くなっています。

● スライド44

ひび割れ①

①

②

③

ひび割れの特徴 • 側壁や頂版
• 函軸直角方向に輪切り状
• 概ね等間隔（ひび割れ間が数m以上程度）

想定される原因 • 温度変化または，乾燥収縮によって函体の寸法変化
が生じたことが考えられる。

留意点 • 内部の鉄筋が腐食するまでは性能への影響は大きく
ない。

• 長期的（約５年後～）には収束が予想される。

設置1967年 設置1968年
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● スライド45

ひび割れ①
45

①のひび割れを確認
（温度変化・乾燥収縮等が原因と想定される）

ａ：異常なし ｂ：要監視段階

ひび割れが
顕著か Yes

No

鉄筋の腐食
が顕著か

ｃ：予防保全段階

No

Yes

ひび割れの進
行性があるか Yes

No

「a. 異常なし」に区分され
るひび割れの例

「b. 要監視段階」に区分さ
れるひび割れの例

「c. 予防保全段階」に区分
されるひび割れの例

※最もよく見られるひび割れ（特に古い樋門・樋管）
※漏水箇所から見られる析出物は，さび汁とは限らない

● スライド46

ひび割れ②

①

②

③

ひび割れの特徴 • 側壁や頂版（隅角部付近に多い）
• 概ね等間隔（ひび割れ間が数10cm程度）
• 鉄筋のかぶりが小さい

想定される原因 • 鉄筋の腐食
• 鉄筋の配置が不適切でかぶりが小

留意点 • 鉄筋の腐食程度や範囲に留意が必要。
• 鉄筋の配置が不適切な場合，その範囲
• 腐食の理由（中性化，塩害）を明確にすることが必要

設置1974年 設置1955年

46

● スライド43

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧
⑦

ひび割れの類型化

④函軸直角方向・壁面斜め方向のひび割れ

⑤側壁函軸方向ひび割れ

（コールドジョイント）

⑥頂版の不規則なひび割れ

⑦側壁函軸方向水面付近の変状（ひび割れ，剥離）

⑧呑口・吐口部の網目状ひび割れ

①函軸直角方向輪切り状ひび割れ

②鉄筋に沿ったひび割れ，コンクリートの剥離

③函軸方向のひび割れ（頂版中央付近）

43
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（スライド49）もう１つ言えるのが、塩が原因で
中の鉄筋がさびている場合は、補修が非常に難し
い。これは河川構造物だけじゃなくて、道路系の構
造物でも問題になっていますが、塩害は再劣化のリ
スクが高いということが知られています。
補修は、塩が入っているところのコンクリート
を除去して修復すればいい、というのが一番オーソ
ドックスなやり方だと思います。ただし、なかなかこ
れを完全に行うというのが実際には難しいです。コ
ンクリートの外から塩が入ってくるとすると、やはり
一番入っているところが目に見えてさびます。ここ
がさびていると、ここに塩が入っているということ
で、ここの部分を除去して補修しましょうというこ
とになります。それで補修すると、実はこの状態で
未補修の部分がさびる要素がなかったかといわれる
と、そうではありません。塩は入っていますが、同
じ塩が入っている中でも、一番塩がたくさん入って
いるところが選択的にさびる傾向があります。
そのため、外観上あらわれる変状はこういうとこ
ろに顕著なひび割れ等が生じていますが、だからと
言ってそれ以外の場所について、塩が全く入ってい
ないものではありません。補修した後に今度は別の
ところがさびたりということが、よくありがちなと
ころです。これを防ぐためには、きちんといろいろな
場所を調べたうえで補修範囲を決める必要があるか
と思いますが、いずれにしても補修は非常に難しい
ので、塩がくるようなところで鉄筋のさびが進行し
ていると、早目に手を打ったほうがいいと思います。

（スライド50）さて、大体のひび割れは①と②で
すが、それ以外にもいくつか例を示しております。
③はこういうひび割れはあまりないと思いますが、
函体の天井のところ、頂版のところにひび割れが
入っていると、ひょっとしたら荷重の影響等でひび
割れが生じているということも考えられるので気を
つけましょう、ということが書いてございます。た
だ、少し考えてほしいのは、ここにひび割れが入っ
たからといってすべて荷重の影響というわけではな

● スライド47

ひび割れ②
47

②のひび割れ等を確認
（鉄筋の腐食が原因と想定される）

ｂ：要監視段階

腐食の原因は
塩害か

鉄筋の腐食が
顕著か

軽微

ａ：異常なし

顕著極めて限定的

Yes

No 鉄筋の腐食が
顕著か

極めて限定的

軽微，顕著

ｃ：予防保全段階 （d：措置段階）
（機能が低下し，補
修・更新等が必要）

● スライド49

49

塩害は補修が難しい

 補修後の再劣化のリスク大

 塩分を除去するのが難しい

 局所的な著しい腐食

 鉄筋の残存強度は，断面積にほぼ比例

 広く浅く腐食するよりも局所的に深く腐食する方が
問題

Cl- Cl- Cl- Cl-Cl-
Cl-Cl-

Cl-Cl-
Cl-Cl-

補修前 補修後

● スライド48

48

鋼材の腐食／塩害

 塩害は中性化より腐食速度が大

腐食速度の測定例（Tuttiら，μm／年）

中性化

0.01
0.01
0.02
0.05
1.0
10.0
0.1

塩害

0.1
0.2
2.0
10.0
20.0
50.0

<10.0

コンクリート中
の相対湿度

<50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-98
>98
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くて、それ以外の材料的な要因でこの位置にひびが
入っている場合もあるので、気をつける必要がある
と思います。
（スライド51）あとは④もありがちなひび割れ
で、①に少し似ていますが、同じように函体を輪切
り状にするひび割れになります。そのなかでも一部
斜め方向にひびが入っているような事例です。点検
要領にもありますが、沈下等の影響でひびが入って
いる例で、この場合には函体が沈下する、それでひ
びが入っているというのも大事ですが、樋門・樋管
の場合には沈下に伴って堤防の一部に空洞等が生じ
ていないか、というのも重要なチェックポイントに
なります。
（スライド52）ここで①と④の比較ということ
で、ひび割れ図の例を載せています。着目していた
だきたいのはひび割れの間隔です。
①のひび割れは、ひび割れとひび割れの間隔が広
いです。例えば上の図のような長い物体が縮もうと
したときに、どこにひびが入るでしょうか。函体全

体が縮もうとするのに抵抗すると、真ん中にひびが
入ります。その次にさらに縮もうとすると、１回ひ
びが入ったところはもう力が開放されていますの
で、ひび割れとひび割れの間にまたひびが入りま
す。上のひび割れ図は、こういう感じで入っている
というのがご覧いただけると思います。おおむね均
等に入っていますし、ひびとひびの間隔がある程度
は広くなっています。ある程度細かく切れてくる
と、もうそれ以上は縮んでも力としては大きくない
ので、ひび割れは生じません。
一方、下の図は斜めというのも１つのポイントで
すが、ひび割れの間隔が狭いということがご覧いた
だけると思います。下の図は、たわんでひびが生じ
ているので、いわゆる曲げひびが生じていることに
なります。このような点が、ポイントとしてあるこ
とを少し紹介しています。
（スライド53）不同沈下の影響等は河川技術者で
はないので正確にはわかっていませんが、堤防の機
能という意味では別の検討が必要かと思います。コ

● スライド51

④

⑤

⑥

⑧
⑦

ひび割れ④

• ひび割れの特徴 • 主に側壁
• 函軸直角方向に輪切り状
• 一部斜め方向のひび割れ
• 概ね等間隔（ひび割れ間が1m以下程度）
• 貫通しやすい

• 想定される原因 • 不同沈下が考えられる。

• 留意点 • 函体周囲の空洞化などにも留意するのがよい。

• 不同沈下によるひび割れは，背面まで貫通していると
考えられる。

51

設置1967年

● スライド53

ひび割れ④
53

④のひび割れを確認
（不同沈下が原因と想定される）

※①のひび割れに対する
判定を参考にする

（①とは異なるものである
ことに留意）

No

ひび割れに進
行性があるか

Yes

No

不同沈下の影響
が疑われるか

※個別に検討

Yes

Yes

ｂ：要監視段階

ひび割れが
顕著か

No

「b. 要監視段階」に区分
されるひび割れの例

「c. 予防保全段階」に区分
されるひび割れの例

ｃ：予防保全段階 （d：措置段階）
（機能が低下し，補
修・更新等が必要）

● スライド52

ひび割れ①と④の比較
52

約20m

約20m

● スライド50

ひび割れ③

①

②

③

ひび割れの特徴 • 頂版
• 函軸方向
• 版の中央付近

想定される原因 • 土圧などの荷重の影響（曲げひび割れ）
• 竣工時から認められる場合，自重，施工時の荷重等
• 乾燥収縮等

留意点 • 荷重によるものと判断するためには，設計計算等を確
認する必要がある。

• ただちに耐荷力不足を意味するものではないが，ひび
割れの進展や荷重の変化に留意するとよい。

50
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ンクリート構造物のひび割れという面ですと、これ
はもうひび割れから劣化物質が入るかどうかという
ところですから、そういう観点で検討すればいいと
思います。ひび割れが入っているからといって、函
体がすぐに壊れるかというと多くの場合はそういう
ものではありませんので、そういう観点でやってい
けばいいかなと思います。
（スライド54）左の写真、先ほど似たような写真
もございましたが、函体の側面に時々このようなも
のが見つかります。これは、おそらくこの函体を
造っていた時に生じた打ち継ぎ不良箇所です。
なぜこのように思ったかというと、これが力に
よって入るひび割れだったらこんなに斜めになるは
ずがありません。また、先ほど曲げひび割れで見て
いただいたように、１本だけ入るというのではな
く、何本か入っているはずです。このように１本だ
けひびが入っていて、しかも形がきれいでない。お
そらく、造った時からコンクリートが一体になって
いなかったということです。施工不良のようなもの
があってその部分から少しコンクリートが弱点に
なっているところで、背面の水が表面に出て来て、
炭酸カルシウムとかが出てきたりしているという場
合かと思います。
ちなみに、こういう場所によく茶色っぽいものが
出ているときがあります。右の写真の端は何とな
く鉄筋のさびのように見えますが、いろいろお話を
伺っていくと、こういう箇所で、さびではない場合が
あるということを、聞いています。よくありがちなの

は、背面の土がこの欠陥に沿って出てきて、その土
が茶色っぽいので鉄筋のさびと疑われることもけっ
こうあるようです。ですから、スライム状に出ている
ものは、本当に鉄筋のさびかどうか、少し考えてみ
たほうがいいかなと思っています。
（スライド55）あとは、これは③でも少しご紹介
しましたが、細かいひび割れがコンクリートの表面
に出ているような場合があります。この理由は、正
直わかりません、と言うと少し無責任なようです
が、よくわからない細かいひび割れをそんなに気に
する必要はないと思います。
１つのメカニズムとして、乾燥収縮があります。
このように頂版があったときに、頂版の中の方は水
を含んでいますが、ごく表面だけ乾燥してきますと
表面のコンクリートだけが縮もうとします。ところ
が内部は縮まないので、表面だけ細かいひびが入る
ことになります。これを証明するのは困難です。こ
のような入り方ですと、ごく表面が乾いて割れてい
るだけですから、ひび割れの深さはごく浅いものに
なっているはずです。ひび割れの幅も小さいです。
そういうところも見ていただいて、このようなもので
あれば、そんなには深刻ではないかなと思います。
（スライド56）あとは、これはもうひび割れとい
えないものですが、ちょうど水が来るあたりのとこ
ろに写真のようなひび割れといいますか、モルタル
が取れたようなところがあって、これを「ひび割
れ」と報告されているような事例もありました。こ
れは流れる水の影響で、少し摩耗しているようなも

● スライド54

④

⑤

⑥

⑧
⑦

ひび割れ⑤

• ひび割れの特徴 • 側壁
• 函軸方向
• 貫通しやすい

• 想定される原因 • 施工時に生じたコールドジョイント（不適切な打ち継ぎ）

• 留意点 • 漏水が顕著な場合は，函体周囲の空洞化に注意する
のがよい。

• 茶色の析出物はさび汁とは限らない

設置1971年
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● スライド55

④

⑤

⑥

⑧
⑦

ひび割れ⑥

• ひび割れの特徴 • 主に函体内部の頂版
• 函軸方向のひび割れ
• 不規則な網目状のひび割れ
• ひび割れ幅が比較的小さい（0.3mm以下程度）

• 想定される原因 • コンクリートの表層の乾燥収縮
• 荷重の影響も考えられる（③参照）
• 軽微なひび割れの原因特定は，困難

• 留意点 • 内部の鉄筋が腐食するまでは性能への影響は大きく
ない。

55

設置2001年
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のかなと思いました。
（スライド57）最後にアルカリシリカ反応が生じ
ているもの。少しご紹介しましたが、温度の影響等
が大きいので、出る場合は日射の影響を受ける門柱
などに出ていることが多いと思います。函体で出て
いる事例は多くはありませんが、全くないことはな
くて一部亀甲状というか、網目状に割れているよう
な事例もございました。周りに被害が出ていないか
とか、あるいは函体の中でも直射日光の影響が少し
ある入口付近にないかとか、そういう観点で見てい
ただけるといいのかなと思います。
（スライド58）ちなみに、ひび割れの原因推定に
つきましては、日本コンクリート工学会の「コンク
リートのひび割れ調査補修・補強指針」が参考にな
ります。いつひび割れが発生したか、規則性がある
か、ないか。あるいはコンクリート構造物全体の動
き、縮んでいるか、膨らんでいるか、沈下している
か、あとは使っているコンクリートの種類など、参
考にするといい着目点が記載してあります。さらに

関心のある方は、こういう資料も見ていただければ
いいと思います。
（スライド59）今の段階では、ひび割れが見つ
かった後に補修をどうするかということにつきまし
ては、この場合はこうだ、ということを簡単に申し上
げるのは非常に難しいところかなと思っています。
（スライド60）数としては進行性が低いものの事
例がけっこう多いです。そういうものと進行性がや
や高い場合とは、よく見分けをつけてやっていくの
が大事です。進行性が高いというのは、何度かご紹
介していますが、塩害とか、アルカリシリカ反応、
あるいは凍害による劣化が生じている場合がありま
す。あるいは沈下が継続しているものについては注
意が必要です。そういうものについて、こうすれば
絶対にいいというのは、なかなか画一的に示すのは
難しいところであります。
（スライド61）進行性が低い場合はひび割れ注入
や、充填されているのが一般的と思います。進行性
が低い場合は、場合によってはやらなくてもいい、

● スライド58

ひび割れ原因推定の着目点

 ひび割れの発生時期
 数時間～１日，数日，数10日以上

 規則性・形態
 規則性有り／無し，網状／表層／貫通

 コンクリートの変形要因
 収縮性，膨脹性，沈下・曲げ・せん断

 配（調）合
 富配合（セメント多い），貧配合（セメント少ない）

 打ち込み時の気象
 高温，低温，低湿

「コンクリートのひび割
れ調査補修・補強指
針」（日本コンクリート
工学会）を参考にした。

58

● スライド59

補修について
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● スライド57

④

⑤

⑥

⑧
⑦

ひび割れ⑧

• ひび割れの特徴 • 呑口，吐口付近
• 不規則な網目状のひび割れ，または単独のひび割れ
• 門柱や操作台等にも同種のひび割れ

• 想定される原因 • アルカリシリカ反応（ASR）や乾燥収縮等

• 呑口，吐口付近は，函体内部よりも日射等の影響を受
けやすいのでひび割れが顕在化しやすい。

• 留意点 • ASRによるひび割れの場合，水の供給を絶つのが難し
いことから，補修で劣化を抑えることは困難。

57

● スライド56

④

⑤

⑥

⑧
⑦

ひび割れ⑦

• ひび割れの特徴 • 側面（水面付近）
• 函軸方向

• 想定される原因 • 流水によるすり減り等がひび割れのように見える場合も
ある。

• 留意点

設置1974年

56
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というところであります。
（スライド62）少しだけ私自身が気になっている
ところについてご紹介します。まず、ひび割れの補
修の方法として大きく「注入」と「充填」がありま
す。何が違うかというと、注入というのは左の図の
ように主に幅が狭いひび割れ等に対して、例えばゴ
ム風船のような器具で補修材を入れていく方法で
す。ひび割れ充填というのは、右の図のようにひび
割れ幅が広く注入しきれないということで、ひび割
れの形を整えたうえでゴムのような柔らかい補修材
料を埋めてやる方法です。
河川構造物の場合は、ひび割れを通じて析出物が
ある場合も多いと思います。そうすると、ひび割れ
に注入するのが難しいので充填という判断がされる
ことがあります。このとき、充填だけだと表面は確
かに充填できますが、中の部分をそのままにしてお
くと、別の面から水が回ることを十分に防げないか
もしれないという点は、気にした方がいいと思いま
す。特に背面から来る水については、充填だけでは

対策できないので、注意が必要です。
（スライド63）次に進行性が高い場合、一般論と
しては塩害の場合には塩化物イオンの影響を受けて
いる場所とか、凍害の場合には凍結融解で失われた
場所を補修するというのが一般的だと思います。ち
なみに、凍害の場合は私ども土木研究所のなかの寒
地土木研究所というところで、「凍害が疑われる構
造物の調査・対策手引書」を出していまして、樋
門・樋管等のことも書かれていますので、参考にし
ていただければ幸いです。
塩害の場合は先ほども申し上げましたが、取った
つもりでもまだ残っているということが問題になる
ことがあります。凍害の場合も、表面が取れてい
る、明らかに無くなっているところはそこを補修し
ますが、それ以外の場所も、取れていなくても凍害
の影響を受けて脆くなっている場所がございます。
そういう箇所が、再劣化の起点になるということを
われわれの仲間はよく言っていますので、まずは劣
化範囲をよく確認して除去するのが大事です。

● スライド60

 進行性が比較的低い

 建設時から（その原因が）生じていたもの

 中性化による腐食

 不同沈下の影響があった→収まった

 進行性が比較的高い

 劣化要因がある（塩害，ASR，凍害）

 不同沈下や荷重の影響が継続

60

進行性の評価が重要

点検結果の
蓄積が役に立つ

● スライド61

 ひび割れ注入，ひび割れ充填

 断面修復

 ひび割れ箇所の鉄筋の腐食，漏水等を防ぐ目的

 優先度は要検討

61

進行性が低い場合

● スライド63

 劣化原因を除去して補修するのが一般的

 塩化物イオンを含むコンクリートの除去

 凍害の影響を受けたコンクリートの除去

 「凍害が疑われる構造物の調査・対策手引書（案）」，寒地土
木研究所耐寒材料チーム，平成29年5月改訂版に参考事例
有り

63

進行性が高い場合

● スライド62

 ひび割れ幅が大きい，表面に析出物があるなどの場合，
機械的にひび割れ充填が用いられる場合がある

 表面以外から水が供給される場合，影響に注意

62

ひび割れ充填の課題

ひび割れ注入工法

ゴム圧などに
よる注入

補修材料の
充てん

ひび割れ充てん工法
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（スライド64）あとは気になる補修と書いてあり
ますが、こういうよくある補修、コンクリートの表
面から劣化物質が来ていることを想定した補修につ
いて、本当にそのとおりになっているか、よく考え
てみる必要があると思います。
ひょっとしたらこの周りの地下水に塩分が入って
いる場合もあるかと思います。われわれが目で見え
るのは函体内側の鉄筋のさびなので、内側から補修
すればいいだろうと思ってしまいますが、ひょっと
して背面から塩が入っている場合、表面だけ補修し
ても根本的な解決にはならないと思います。
あるいは、途中でご紹介しましたが、古い構造物
で、除塩が不十分な海砂を使って造られた構造物の
場合には、造った時から塩がけっこう入っている場
合というのがありまして、図では表面から塩が入っ
ているイメージですが、こういう仮定が成り立ちませ
ん。何となく塩害だから断面修復だという感じで修
復している場合もいくつか見られる気がするので、そ
のあたりは気をつけられるといいかなと思います。

（スライド65）それから人間が入れないような小
規模なものの場合には、管更正工みたいなものが適
用されている場合もあります。
（スライド66）以上になりますが、少しでも参考
になるところがあれば良かったと思います。私なり
に点検結果をいろいろと拝見して、「樋門・樋管の
コンクリート部材における点検結果評価のポイン
ト」という資料を作りましたので、その内容を主に
ご紹介しました。点検でひび割れがあるとか、ない
というのはもちろんありますが、その原因を少し考
えていくことが必要と思っている次第です。
（スライド67）最後に参考資料という形でつけて
おりますが、こういった資料はすべてホームページ
から無料でダウンロードできるようになっておりま
すので、是非ご覧いただければなと思います。
以上です。ご清聴どうもありがとうございました。

● スライド64

 （橋梁等の経験から）塩害は再劣化の事例が多い

 初期から塩分が含まれていたと考えられる場合

 地下水に塩分が含まれていることが想定される場合

64

気になる補修

Cl-

Cl-

Cl-
初期から混入？

背面土砂側からの供給？

● スライド65

 断面が小さい場合

 管更正工

 不同沈下，空洞化が疑われる場合

 ボーリンググラウト工

65

その他

● スライド66

 点検結果の評価の際には，変状の原因を考慮するの
がよい。

 樋門・樋管のコンクリート部材における点検結果評価のポ
イント（案）（ H28.3 ）

 適切な点検結果の記録，評価が重要

 塩害，凍害など進行性の高い劣化事例は少ないが，補
修する場合は注意が必要

66

まとめ

● スライド67

 樋門・樋管のコンクリート部材における点検結果評価のポイント（案）
 http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/tenkenhyouka/index.

html

 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）
 土木研究所資料4343号
 以下よりダウンロード
 https://www.pwri.go.jp/team/imarrc/activity/tech-info.html

 凍害が疑われる構造物の調査・対策手引書（案）
 寒地土木研究所耐寒材料チーム
 http://zairyo.ceri.go.jp/ceri_zairyo/topics5/togaimanualdr.html

67

参考資料
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＜質疑応答＞
質問者１　目視主体の点検ではなかなか判定が難し
いというようなところもあるなかで、目視主体の点
検でもわかるようなところを教えていただきました
が、目視主体の点検ではなかなか判定が難しかった
ところのご経験、あるいは実際に現場に行かれて見
られた点、そういうのがもしあれば教えていただけ
ればと思います。
古賀　今日何度か出ましたが、特に塩化物の影響を
受けて腐食しているような場合は、さびているので
補修だ、と補修に行く前に、詳細調査としてコンク
リートのコアを採取して塩分量をきちんと把握して
おくということは非常に大事かなと思いますね。あ
とは、鉄筋の位置、あるいはかぶり等については、
非破壊検査等で把握する方法がありますので、そう
いうことも適宜、鉄筋の腐食の場合には取り入れ
て、調査したうえで補修範囲を決めるのがいいと思
います。
質問者１　どうもありがとうございます。私からも
う１点だけ。進行性の評価が重要というのがスライ
ド60にあったと思います。そこで進行性が比較的高
いというものが重要だということですが、なかなか
見るのが難しいという話がありました。このあたり
でまだしゃべり残した点があれば、教えていただけ
ればと思います。
古賀　今日もご紹介しましたが、塩害とか、ASR、
凍害という事例は、そんなに数はないと思います。
もしそういう事例があったら特別に検討されるの
がいいかなと思います。あとは、私が拝見する中で
は、これは管理者の方次第だと思いますが、そんな
に深刻な症状ではないというように自分には思える
症状でも、かなり念入りに補修されているようなと
ころもあります。よくありがちなひび割れ等で、程
度もあまり大きくなく、進行のおそれが少ないとこ
ろについては、すぐに補修する必要はないのかなと
思います。せっかく点検を定期的にやっているの
で、それを活かしてメリハリをつけてやっていただ
くのがいいと思います。また、すぐに補修と考える

よりも、少し原因を考えていくのがいいと思ってお
ります。
質問者２　今日は貴重なお話をありがとうございま
す。スライド56のひび割れ⑦ですが、流水によるす
り減り等ではないかというコメントがありました。
私もコンクリートそのものは詳しくはないんです
が、この写真を見る限り何か函体がジャンカになっ
ているようにも見えます。これがどうのこうのとい
うことではなくて、例えばこういう函体のところに
一部ジャンカのような、完全な不連続面ができてい
る場合が、そういう事例があったかどうかというこ
とを１点お伺いしたいです。
それと、スライド64の気になる補修のところです
が、コンクリート体の表か裏か、どちらかが塩分の
浸透があるのではないかということでしたが、例え
ば函体の一部でも完全に貫通したテストピースを
取って、どちらから侵入しているか調べた事例があ
るのかどうか、そういうことがおわかりになればご
教示いただきたいと思います。
古賀　先ほどご指摘のひび割れ⑦の写真、ここだけ
コンクリートが最初からあまりよく詰まっていな
かったということも十分に考えられると思います。
そういう事例もあります。私も写真だけで現地に
行っていないので断定はできないですが、今言われ
たように、もともと入っていないということも考え
られます。ただ、点検等ではこういうものについて
もひび割れです、と報告されている場合が多いの
で、少し注意喚起といいますか、そういう意味も含
めてご紹介しています。
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それで、もう１つの「気になる補修」の場合に
ちゃんと調べているかというご質問ですが、正直、
調べられていないと思います。調べられていないと
思いますので、こういう機会にお話をさせていただ
いています。どこから塩が入ってくるかということ
はよく考えておいたほうがいいと思います。測って
みたときにこのようなグラフ（スライド24）になっ
ていて、明らかに自分がいる表面側から塩が入って
いるということが確認できていれば、塩が入ってい
る範囲をはつり取って補修してしまうというのがい
いと思います。しかし、コアを抜いて詳細調査をし
た結果、どこを測っても大体同じぐらいの塩分量が
出てきますという場合には、違う原因だなと考えた
ほうがいいと思います。是非そういう観点で、鉄筋
が著しく腐食している場合には、ちゃんと調査をし
てから補修していただくといいかなと思います。
質問者３　今日はありがとうございます。塩害の話
ですが、塩害というと通常は海岸沿いの話が中心か
なと思いますが、今、雪国だと凍結融解剤をけっこ

う撒いています。凍結融解剤によって塩害が進んで
いるという事例はけっこうあるのでしょうか。それ
とも凍結融解剤ぐらいであれば、あまり影響がない
と考えていいのか、その辺の知見があれば教えてく
ださい。
古賀　正直判断が難しいと思います。道路が近くに
あって、しかもなんらかの理由でそこに凍結防止剤
を大量に散布していそうな場所であると、それは少
し注意が必要だなと思います。道路構造物ではご指
摘のように、排水が流れ込んで直接かかる橋脚とか
そういうところはけっこう凍結防止剤による塩害が
問題になっていると思いますが、河川の構造物の場
合には、たぶん、直接塩を撒くということはないの
で、まだそれほど問題になっていないかなとは思い
ます。ただ、どうでしょうか。ちょうど上に道路が
通っていて、しかもなんらかの理由で大量に塩を撒
くような道路だったりすると、注意が必要かなと。
確かにおっしゃる通りだと思います。
	 （了）
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治水システムを構成する
河道・堤防の維持管理の要点

福島　国総研	河川研究室の福島と申します。申し
わけありませんが、諏訪が前の会議が押していて遅
れて来ますので、基本的に私が話を進めさせていた
だきたいと思います。最後の質疑応答は諏訪と私で
対応させていただきますので、どうぞよろしくお願
いします。
では、「治水システムを構成する河道・堤防の維
持管理の要点」ということでお話しさせていただき
ます。ちなみに、タイトルとしては立派なタイトル
をつけ過ぎたなと思っております。「治水システ
ム」と言わせていただくのは、河道・堤防、その他
の構造物の相互作用を少し考えてみましたというと
ころで、このようなタイトルをつけさせていただい
ております。また、「維持管理の要点」ということ
ですが、まだまだ要点になっていないところもござ
いますが、その要点になるようなヒントを、少しで
も皆様に得ていただけるような一助となればいいな
と思って、本日の資料をご用意させていただいてお
ります。
（スライド１）会場を見渡しますと、私よりも長
く河川管理に携わってこられた方が多いように感じ

られ、そうした方はご存じのことと思いますが、河
道の成り立ち、また、その成り立ちを踏まえて変化
の特徴について、１番で話をさせていただきます。
２番は、そのような河道の上に基本的には堤防とい
うのが造られている。河道が造った地面の上にでき
ているということで、しかも私たちは災害を受ける
度にその堤防を逐次強化してきましたので、そのよ
うな堤防の特徴についてお話をさせていただきま
す。３番では、私たちが河川を管理するうえで、河
道とか堤防に求められる機能、その機能を維持する
ために実施する点検について話をさせていただきま
す。４番として、維持管理の要点のヒントとなる事
例を紹介し、最後は終わりに、ということでまとめ
させていただきたいと思っております。
（スライド２）まず、「河道の成り立ちと変化の特
徴」ということでお話をさせていただきます。この図
もよくご存じの方がいらっしゃると思います。濃尾平
野を木曽川に沿って鉛直方向に切って地層の断面を
見えるようにした図面です。木曽川が形成してきた平
野の地層を確認することができます。これは、ボーリ
ング調査によって、地層構造を調べ、炭素14法を使っ

● スライド1

本日の話題 1

１．河道の成り立ちと変化の特徴

２．逐次強化を重ねてきた堤防の特徴

３．河道・堤防に求められる機能と点検・評価

〔堤防に求められる機能／堤防の点検・評価／河道に求
められる機能／河道の点検・評価／河道・堤防・構造物の
相互作用〕

４．被災事例から得られる知見

〔災害調査のスキーム／知見の蓄積／砂州の発達に伴う
側方侵食／沖積層の流失した河道における護岸の施工
／生産土砂量の多い河川の河道計画／堤防表層すべり
とその対策／パイピング発達とその対策〕

５．おわりに

第３回　河川研究セミナー 55



て地層が形成された年代を調べた結果です。堆積学
の専門家が調べた結果ですが、大体1000年ごとぐら
いに、1000年前、2000年前、3000年前と堆積の構造が
見える図面です。縄文海進後の、木曽川水系が濃尾
平野を作ってきた状況を確認することができます。
これを見ると、やはり河川が作ったところは砂礫
がありますが、もっと沖合に溜まるものとしては砂
です。さらに沖合にはシルトや粘土があり、河川の
基盤というのは礫があったり砂があったり、非常に
複雑な構造があるということをここでは述べさせて
いただきます。複雑な構造がありますので、例えば
同じような流れの掃流力を受けても、簡単に河床が
掘れるところもあれば、掘れにくいところもありま
す。そのような違いが河川の変化を特徴づけている
ということです。
（スライド３、４）これは関東平野の地層構造の
事例です。横断図を見ると、砂層と礫層がまばらに
あります。地層の高さも場所によって異なることが
わかります。礫、砂、シルト・粘土が混在して層構

造を形成しています。
（スライド５）同じように利根川合流点付近です
が、鬼怒川、小貝川の治水地形分類図です。これだ
と旧河道が見やすいですが、こういうところでは砂
が堆積し、それに沿って砂で形成される微地形が見
えます。この黄色い部分です。このようなところ
は、堤防を造った場合でも元の地形があるので漏水
が起きやすくなります。
（スライド６）もう少し細かく見ると、高水敷に
も堆積構造を確認することができます。これは私が
五ヶ瀬川水系北川で調査をした結果です。激特事業
でこの高水敷を掘削する時に、ここに示す測線に
沿って地質構造を調べました。
（スライド７）その結果がこちらでして、黒は細
粒分がたくさんある細粒砂層です。白くなるにした
がって粒径が大きくなり、白は礫層です。このよう
に縦断方向に見ると、細粒分が高く積もっていると
ころや、低く積もっているところが見えてきます。
また、横断方向だと先ほどの治水地形分類図で見た

● スライド2

沖積作用で形成された層序（濃尾平野の事例） 2

海津正倫(1992)：木曽川

デルタにおける沖積層の
堆積過程、堆積学研究会
報、36より

粘土

砂

砂・礫

シルト

内部構造イメージ
（木曽川デルタ）

１４Ｃ年代値に基づく推定

縄文海進後の変化

● スライド3

沖積作用で堆積した土砂（関東平野の事例） 3

遠藤邦彦、関本勝久、高野司、鈴木正章、平井幸弘：
関東平野の≪沖積層≫、URABN KUBOTA、No.21

● スライド4

沖積作用で堆積した土砂 4

遠藤邦彦、関本勝久、高野司、鈴木正章、平井幸弘：
関東平野の≪沖積層≫、URABN KUBOTA、No.21

・礫、砂、シルト・粘土の混在
・層構造の形成

● スライド5

治水地形分類図（鬼怒川・小貝川） 5

治水地形分類図（鬼怒川・小貝川の利根川合流点付近）
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ように、水際には砂が溜まっていて、自然堤防のよ
うなものが見えましたが、まさに川の中にも水際で
は砂がたくさん積もっていて、その裏側には泥が溜
まる、そんな構造が各断面で見えてくる絵です。
（スライド８）これは、先ほどのA～Gの測線に
沿って縦断方向に地層構造を見た絵になります。前
のスライドの図と色が違いますが、赤が礫で、黒が
シルトで、それ以外は砂です。これを見ると非常に
端的に見えるのが赤い砂礫堆です。それともう１
つ、上からさらに乗り上げてくる砂礫堆が見えま
す。これは、１回ここで砂礫堆が止まって、その下
流側には砂が溜まり、また砂礫堆が上流から乗り上
げて砂が溜まってという、そんな砂礫堆が進行した
状況を推測できます。
（スライド７）ちなみに、先ほどのこの横断方
向、ここでも実は炭素14法で、どのくらいの速さで
横断方向に砂の堆積が進んできたのかを調べまし
た。その結果、大体40ｍ堆積するのに100年程度か
かったことがわかっています。こういったオーダー

で土砂が溜まる場所もあるということですね。
（スライド９）このような河道の変化ですが、
「河川砂防技術基準」の調査編にも書かせていただ
いているところですが、パターン分類をしておく
と、川を見るときの参考になるのではないかという
ことで、変化パターンを３つに分けています。
左上の図の、時間とともに徐々に状態が変化する
ような、河床高が下がったり、上ったり、徐々に変
化していくようなものは「じわじわ型」です。左下
の図の「特定イベント時進行型」、これは出水をイ
メージしてもらうといいと思います。青い矢印の部
分が出水で、出水のたびに状態が変化していくよう
なものが「特定イベント時進行型」です。もしく
は、右の図のような「特定イベント時完結型」で、
出水の時だけ変化するけど、また出水後に戻ってき
てしまって、その変化がわからないような状態のも
のがあるということです。それで、その複合型や、
その他の型もあるのではないかということで、今は
具体的にはイメージできていないのですが、複合型

● スライド6

湾曲部内岸に形成された高水敷の掘削 6
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● スライド7

高水敷の形成に伴い形成された地層構造 7

A

B

C

D

E

F

G

40m

☆ ☆

流れの方向

高
水
敷

礫層

粗粒
砂層
細粒
砂層0

5
(m)

埋
没
し
た

護
岸

護
岸

120(m)0 60

山
地

9.4km

洪
水
時
水
路

高
水
敷

水
面

A

B

C

D

E

F

G

40m

☆ ☆

流れの方向

高
水
敷

礫層

粗粒
砂層
細粒
砂層0

5
(m) 礫層

粗粒
砂層
細粒
砂層0

5
(m)

埋
没
し
た

護
岸

護
岸

120(m)0 60

山
地

9.4km

洪
水
時
水
路

高
水
敷

水
面

AB
C

D

E

F
G

● スライド8

高水敷内の地層構造から判断される砂礫堆 8
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● スライド9

河道の主な変化パターン 9

じわじわ進行型

特定イベント時進行型

特定イベント時完結型（隠れ変化型）

※複合型やその他の型もある。
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はありそうだなと、イメージできると思います。今
日は「河道の変化」ということで、こういう事例を
紹介したいと思います。
（スライド10）まず、「じわじわ進行型」の例で
すが、これは斐伊川の河床縦断形の変化図です。青
い線の昭和41年ごろから徐々に河床が下がってきて
いるというようなイメージ図です。斐伊川は当時、
鉄穴（かんな）流しで土砂が大量に出てきた河川
で、出雲平野を作った川ですが、鉄穴（かんな）流
しをやらなくなり、その土砂の供給が建設されたダ
ムによって止まり、下流河川の伊萱床止でも止ま
り、この床止の下流で土砂が不足し、徐々に河床が
低下してきているという変化です。このようなじわ
じわ低下する河床の変化に対して、私たちはこの川
をどう管理するのかを考えていかなければいけない
ということです。斐伊川の分派堰もここにあります
ので、この管理もそのようなことを考えながらやっ
ている状況でございます。
（スライド11）これは、雄物川の護床ブロックの

間からの砂の抜け出しに関する事例です。写真で見
ると徐々に抜け出しているというのがわかります
が、どこの時点で対策をしたらいいのかというの
が、人によって違うと思います。維持管理の話に繋
げると、変状の進行性や施設の機能低下への影響度
を評価する必要があります。
（スライド12）樹林化もまた「じわじわ進行型」
なのかなと思っています。じわじわといっても、樹
林化というのは、ワッと広がってその後にじわじわ
と増えていくという感じかもしれません。これは多
摩川の事例です。河川生態学術研究で取り挙げられ
ていた永田地区というところですが、1974年当時は
河川全体に礫河原が広がっていました。その後、
400ｍ程度の川幅のうちの300ｍ程度がハリエンジュ
に覆われ、河原に依存するカワラノギクが激減しま
したので、その保全について議論しました。対策と
して、高水敷掘削と上流の取水堰に堆積した土砂を
還元する工事を実施し、河原の拡大を図りました。
（スライド13）これは「特定イベント時進行型」

● スライド11

護床ブロック間の土砂の抜け出し（じわじわ進行型） 11

2007年5月17日撮影 2008年7月10日撮影 2011年7月16日撮影

2012年5月31日撮影 2012年6月25日撮影 2013年7月1日撮影

水叩き部直下に残る
護床工の沈下

代表粒径に比べると
小さな材料が堆積

ブロックの
影が見える

河床が見えない
水叩き部直下

● スライド10

堰下流の河床低下（じわじわ進行型） 10

・縦断形
・河道の変化特性
・

縦断距離(km)

標高(H.P. m)

斐伊川の河床縦断形の変化図

● スライド12

樹林化する河道（じわじわ進行型） 12

30年前の多摩川永田地区（1974年撮影）

・河道全幅に
広がる河原

・流路は左岸
寄りを蛇行

近年の多摩川永田地区（1998年撮影）

・河道の８割の
幅を占める
樹林帯（河原
の減少）

・左岸側に固定
された流路

永田橋 羽村大橋

● スライド13

河道掘削後の土砂の堆積（特定イベント時進行型） 13
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の事例で、川内川における河道掘削後の土砂の堆積
過程についてご紹介します。ちょうど鶴田ダムの上
流の菱刈地区で、もともと旧川はこのように蛇行し
ていたのですが、その部分をショートカットして川
を作った箇所の黒く塗った部分に、高水敷を再形成
した事例です。
（スライド14）これは横断形の変化です。ちょっ
と見にくいですが、黒い線から少し薄い線に出水の
たびに堆積してきているのがわかります。また、こ
こで特徴的なのは、断面ごとに堆積の仕方が違うと
いうところかと思います。水際が高くなって、その
裏側には少し窪地ができるタイプと、全体的に高く
なるタイプがあるというような違いです。また、堆
積の初期には水際が高くなっていて、その後、平ら
になっていくという違いもありますが、これは土砂
が低水路から供給されたものか、もしくは上流から
ワーッと来たものかという違いがあると思っていま
す。堆積の仕方に違いがあるということです。
（スライド15）「特定イベント時進行型」のもう
１つの例です。先ほどの事例も結局は植生がどれだ
け生えたかということも関係していますが、やはり
植生が生えるとその中の流速が遅くなりますので、
上流から来た土砂をトラップしやすくなる、捕捉し
やすくなるということです。
右の図のようなイメージ図を見られた方もいるか
と思いますが、これは実際に千曲川で高水敷を掘っ
て川幅を広げた後の話です。広げたところに２～３
ｍの高さのオオブタクサが広範囲で生えてきたので

すが、平成18年ごろにオオブタクサが倒れるぐらい
の出水がありました。これは倒れた直後の状況で
す。その時、もともとここにリング式の河床高セン
サーを埋めておいて、可搬型GPSで場所を記録し、
洪水後にGPSの誘導によってセンサー設置箇所を
掘ったのですが、30cmくらい砂で埋まっていまし
た。１回の出水で平水時からの比高が１ｍぐらいの
ところですが、砂がこのように堆積しました。一番
下の写真は、堤外民地である農地の裏で、写真のよ
うにシルト・粘土が溜まった状況です。これはよく
見られる事例かと思います。
（スライド16）次に、これは「じわじわ進行型」
から「特定イベント時進行型」になった事例かと
思っていますが、いろいろな判断があるところかも
しれません。
これは、木曽川の縦断図です。上の図が平均河床
高で、下の図が最深河床高になっています。青色か
ら赤色系になるにしたがって新しい、そんな図面に
なっています。下の図の赤色の急激な掘れ具合を

● スライド14

川内川における高水敷の再形成（特定イベント時進行型） 14
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・堆積の仕方に違いあり

● スライド15

植生によるウォッシュロードの捕捉（特定イベント時進行型）15
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● スライド16

沖積層下の地層の露出に伴う河床高の変化 16

じわじわ進行型 ⇒ 特定イベント時進行型
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見ていただきたいのですが、37km地点で局所洗堀
が進行しています。セグメント的には、この41km
とか42kmのところでちょうど礫から砂になってい
るところです。やはりダムの建設や他の河川構造物
の建設、あとは砂利採取の影響もあるかと思います
が、土砂の供給が断たれますと、礫区間というのは
あまり動きが早くないのでそこまで急激な低下はな
いのですが、砂区間というのは砂の動きも早いとい
うことで、河床低下が徐々に進んでいったという事
例です。
（スライド17）それで、先ほど地層構造があると
いうお話をさせていただきましたが、ここの地層は
砂礫層が非常に薄かった。これが地層横断図で、先
ほどの急激に下がったという場所がこちらです。大
体10ｍとか一気に下がっています。ここで砂礫層は
２ｍくらいしかなくて、その層が削られて、その下
にあるシルト層が出てきた。シルト層の下も砂層
だったり、シルト混じりの砂層だったりということ
で、もともとあった砂礫、礫と砂のセグメントの
ちょうど変化点ぐらいだったので、まだまだ礫も含
まれているような砂礫の区間だと思います。こうい
う砂礫がなくなったことで、シルトや砂層は移動し
やすく一気に掘れたという変化です。
右上の写真が実際に掘れた場所でのシルト層の露
出状況です。本来はこのような材料が何とかそこに
留まっていられるようなところでしたが、このシル
ト層が出て来てしまったものですから、一気に掘れ
たという事例です。じわじわと下がってきたけれ

ど、この特定イベントで急激にドサッと掘れたとい
う事例です。
（スライド18）これは「特定イベント時完結型」
の事例です。出水前後で変化が少ないので、見つけ
にくい事例です。これは平成16年に直轄技術研究会
というのをやっていて、安部川だったと思います
が、水位計とともに砂面高計を川の左岸・右岸、中
央に入れて調査をしたというものです。右岸側の河
床高が出水中に２ｍ掘れて、また２ｍ堆積したとい
う事例です。水位としては17ｍ～19ｍまで行かない
ぐらいの、２ｍも上がらないぐらいの変化ですが、
安部川でこのような変化がありました。
（スライド19）平面的にはこのようなところで
測っておりまして、手越の地点の上流ぐらいかと思
います。右岸、中央、左岸で測っていますが、ちょ
うど平面的には湾曲部の外岸になっていて、外岸側
が出水時に掘れて、また埋め戻るということがわか
りました。構造物の基礎を考えるときには、２ｍ分
を考えておかないと壊れてしまうということで、維

● スライド17
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● スライド18

出水時に生じる河床変動（特定イベント時完結型） 18

【結果】 平成１６年６月出水（手越）
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● スライド19

出水時に生じる河床変動（特定イベント時完結型） 19
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持管理を考えると、このような変化を見逃せないと
いうことで「特定イベント時完結型」の事例として
紹介させていただきました。
以上、本日の話題１つ目の「河道の成り立ちと変
化の特徴」の話をさせていただきました。
（スライド20）続いて、２つ目の話題に移りたい
と思います。堤防の話ですが、いくつか特徴がある
かと思いますので、まずは特徴をお話させていただ
きたいと思います。
堤防というのは１カ所でも決壊すると機能が失わ
れる構造物ということで、もう皆さんよくご承知の
ことと思いますが、鬼怒川堤防調査委員会の資料か
ら抜粋させていただきました。200ｍくらいの決壊
幅で常総市全域が水に浸かったという事例です。こ
れは国土地理院さんが出されている浸水範囲の時間
変化ですが、鬼怒川と小貝川に挟まれた区域がほぼ
全域湛水した事例だったかと思います。これが200
ｍ、１カ所だけではなく、何箇所も越水した場所も
ありますが、このような浸水範囲になったというこ

とです。ですので、堤防というのは１カ所でも決壊
すると、機能が失われる構造物だという特徴があろ
うかと思います。
（スライド21）また、これは平成24年の矢部川の
事例です。右岸側の決壊幅が40ｍで、その結果とし
て、少し見にくいですが赤い×印で決壊して、水色
の範囲が冠水しています。内水の影響もあるので、
それを分けているかどうか、ここでは確認していま
せん。また、上流の沖端川でも２カ所が決壊してい
てその影響もあるので、全部がこの決壊のせいだと
は言えませんが、やはり堤防は１カ所で決壊すると
かなりの範囲が浸水する、そんな構造物だというこ
とです。
（スライド22）また、先ほどの治水地形分類図と
同じものですが、結局、堤防というのは川が作って
きた複雑な基礎地盤上に築造されているので、他の
建物のように基礎地盤を改良して造るということは
通常行いません。基本的には旧河道があった場所、

● スライド20

一箇所でも決壊すると機能が失われる構造物 20

鬼怒川堤防調査委員会資料より

決壊幅約２００ｍ

浸水範囲の時間変化（国土地理院HPから）
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● スライド21

矢部川

津留橋

矢部川

県道７１４号

柳川市大和町六合

一箇所でも決壊すると機能が失われる構造物 21

決壊幅約４０ｍ

矢部川堤防調査委員会資料より

● スライド22

複雑な基礎地盤上に築造される構造物（再掲） 22

治水地形分類図（鬼怒川・小貝川の利根川合流点付近）
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湿地があった場所等に造られていく、そんなものだ
と思っています。
（スライド23）ですので、こうした基礎地盤上に
築造されるということで、１つ目は矢部川の事例で
すが、その下にある地層というのがまちまちだとい
うことです。２つ目は東日本大震災の時に被災した
鳴瀬川の堤防ですが、地下水面があって、砂層が
あって、堤体が液状化する「閉封飽和域」という話
もありましたが、かなり堤防自体がドカッと沈下し
た事例です。３つ目は兵庫県南部地震での話です
が、やはり下層の地質も非常に影響しているという
ことです。少し見にくいですが、裏側にすべってい
るような事例です。
（スライド24）一方で、堤防の特徴としては土堤
を原則としています。構造令第90条にありますが、
工事費用の面、材料取得の面、劣化しにくいという
面、これもご承知のとおりかと思いますが、修復が
容易だといった点、また基礎地盤と馴染みやすいと
言った点、嵩上げにより強化しやすいということ、

さらに、復旧が容易ということで、土堤を原則とし
ているんだということです。
（スライド25）それで、タイトルにもある「逐次
強化を重ねてきた盛土構造物」だということで、こ
れはよく使われる図面かと思いますが、利根川で見
ても、渡良瀬川で見ても、過去の築堤履歴を確認す
ることができます。このような形で大きな出水を受
けるたびに、私たちは堤防の拡大を行ってきたとい
うことです。
（スライド26）一方で、年代によって堤防の造り
方を変えていますので、ある時期に造られた堤防と
いうのは機関車で運んできて、人力で砂を撒いて積
んでいった場合もありますし、もう少し機械化され
た時代もありますし、さらに機械化が進んでという
時代もあろうかと思います。それで、締固めもしっ
かり管理されている事例もあろうかと思います。
堤防というのは、時代、時代でその時の造り方が
ありますので、築堤履歴を縦断方向にも見てやる、
もしくは横断方向の断面内で、造った時の締固め度

● スライド23
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● スライド24

土堤を原則とする構造物（構造令第１９条） 24

工事費用が比較的低廉であること

材料取得が容易であること

構造物としての劣化現象が生じにくいこと

不同沈下に対して修復が容易であること

基礎地盤と一体としてなじむこと

嵩上げ、拡幅等が容易であること

地震時において被災した場合の復旧が容易であり、所要
工期が短いこと

● スライド25

逐次強化を重ねてきた盛土構造物 25

利根川堤防の
計画横断の変遷

渡良瀬川堤防
の開削断面

● スライド26

時代によって異なる締固め方法 26

築堤材料や施工方法は、その時々の時代の技術力や経済力を反映して
様々である。

２０世紀初頭の築堤の様子（利根川） １９４０年代の築堤の様子（渡良瀬川）

現在の施工方法
（堤防拡幅時の段切りとタイヤ

ローラ締固め）

62



合いというのが見えてきます。それを管理にも生か
せるということで、この築堤履歴を見るのは大事だ
という話をさせていただくために、このような図面
を紹介させていただきました。
（スライド27）この図は同じような材料で造って
いるはずですが、かなりばらつきがあることが示さ
れていて、よくある図なので簡単に飛ばしてしまい
ますが、透水係数にも非常にばらつきがあるという
図になっています。
それでは、本日の話題３番に移りたいと思いま
す。「河道・堤防に求められる機能と点検・評価」
ということで、中身的にはまず堤防、次に河道の順
番に話を進めさせていただきたいと思います。まず
は堤防に求められる機能というのは何だろう、その
機能を確保するためにどんなことを点検しているの
だろう、という話をさせていただいた後に、河道の
話です。河道に求められる機能、あとは河道の点
検・評価は何をやっているのかということです。そ
して河道・堤防・構造物の相互作用ということで、
治水システムという意味では、それぞれの相互作用
を考えていかないとだめだ、という話を少しさせて
いただきたいなと思います。
（スライド28）まずは堤防に求められる機能です
が、大きく耐浸透機能、耐侵食機能、耐震機能があ
るということです。これに対していくつかの調査手
法があって、耐浸透では、すべり破壊に対して大丈
夫か、パイピング破壊に対して大丈夫か、が調査手
法だと思っています。耐侵食については、直接侵食

破壊されるのかどうか、または側方侵食、澪筋が動
くことで堤防まで侵食が及ばないか、そんな調査が
行われるのが耐侵食機能だと思っています。耐震に
ついては、私は詳しくはないですが、沈下したとき
に堤防の変形解析をして沈下がある高さ以上確保さ
れるか、ということを評価するのが耐震の機能だ
と、こんな３つの機能が求められているということ
です。
（スライド29）それに対して、点検というのがど
ういう役割をしているのかを、ここで紹介させてい
ただきます。これは私があらためて考えたものでは
なくて、「河川設計指針」という本省治水課の事務
連絡に出ていますが、形状規定というのは長年の経
験を踏まえたものであって、堤防整備の方法として
は簡便できわめて効率的だということです。
ただ、一方で、計画高水位以下の洪水でも漏水等
の被災が発生してきた事実を考えると、やはり構造
物としての安全性が十分とは言えないと思います。
こういう構造物の計画的な補強の必要性や、対策実

● スライド27

多岐にわたる材料特性 27

河川堤防の開削調査結果に基づき、堤体の土質分類別にその性状（土質定
数）の範囲を調べた（国土交通省）。
築堤材料は土取り場所によってバラツキがあり、締固め技術も異なることか
ら物性も多岐にわたっている。

● スライド28

堤防に求められる機能 28
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堤防に求められる機能に応じて照査手法を設定
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 パイピング破壊
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り面、のり尻表面）

 側方侵食破壊（高水
敷の侵食・洗堀）
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河川堤防設計指針（H14年、治水課）より

● スライド29

堤防の機能を確保する上での点検の役割 29

 形状規定は、長年の経験を踏まえたものであり、堤防整備の方
法としては簡便で極めて効率的であった。

 しかし、計画洪水位以下の洪水でも漏水等の被災が発生してき
た事実を考えると、構造物としての安全性が十分とは言えない。

 このような構造物の計画的な補強の必要性や優先度、対策工を
検討するためには、従来の形状に加えて、外力と耐力の比較に
よる工学的手法に基づく性能照査をする必要がある。

 ただし、洪水等による堤防の不安定化のメカニズムは十分には
解明されておらず、複雑な基礎地盤等の不確実性等を内在して
いることから、点検によって堤防の変状の有無を確認する必要が
ある。

 洪水中の堤防の変形を発見し、その進行を抑制する役割を果た
す水防活動とともに、車の両輪として堤防の安全性を向上させる。
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施箇所の優先度、具体的な対策を検討するために、
従来の形状にくわえて外力と耐力の比較による工学
的手法に基づく照査が必要であり、上述した照査を
実施しています。一方で、最初の１、２番で述べま
したように、堤防の不安定化のメカニズムはまだま
だ十分に解明されていません。その理由としては、
やはり複雑な基礎地盤等の不確実性というのが内在
しているからで、その点を補うのが点検だと考えて
いるところです。
また、よく車の両輪と言われます水防活動です
が、実際に堤防の変形を発見して、その進行の抑制
の役割を果たすという水防活動とともに、車の両輪
として堤防の安全性を向上させる、点検というのは
そういう役割を担っています。
（スライド30）具体的な土堤の点検事項という
と、本省のホームページに掲載されている「堤防等
河川管理施設及び河道の点検要領」というのがあり
ます。その中で土堤であれば法面、小段、天端、裏
法、法尻部、堤脚水路ということで、各部分にここ
を見てくださいという、主な点検事項が記載されて
います。このようなものを点検することになってい
ますが、最近ではこれらの評価を何とかしようとい
うことで、評価要領もあわせて出されています。
（スライド31）同じホームページに「点検結果評
価要領」というのがあって、この評価要領の判定の
目安が掲載されています。画面では見にくいのでお
手元の資料を見ていただければと思います。
判断基準としてa・b・c・dとありますが、aは変

状なしです。bは、変状はあるけれど機能に支障が
生じていない。cがないものもあったりしますが、
dになると堤防の機能に支障が生じている。実は支
障について「生じている」と「生じていない」とい
うのは、判断がなかなか難しいのではないかと思い
ます。例えば、沈下であればハイウォーターより下
がっているかどうか非常にわかりやすいかもしれま
せんが、どのぐらい法崩れしたら本当に堤防の機能
に支障が生じているかというところは難しいので、
定性的に表現されているのではないかと思います。
定量的に表現されている部分としては、亀裂がハ
イウォーターまで入っているとか、あとは陥没や不
陸がハイウォーター以下まで入っているとか、この
２つぐらいです。「ハイウォーター」を１つの基準
にして変状がどこまで進んでいるのかというのを見
るところは、少し具体的に書いてありますが、それ
以外はまだまだどのような亀裂が危ないのかという
ことはわかっていないので、こんな表現に留まって
いるのかなと思います。
それで、下に書いていますが、どの程度の変状が
生じた場合に機能劣化と判断するか、今後はいろい
ろ詰めていく必要があるのではないかなと感じてい
ます。ただ一方で、先ほど機能のなかで耐浸透と耐
侵食と耐震は書きましたが、越水に対して少しでも
粘り強くするという観点からは、このような変状を
見逃さずに点検をして、大きなものは補修していく
という作業が、非常に有効な手立てなのではないか
なと思います。

● スライド30

土堤の点検事項 30

箇所 点検事項

法面・

小段

▪ 法面・小段の亀裂、陥没、はらみだし、法崩れ、寺勾配化、侵食等はないか。あるいは、

出水期前よりも進行していないか。

▪ 張芝のはがれ等、堤防植生、表土の状態に異状はないか。あるいは、出水期前よりも進

行していないか。

▪ 雨水排水上の問題となっているような、小段の逆勾配箇所や局所的に低い箇所がない

か。

▪ 法面・小段に不陸はないか。

▪ モグラ等の小動物の穴が集中することによって、堤体内に空洞を生じていないか。

▪ 樹木の侵入、拡大は生じていないか。

▪ 坂路・階段取り付け部の路面排水の集中に伴う洗掘、侵食がないか。

天端 ▪ 堤防天端及び法肩に亀裂、陥没、不陸、沈下等の変状はないか。あるいは、出水期前よ

りも進行していないか。

▪ 天端肩部が侵食されているところはないか。あるいは、出水期前よりも進行していないか。

裏法

尻部

▪ 堤脚付近の排水不良に伴う浸潤状態はないか。

▪ しぼり水でいつも浸潤状態のところはないか。

▪ 法尻付近の漏水、噴砂はないか。

▪ 堤脚保護工の変形はないか。あるいは、出水期前よりも進行していないか。

▪ 局部的に湿性を好む植生種が群生していないか。

▪ ドレーン工の目詰まり、あるいは濁水の排水が生じていないか。

堤脚

水路

▪ 堤脚水路の継目からの漏水・噴砂がないか。

▪ 堤脚水路の閉塞がないか。

堤防等河川管理施設及び河道の点検要領より

● スライド31

土堤の点検評価結果区分の判定目安 31

 どの程度の変状が生じた場合に、機能劣化と判断するか。

堤防等河川管理施設の点検結果評価要領（案）より

変状あるが、機能に支障は生じていない
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河川研究室では堤防の越流実験をやってきました
が、モグラ穴のように少し空隙があると、そこを起
点にして裏法の侵食が広がってしまいますので、モ
グラ穴でも見つけてしっかり直していくというのが
大事なポイントだと思います。12の変状はそれぞれ
大事なポイントということで挙げられているのでは
ないかと思っています。
（スライド32）次は河道に求められる機能という
ことで、少し大きめに河川と書いていますが、河道
だけでは少し狭いかなと思って、河川としていま
す。このような機能が河川には求められているので
はないかなと思います。
特に、所定の流量を計画高水位以下で流すという
ことで、流下能力の話がポイントです。また、出水
時に侵食等の土砂移動に係わる河川管理施設等の安
全性を確保する機能、護岸の基礎の安定性とか、堤
防の浸透に対する安全性とか、侵食に対する安全性
が２番目としてあります。また、３番目の維持管理
の話というのは、再堆積しにくい河道形状があるだ
ろうということで、３番目に挙げさせていただいて
おります。４、５、６番は見て頂いたとおり、この
ような話もあろうということで、今日のお話の中心
は１、２、３番になろうかと思います。
（スライド33）河道の点検事項と評価について
は、点検要領に実はこのようなことが書いてありま
す。流下能力の観点、河床低下の観点、河岸侵食の
観点、今日は河口閉塞については取り挙げないです
が、河口閉塞の観点です。

流下能力では、やはり土砂の堆積とか樹木の話が
中心です。それと、河床低下では構造物の基礎の不
安定化を生じさせないということで、その結果とし
て構造物の変状が見られないかということもあわせ
て点検対象としているのが、この点検事項のなかに
ある話かなと思っております。河岸侵食について
は、自然河岸の崩落・侵食ですね。または堤防防護
ラインという１回の出水で掘れる側方侵食量という
のがありますが、そのラインを割り込んでいないか
という見方。または、樹木群が成長することで偏流
が生じて堤防に被害を及ぼすような事例もあります
が、そのような見方があります。
実は堤防と同じで、どの程度の土砂堆積があった
ら対策を実施すべきか、どの程度の構造物の変状が
見られたときに対策を実施すべきか、予算も関係し
ますが、この辺の目安があまり示されていないと思
います。偏流もそうですね。樹木群がどこまで成長
したら偏流が起きると判断するのか。やはり、いざ

● スライド32

河道（河川）に求められる機能 32

１．所定の流量（整備目標、整備計画流量等）を計画高水位以

下で流下させる機能

２．出水時に生じる侵食等の土砂移動に係わる河川管理施設の

安全性を確保する機能（護岸等の基礎の安定性、堤防の浸

透に対する安全性など）

３．維持管理の容易さを確保する機能（トータルコストの最小化、

再堆積しにくい河道形状など）

４．動植物の生息・生育、繁殖環境を確保する機能

５．河川景観を形成する機能

６．河川利用に関する機能（利水、高水敷利用など）

● スライド33

河道の点検事項と評価 33

堤防等河川管理施設及び河道の点検要領より

箇所 点検事項

流下
能力

▪ 河道流下断面を阻害するような河床上昇等土砂堆積は生じていないか。
▪ 低水路拡幅を行った区間で、再堆積による川幅縮小が見られないか。
▪ 洪水流下の阻害となるような樹木群が繁茂していないか。
▪ 流木等による河積阻害はないか。

河床
低下

▪ 河床低下あるいは局所洗掘の兆候として構造物の変状（沈下等）が見られないか。

河岸
侵食

▪ 自然河岸に崩落・侵食が生じているか。河岸法線は堤防防護ライン・低水路河岸
管理ラインを横切って堤防側に近づいていないか。

▪ 樹木群繁茂による偏流（水衝・洗掘）が見られないか。

河口
閉塞

▪ 河川管理上の支障となる河口閉塞、河口砂州高の上昇が見られないか。

 どの程度の土砂堆積、樹木群繁茂、河積阻害が生じた場合に対策を実施
すべきか。

 どの程度の構造物の変状が見られた時に対策を実施すべきか。
 どの程度の河岸侵食、偏流が見られた時に対策を実施すべきか。

 どの程度の河口閉塞、河口砂州高の上昇が見られた時に対策を実施す
べきか。
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堤防が削られるとか、いざ河岸が削られるというと
きに対策をしているのが実態になっていると思いま
すので、こうした点を河川ごとに見方として作って
いくことが大事かなと思っています。
（スライド34）それで、国総研が九州地方整備局
さんと一緒になって考えているものですが、特に河
道の管理をするときに類型化をしたらいいというこ
とで、図のようなA～Dの管理の類型化をやってい
ます。横軸は判断基準としての閾値を設定できる
か、縦軸は河道の変化予測ができるかです。「でき
る」、「できない」でまとめていますが、両方でき
れば、どうやって川が変化していくのかがわかっ
て、ある状態になったら対策をする、というところ
まで管理ができている状態です。
（スライド35）先ほどから変化の話ばかりでした
が、実は閾値の設定の仕方もいくつかありますの
で、ここで紹介させていただきます。
閾値に基づき１－０で判断する、ある状態を超え
たら何らかの対策をするという場合があります。た

だ、ここで設定してしまうと、対策をしなければい
けない場所がかなり増えてしまうような場合には、
その中でも特に大事な区間を中心に対策をしていこ
うという、許容値の幅を２つ持たせようという考え
方です。まさに堤防の対策の優先区間に似ているか
もしれません。堤防は約14,000kmありますが、そ
の中の３割程度が詳細点検でアウトになっている。
その中でさらに重点的に整備していこうと思った
ら、さらに優先的にするのはどこだという、そのよ
うなイメージだと思います。
その一方で、どこもかしこも許容値以下で安全度
は満たしていますが、１カ所だけ飛び抜けて悪いと
ころがあるというところは、対策をしたほうがいい
のではないかというアイデアもあろうかと思いまし
て、閾値の設定の方法として３つのアイデアを書い
ております。
（スライド36）次に、具体的な管理のイメージと
いうことで、A型管理、B型管理、C型管理、D型管
理と４つ書かせていただいております。横軸に時間

● スライド34

管理の類型化 34

考えるべき現象が分かっ
ている。絞り込まれている。
ＡＮＤ
対策実施の判断基準が明
確である。

考えるべき現象が分かってい
ない。絞り込まれていない。
ＯＲ 対策実施の判断基準が明
確でない。

定量的・工学
的予測手法あ
り

Ａ１：状態のトレンド把握が
起点

Ａ２：定めれた予測・評価
の実施が起点

（↑絞られていない状況）
Ｂ：状態把握と予測・評価の組

み合わせが中心

定量的・工学
的予測手法な
し OR 不十分

（↑定性的であることが多
い）

Ｃ：問題の予兆の把握が起
点

（↑あてもない状況）
Ｄ：実態に丁寧に触れた上で

の「気づき」が起点

＊複数の類型にまたがることもあり得る。
＊ある類型からある類型に遷移することもあり得る。分かりやすい客観化され
た手順と言う意味で、最終的に左上の類型（Ａ１、Ａ２）に遷移することが１つ
の目標となる。

判断基準としての閾値の設定

河
道
の
変
化
予
測

● スライド35

閾値の設定方法 35

閾値に基づき１－０で判断

閾値に幅を持たせて判断

問題事象が生じ得る可能性
の空間分布から判断

● スライド36

具体的な管理のイメージ（Ａ型管理） 36

一定の期間を要
する変化の進行
に伴い徐々に機
能・安全性が低
下

出水等の単一
イベントの前
後で機能・安
全性が低下

河
道
の
機
能
・安
全
性
を
表
す
指
標←

→ 時間

判断基準
（要監視、詳細
調査、対策実施
など、とるべき
対応に応じて幅
を持たせる場合
がある）

出
水

機能・安全性
の向上対策

機能・安全性の
回復対策

河川改修
(整備計画等)

(管理を行わない
場合)

所定の機能を満た
ない状態に陥る

状態の監視・分析・診断および安全性・機能等の評価(定期的・出水等イベント後)

分析・評価例①
現況の機能・安全性 分析・評価例②

変化のトレンド

P:見通し D:観測 C:判断基準 A:対策

 

● スライド37

具体的な管理のイメージ（Ｂ型管理） 37

一定の期間を要
する変化の進行
に伴い徐々に機
能・安全性が低
下

出水等の単一
イベントの前
後で機能・安
全性が低下

河
道
の
機
能
・安
全
性
を
表
す
指
標←

→ 時間

出
水

機能・安全性
の向上対策

適切なタイミングでの機能・
安全性の回復対策？

河川改修
(整備計画等)

(管理を行わない
場合)

所定の機能を満た
ない状態に陥る

状態の監視・分析・診断および安全性・機能等の評価(定期的・出水等イベント後)

分析・評価例①
現況の機能・安全性 分析・評価例②

変化のトレンド

P:見通し D:観測

C:判断基準

A:対策

判断基準？
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のイメージを取っていて、縦軸が河道の状態です。
現況があって改修をして機能向上するというなか
で、徐々に悪くなっていく状態、例えば河積を確保
して徐々に堆積していく状態があろうかと思いま
す。そして、あるときにこの判断基準を切ったらま
た対策をする、そんなことができるような川であれ
ば、A型管理ができるというイメージです。
（スライド37、38）一方でこの管理の基準がない
と、どこで対策をしたらいいかがわかりませんの
で、管理が非常に難しくなります。また、この急激
な変化、先ほどじわじわで急激な河床低下があった
というのは、まさにそういうことかなと思います。
変化の予測ができないというのも、判断基準があっ
てもいつ対策をしたらいいのかがわからない事例だ
と思います。
（スライド39）D型というのは、予測もできない
し判断基準もないということで、その変化をどう捉
えるか、判断基準をどうするか、そこが考えどころ
となります。このD型からA型に河川の管理をしや

すくしていく作業が、私たちが河川を理解すること
となります。それで、後ほどお話をさせていただく
被災事例が、河川の変化の仕方とか判断基準を探る
うえで非常に参考になると思っております。
（スライド40）この「河道管理基本シート」とい
うのは、D型管理からA型管理に移行していくとき
に、河川の見方としてこのような整理をしておくと
管理がしやすくなるというものです。これも国総研
と九州地方整備局さんで一緒に作ってきたシートで
す。１段目が水位と河床高の縦断図です。２段目が
樹木繁茂の範囲を書いております。３段目は平均河
床高、最深河床高の経年変化です。４段目は河床高
の最深部の平面位置ということで、澪筋位置の変化
です。５段目は湾曲の状況です。
（スライド41）シート作成にあたって、以下の工
夫をしています。赤線が計画高水位で、現況河道の
水位と樹木伐採後の水位を計算します。そうする
と、樹木の影響がある区間を確認できます。樹木が
生えてきて、どのぐらいの速度で水位が上がってき

● スライド38

具体的な管理のイメージ（Ｃ型管理） 38

出水等の単一イベントの前
後で機能・安全性が低下

河
道
の
機
能
・安
全
性
を
表
す
指
標←

→ 時間

判断基準
（要監視、詳細
調査、対策実施
など、とるべき
対応に応じて幅
を持たせる場合
がある）

出
水

機能・安全性
の向上対策

機能・安全性の
回復対策

河川改修
(整備計画等)

状態の監視・分析・診断および安全性・機能等の評価(定期的・出水等イベント後)

分析・評価例①
現況の機能・安全性 変化のトレンド？

P:見通し D:観測 C:判断基準 A:対策

急激な変化

 

● スライド39

具体的な管理のイメージ（Ｄ型管理） 39

出水等の単一イベントの前
後で機能・安全性が低下

河
道
の
機
能
・安
全
性
を
表
す
指
標←

→ 時間

出
水

機能・安全性
の向上対策

機能・安全性の
回復対策

河川改修
(整備計画等)

状態の監視・分析・診断および安全性・機能等の評価(定期的・出水等イベント後)

分析・評価例①
現況の機能・安全性

変化のトレンド？

P:見通し

急激な変化

判断基準？

D:観測

C:判断基準

A:対策

 

● スライド40

河道管理基本シートの構成 40

番匠川

　　　右岸

樹木

　　　左岸

堅田川 久留須川

井崎川

提内川

0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K
9K

10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K
0.0

0.5

1.0

左
岸
→

右
岸

(最
深
河

床
高

位
置
/
河

幅
）

追加距離(km)

H5 H9 H14 H19 低水路河岸位置(左岸) 低水路河岸位置(右岸)

1K0K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

上
昇

→
｜

←
低

下

平
均
河

床
高
変

動
量
(m

)

追加距離(km)

H5-H19

H9-H19

H14-H19

H19-H19

1K0K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K
-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

追加距離(km)

H5-H19

H9-H19

H14-H19

H19-H19

1K0K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K
0.0

1.0

わ
ん
曲

追加距離(km)

左岸外岸

右岸外岸

9K

整備計画 4,700

セグメント2-2

3,200

セグメント2-1 セグメント2-1セグメント2-1 セグメント2-1

堅田川合流

水路橋

新佐伯大橋

佐伯大橋

長瀬橋
稲垣橋

興人潮止堰

高畠堰

樫野橋

ＪＲ橋

提内川合流

番匠橋

基準地点

小田堰

井崎川合流

山梨子橋
白尾橋

鬼ヶ瀬橋

鬼ヶ瀬堰

風戸橋

常盤堰

笠掛橋

久留須川合流

森下橋
長畑橋

長野津留堰床止

原橋

一矢返橋

セグメント区分

河床勾配

流量

(m3/s)

3,100

1/3,700 1/1,940

2,500

1/890 1/420

1,400

要注意箇所（一次設定）

1/260

背後地の状況
右 岸

左 岸

1K0K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 19K18K

-25.0

-20.0
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-10.0
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

標

高
（TP.m）

追加距離(km)
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河道管理基本シートの表示の工夫 41
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の水位と堤防の設計水位の比較

計画洪水位

現況河道の水位

樹木伐採後の水位
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第３回　河川研究セミナー 67



ているのかを見ていけば、１年後には10cm上がっ
た、２年後には20cm上がったということが見えて
きて、３年後が危ないとか４年後が危ないという、
その延長線上でいつ危険になるのかを推測すること
ができます。また、２つ目の工夫として、護岸の基
礎工の設置高と最深河床高の高さを比べ、掘れてい
るところを確認し、護岸の基礎について崩壊の危険
性の高い箇所を特定できます。こうしたことを把握
するための点検手法だと思っています。
（スライド42）これは、先ほどの話を少しイメー
ジ化した判断フローなので、飛ばします。
（スライド43）続いて話題が少しだけ変わりま
す。河道・堤防個々に話をしてきましたが、やはり
それらは相互に影響し合っているということを、こ
こではポンチ絵にしております。
河道の話はいろいろなところでまとめられている
話ですので、あらためてお話はしませんが、水と河
床材料と植物の相互作用があって河道の形が決まっ
ています。このような相互に絡み合うシステムを見

るときに、最大流量がどのぐらい出たか、最高水位
はどうだったかにくわえて、洪水の発生頻度はどう
だったのか、タイミングはどうだったのかと考える
必要があります。
私たちは過去の事例を参考にしてよく礫河原再生
をやりますが、再生をして平均年最大流量で樹木が
流失するとか、植物が流失するということで高水
敷を切った場合でも、５年間とか、もしかしたら10
年間ぐらいまったく大きな出水が来なければ、そこ
には樹木が繁茂して土砂も堆積していくという状況
があるかと思いますので、実は予測できない発生頻
度とかタイミングが、その後の予測に非常に重要な
要素になってくるという話です。そのため、過去の
事例を踏まえたとしても、やはり日々こんなことが
起きたらどうしようか、ということを考えておかな
いといけないというのが、先ほどのPDCAのなかに
入ってくる１つの事例だと思っています。
また、河床材料ですが、土砂供給はどうなのか、
大きな出水が起こって山腹崩壊があればかなり上流
から土砂が来ることもありますし、後からの事例で
出てきますが、九州北部豪雨では主材料として砂が
出てきました。砂が出てくるような状態だと、急勾
配な河川では下流まで砂は運ばれますので、そうい
う影響も考えないといけない。あとは、過去に行っ
た砂利採取の影響なども関係してくるということ
で、単純なシステムではないということを、ふきだ
しの赤字は表現しております。植物もどのような種
類かで、まったく生長する速度が違ったりしますの

● スライド42

河道管理基本シートの判断フロー 42
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● スライド43

河道・堤防・構造物の相互作用 43

破壊（堆積厚）

生育環境（粒径，細粒土砂含
有率，表層状態，比高など）

水（洪水）

河床材料 植物
浮遊砂の捕捉(u*/w0など)

堤防

構造物

河道

基盤を形成

基礎として活用

・植物の種類は？
・地下水環境は？

・最大流量は？
・最高水位は？

・洪水の発生頻度、
タイミングは？

・土砂供給は？
・主材料は？
・砂利採取？

• 河道は、河床形状や河床材料（供給土砂の量と質）によって規定
• 河床形状や河床材料は、洪水と植生によって様々に変化

● スライド44

砂州の発達に伴う河岸（堤防）の侵食 44
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で、そのようなことを考えてやらなければいけない
ということで、図のようなイメージを書いており
ます。
（スライド44）次に、いくつか相互に作用する事
例を挙げさせていただいております。これは先ほど
オオブタクサが繁茂して倒れた千曲川の事例です。
川は下から上に流れていて、左が出水前で、右が
出水後です。少し見にくいですが、黄色の部分が２
ｍぐらい掘削した場所です。掘削した直後、オオブ
タクサだけが生えているちょうどそのタイミング
で、過去最大に近いぐらいの出水がありました。拡
幅して掃流力が落ちて、土砂が低水路の中央に堆積
しました。中央に砂州ができることで洪水流が左岸
のほうに寄って、左岸側のオオブタクサが繁茂して
いるところが削れました。砂州の形成によって河岸
が侵食されたということで、この事例では河岸です
が、狭い川であればここに堤防があったという状況
だと思います。
ある区間だけを拡幅する場合、土砂が堆積するこ
とを考えると、その影響で偏流が生じ、その脇の堤
防を削る可能性があるので、こうした事象にも留意
して川の拡幅を考えなければいけない事例だと思い
ます。
（スライド45）また、これは別の事例で、九州の
遠賀川の事例です。頭首工が被災した時に、一緒に
堤防まで削ってしまっている事例です。
これは出水時の状況ですが、かなり古い頭首工で
あり、水叩き工下の土砂の吸出しもあったようで、

頭首工が壊れた時に右岸側のほうが早めに壊れて、
そこを水が走って堤防がえぐれています。全部欠け
なかったので良かったのですが、構造物周りという
のは、それが壊れることで別の構造物まで影響する
という事例です。
堰の点検というのは、実は堰自体の維持管理では
なくて、川の氾濫を防ぐという意味、堤防への影響
を防ぐという意味でも非常に大事なポイントだと
思って見る必要がある、という事例だと思っていま
す。
（スライド46）点検要領の堰とか床止め工の点検
事項では、下流の河床洗堀の状況ということで、構
造物の下流において異常洗堀がないかどうかを確認
するのが非常に大事なポイントと思って、ここに挙
げさせていただいております。
（スライド47）続いて、本日の話題４番「被災事
例から得られる知見」についてです。ここまでは主
に前振りみたいなものでしたが、いくつか被災事例
を見ると、点検の参考になる事例もあるのではない

● スライド45

堰の被災に伴う周辺堤防の侵食 45

 

被災箇所

 

● スライド46

堰（可動堰・固定堰）・床止め工等の点検事項 46

箇所・内容 点検事項
構造物本体の損傷状況 ▪ 構造物本体の損傷状況を確認する。

▪ 河川及び周辺への影響の有無を確認する。

構造物周辺の堤防の異常
等の状況

▪ 構造物の周辺の堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響
の有無を確認する。

取付護岸（根固め含む）の
維持状況

▪ 構造物周辺の護岸にクラックの発生等の異常がないか確認す
る。

▪ 根固めに流出や陥没等の異常がないか確認する。

高水敷保護工の維持状況 ▪ 高水敷保護工に損傷がないか確認する。

下流の河床洗掘の状況 ▪ 構造物本体の下流において異常洗掘がないか確認する。

可動堰におけるゲートの
開閉状況

▪ 可動堰については、ゲートの開閉に異常がないか、確認動作を
行う（ゲートの開閉に異常を来すような錆や劣化を確認した場合
は点検結果欄にその概要を記載する）。

構造物周辺の管理状況 ▪ 構造物本体の機能に影響する（可動堰についてはゲートの開閉
に支障となる）、流木・堆積土砂、ゴミの投棄等がないか確認す
る。

堤防等河川管理施設及び河道の点検要領より

● スライド47

災害調査のスキーム 47

① 災害時専門家派遣制度

• 被災原因の究明と被災原因を踏まえて対策に関するアドバ
イスの実施

② 多自然川づくりアドバイザー制度

• 災害復旧などで大規模な河川改修を実施する場合の多自
然川づくりの観点からのアドバイスの実施

地方整備局

都道府県

市町村区

国土交通
本省

１．派遣要請 国土技術政策総合研究所

土木研究所

大学

２．人選依頼

３．人選結果報告４．人選結果報告

５．派遣６．現地調査の実施

制度の流れ

７．対策の検討
８．知見の蓄積
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かということで、まずは私たち国総研、土木研究所
でやらせていただいております「災害調査のスキー
ム」について紹介し、その後で６つの事例を紹介さ
せていただきたいと思います。最初の４つは主に河
道の話です。その後に、堤防の話を２つして終わり
にさせていただきたいと思います。
まず、災害調査のスキームというと２つありまし
て、１つは「災害時専門家派遣制度」というもの
で、本省の治水課と連携してやらせていただいてお
ります。復旧の方針を固めるうえで、被災原因の究
明と被災原因を踏まえてアドバイスをさせていただ
く制度です。もう１つは「多自然川づくりアドバイ
ザー制度」というものです。災害復旧なので大規模
に河川改修をするとなると、多自然川づくりの観点
からもいろいろ検討すべきことがあります。そのよ
うな視点から、災害直後ではなく、少し時間が空い
てから、河道の法線形や、断面形、横断形など、川
づくりがある程度決まってきた段階で、それが多自
然川づくりの観点ではどうかという、２段階でやら
せていただいております。制度の流れは下の図のよ
うな感じです。
（スライド48）このような知見を蓄積し、活用し
て、次の技術基準等に活用していくことが大事では
ないかと考えています。国総研では「河川構造物管
理研究タスクフォース」を立ち上げて、これまで90
件程度の災害調査を実施しており、黄色の部分が調
査で得られた知見を蓄積しているイメージ図です。
災害を引き起こした事例を分析して、被災のメカ

ニズムを把握して保存しています。そして保存した
ものを、危険事象の予測や危険度評価手法に活用し
ていくことも大事でしょうし、これは技術基準に関
係するかもしれませんが、新たな被災事例を見て技
術基準を変えていくとか、手引き・マニュアルを変
えていくとか、そのようなことにも活用していけた
らと考えております。また同じように、災害復旧や
応急対応、復旧復興の方針についてもサポートして
いきたいと考えています。それらを蓄積し、過去の
事例から積み上げることが大事だという、イメージ
です。
（スライド49）具体的な事例として６つ紹介させ
ていただきたいと思います。
１つ目が砂州の移動にともなう堤防の被災という
ことで、音更川の事例です。去年も北海道で災害が
あって堤防が侵食されていますが、その中でも過去
の被災事例が参考になって工夫をされた事例です。
２つ目は、洪積砂利層の露出した川の施工上の工夫
の話です。３つ目は現在進行形の事例です。九州北
部豪雨の赤谷川でも議論になっている、土砂がたく
さん出てくる中での川の作り方を考えた事例です。
４番目は多自然川づくりにも通じるところがありま
す。湾曲部での河道掘削事例で、これも九州北部豪
雨で平成24年に掘削していますが、そのときの事例
が非常に参考になりますので紹介いたします。維持
管理を容易にする工夫ということで、湾曲部なら埋
め戻る形がある程度決まってきますので、それをう
まく活用すると、維持管理が容易になるのではとい

● スライド48

知見の蓄積・活用・進化 48

 河川構造物管理研究TFでは、2008年以降、東北地方太平洋沖地
震・津波（2011）、九州北部豪雨（2012）、紀伊半島豪雨（2013）、熊
本地震（2016）などを含めて、90件程度の災害調査を実施した。

 調査やその後の分析で得られた知見を蓄積し、各局面で活用して
いくことが重要である。また、技術そのものを進化させていく。

災害を引き起こした
事象の把握・分析

被害把握、分析、
メカニズム検討、アーカイブ

復旧、復興の手順、
計画のフレーム

緊急対応、復旧・復興の実態把握、分析

危険事象予測
危険度評価手法

外力設定法

設計基準

新工法、手法

災害情報早期
覚知手法

災害マネジメント
手法

過去の事例から
の積み上げ

● スライド49

本日紹介する事例 49

① 砂州の移動に伴う堤防の被災（音更川）
→河道の巡視・点検にあたっての工夫

② 局所洗掘に伴う洪積砂利層等の露出（天竜川上流）
→埋め戻し方法や埋め戻し材料の工夫

③ 山腹崩壊等によって土砂供給が過剰に生じた河川の河道設
計（花月川、那智川、雫石川等）→遊砂地

④ 湾曲部での河道掘削事例（花月川）
→維持管理を容易にする工夫

⑤ 堤防法面の表層すべりとその対策（筑後川等）
→表層の締固め方法（事務連絡あり）

⑥ パイピングの発達による堤防の決壊事例（矢部川）
→弱点箇所絞り込み（研究中）
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う話です。５番目が堤防の法面の表層滑りについ
て、築堤直後にすぐに滑るという事例が頻発したも
のですから、その対策についての話です。最終的に
は表層の締固めを少し工夫しようと、本省が事務連
絡を出すことに繋がった事例です。６番目はまだ研
究途上の話ですが、矢部川の決壊を通じて、パイピ
ングに対して弱点箇所を絞り込んでいくことが大事
だということで、国総研や関係する大学の先生方と
研究を進めている事例です。
（スライド50）では、１つ目の澪筋の変化にとも
なって生じた堤防の被災事例についてです。平成28
年の北海道東北豪雨で、音更川の左岸で河岸侵食が
発生しています。左上の写真は下から上に流れてい
て、かなり高水敷幅がありましたが、そこがえぐら
れて侵食した事例です。北海道には、こうした自然
河道に近い澪筋の変化が激しい河川がまだまだ残っ
ています。
（スライド51）この写真も音更川ですが、平成23
年にも同じような被害がありました。先ほどの場所
とは違いますが、かなり樹林化が進んでいて白い矢
印のように川が蛇行していました。堤防の近くには
低水護岸が整備されていましたが、出水にともなっ
て水衝部が動いてしまいました。下の写真がまった
く同じ場所の出水中の写真です。ⓐの砂州が削られ
たことで、その下流の水衝部が下流側に移動して、
低水護岸がないところで堤防に当たって堤防が欠け
た事例です。
北海道開発局さんはこの事例を踏まえて点検をど

うするかを考えて、ある工夫をされました。この区間
はセグメントは１だったと思いますが、堤防の防護に
必要な高水敷幅として、例えば30m必要なところに
「30」という道路標識と同じような、反射板のついた
標識を立てました。これは夜間でも懐中電灯等で確
認できるものです。これを巡視や点検の時に確認で
きるような体制をとられたということです。また、巡
視時に発見しやすいように、「30」という看板がある
ところに、目印（例えば、リボンのついた棒）を堤防
法肩に設置し、巡視をやりやすくしました。巡視の時
に早期に侵食箇所を発見できるという意味では、川
がいつ動くかわからないなかで、監視の工夫をされ
た事例だと思って紹介させていただきました。
一方で、先ほど紹介させていただいた「河道管理
基本シート」でも澪筋の変化を確認することができ
ます。次の出水で低水護岸のないところに水衝部が
移動することを予測できれば、事前に対策を打った
り、重点的な監視区間にしたりすることができると
考えています。まずは「河道管理基本シート」を用
いて、こうした変化を捉えることができるのかを確
認する、そこから始めてほしいと北海道開発局さん
には話をさせていただきました。
以上、巡視や点検をやりやすくした事例について
紹介いたしました。
（スライド52）次に天竜川の事例で、洪積砂利層
が出ているところの施工上の工夫の事例です。施工
の工夫をすると、後々の維持管理が楽になると考え
ていただければと思います。

● スライド50

澪筋の変化に伴って生じた堤防の被災 50

 音更川左岸21.2kpで河岸侵食が発生した。

 決壊前の流路は堤防に対して十分な距離（約120m）があったが、
出水により蛇行部が堤防まで到達した。

決壊前の状況

決壊箇所

H26撮影

音更川

2016.9.1 帯広開発建設部

音更川

決壊箇所
決壊箇所

決壊箇所の状況（拡大）

出典 ： 2016 年 8月北海道豪雨災害調査団 速報版第１報 2016年9月12日

8/31 17時頃

決壊後の状況

● スライド51

過去の災害を踏まえた対応 51

 出水によって砂州が移動し、蛇行幅も大きくなり、堤防を侵食した。

 河岸侵食の進行の早期発見および発見後の速やかな対応を可能
とするための監視体制の強化を図った。

平成23 年9 月2 日からの停滞前線による大雨災害 十勝
川水系音更川の堤防の一部流出に関わる調査報告（北海
道開発局帯広開発建設部治水課、 寒地土木研究所寒地
水圏研究グループ）から作成

出水前の状況（平成22年8月）

出水中の状況（平成22年9月7日12時）

低水護岸

低水護岸 監視体制の強化のための工夫

反射板の付いた標識
→夜間でも懐中電灯
で確認可能

標識を確認しやすいように天端
には標識の位置を杭で表示
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先ほど縄文海進以降に土砂が堆積してという話を
しましたが、洪積砂利層はそれ以前の地層です。沖
積層の前の洪積層で１万年以上前の砂層ですから、
上に土砂が乗って結構硬く固まっています。写真は
床掘りした後のものです。一見すると固結していて
侵食されないように見えますが、バックホウで簡単
に削ることができます。しかも出水時には急激に侵
食されてしまうことがあるので、露出させると扱い
が難しいです。また、河床材料よりも動きにくいの
で、基礎工を施工した際に床掘りして除去した箇所
が急流で侵食され、そこに偏流が生じて、流れが集
中してしまう特徴があります。ですから、天竜川の
現場では洪積砂利層を露出させないか、露出した場
合には除去することが望ましいといわれています。
この洪積砂利層の扱いを、施工上、工夫されたのが
この事例です。
（スライド53）具体的には２つの工夫をされてい
ます。下の図が通常の設置方法で、基礎工を入れよ
うとすると、整備計画の河床面より１ｍか1.5ｍ深く

掘って、根固め工だとかを置いて基礎工を入れると
思います。通常の設置方法では河道の中心部分は掘
りませんが、ここでは偏流の発生を考慮して中央部
分の洪積砂利層を深く掘る対応をされて、偏流が生
じにくくしています。これが、１つ目の工夫です。
（スライド54）２つ目の工夫は、先ほど床掘りし
た部分に、貧配合のコンクリートを埋め戻してしま
うというものです。また、洪積砂利層は場所によっ
て本当に固いところもあれば柔らかいところもあっ
て、古ければ古いほど固いものですから、ある程度
は削れないと判断されたところであれば、基礎工の
替わりに洪積砂利層を使ってしまおうという場所も
ありました。岩盤が出ている部分に岩着させたよう
なものです。河床面を掘って弱くするのであれば、
あえて掘らずに、その後の維持管理を容易にしたと
いう事例です。このような施工上の工夫も大事だと
思っています。
（スライド55）３つ目の事例です。これは７月の
九州北部豪雨で土砂災害があった赤谷川の航空写真

● スライド52

局所洗掘によって露出した洪積砂利層（天竜川） 52

湧水

河道の中央付近に露出した洪積砂利層

拳大の礫が固結した砂利層 洪積砂利層に見られる互層構造（洗掘のされ方が一様でない）

湧水

水を通しにくい洪積砂利層

 露出すると扱いが難しい。一見固結しており、侵食されないように
見えるが、バックホウなどで簡単に削ることができ、出水時には
急激に侵食されることもある。

 河床材料よりも動きにくく、基礎工を施工した時に除去した箇所
が急激に侵食され、偏流が生じることもある。

 現場では、「露出させないか、露出した場合には除去することが
望ましい。」と言われている。

● スライド55

山腹崩壊による河道内への土砂堆積 55

平成29年7月九州北部豪雨による土砂災害の概要＜速報版＞Vol.6（国土交通省水管理・国土保全局砂防部）より
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です。かなり土砂が溜まって、その土砂の堆積をど
うするのか、今、議論がされているところです。
（スライド56）この筑後川流域では、平24年にも
九州北部豪雨がありました。この写真は、筑後川に
合流する花月川の上流で、7月に天然ダムができた
場所の直下ぐらいのところです。
平成24年の時には天然ダムはできなくて、上流で
は山腹崩壊がありました。水がバーッと流れてき
て、その下流で越水が生じました。地蔵元橋付近に
土砂が溜まり、土砂が溜まることで水が周りに溢れ
ました。土砂が溜まったことで越水して、堤防が切
れていますが、内岸側を流れる形で下流にまた戻っ
ています。
これに対して工夫をされています。上流はすぐに
山地地域で勾配が急になっていて、山腹崩壊があれ
ば土砂が絶対に流れ込んでしまいますので、土砂が
溜まってしまうのならば、ここに土砂溜まりを造ろ
うと工夫されました。土砂溜まりを造らずに流して
しまう手もありますが、流してしまうと土砂が下流
で悪さをするかもしれないので、土砂溜まりを「遊
砂地」といいますが、遊砂地を造ろうと計画されま
した。
（スライド57）それがこの図面です。流れの向き
は右から左です。川が切れた場所の下流で大体65ｍ
ぐらい堤防を引いて、全体に土砂が溜まる場所を設
けました。高水敷よりも少し高さを低くして、出水
時には土砂がこちらに乗るようにしたのがここでの
仕掛けです。そうすることによって、上流で山腹崩

壊があっても、土砂がここに溜まって下流に行く量
を減らし、下流で氾濫する可能性を低くすること
が、この遊砂地機能を有する河道計画です。
（スライド58）実はこのときに河床変動計算をし
て、どのくらい土砂が溜まるのかが計算されていま
した。当時の計算では1,200m3くらい溜まると計画
されていたようです。ですから、1,200m3分くらい
は下流に流れないと計画されましたが、７月に出水
があって、多くの土砂が溜まりました。水の流れは
上から下で、中央部分に土砂が溜まっています。平
成24年の出水で激特事業として堤防の整備をしてい
ますので、流量も前回（平成24年）より多かったの
ですが、何とか堤防満杯で流すことができました。
一方で、土砂は計画以上に溜まりました。このと
きに溜まった量は、粗々計算されたもので後々に変
更があるかもしれませんが、25,000m3だといわれて
います。当初の計画では1,200m3の土砂堆積が想定
されましたが、その約20倍の25,000m3が溜まってい
ます。

● スライド56

花月川8.0k付近の被災状況（ H24.7月出水時） 56

● スライド57

崩壊土砂に対応するための遊砂地の設置 57

● スライド58

遊砂地における土砂の堆積状況 58

7.8kp

7.6kp

8.0kp

約25,000m3の土砂を捕捉

7.8kp

 計画では、1,200m3程度の

土砂の堆積が想定された
が、今回はその20倍程度
の土砂が堆積した。

 供給土砂の量についても
確認する必要があるが、今
回の出水を受けて、河床材
料の粒径が細粒化したこと
が確認されている。

 遊砂地に堆積する土砂量
を想定する場合、供給土砂
の量だけでなく、その質に
ついても確認する必要。

地蔵元橋

岡本橋
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実は今回、河床材料が前回よりも細かくなったと
いわれています。今回は山腹が崩れて、細かい粒径
の土砂が多く流れてきた結果なのではないかと考え
ていますが、今後確認しなければならない事項で
す。当初の河床変動計算は出水後の河床材料を使っ
て計算したものですから、粒径が少し大きくて、遊
砂地に堆積する量を過少に評価したものと考えま
す。今回は材料が細かくなったため、このように多
くの土砂が堆積したのではないかと推測していま
す。詳しいことは計算していないのでわからないで
すが、遊砂地の設置が非常に効いているのがわかる
結果だと思います。
今後このような遊砂地を検討する場合、河床材料
を主体として考えるのではなく、上流から供給され
る土砂の粒径の幅を、どう設定するのかが重要であ
ることを示唆する事例だと思います。当然、土砂堆
積量は維持管理と絡んでくるので、どのくらい堆積
したら維持掘削をするのかについて考えるうえで参
考になると思い、この話をさせていただきました。
（スライド59）これは最近こんな事例が多いとい
う参考でつけております。紀伊半島を流れる那智川
でも土砂が堆積し、氾濫しました。
（スライド60）これは東北地方の北上川の支川
で、多自然アドバイザーとして派遣された雫石川の
事例です。出水にともなう側方侵食によって右岸側
の河岸が掘れました。実はこのときにも上流から土
砂が出てきて、この河岸が掘れた下流区間に土砂が
溜まり、河積が減少したことで越水しました。そこ

で、この侵食された箇所を遊砂地にしようと、川幅
が広がった部分を掘削して遊砂地として活用してい
ます。多自然川づくりでは、広がった箇所をそのま
まにしましょう、という話がありますが、山地部で
土砂が出てくることが想定されるのであれば、土砂
溜めとしても使えるという事例かと思います。
（スライド61）４つ目の事例です。湾曲部におけ
る掘削事例ということで、場所は花月川です。先ほ
どの土砂がたくさん溜まったというのが８km辺り
でしたが、大体その４kmほど下流の湾曲部です。
これは今年の出水後の写真ですが、平成24年の激特
事業でこの湾曲部も掘削しています。掘削しました
が、見てわかるように土砂が溜まりました。右上の
川の中の写真を見てもわかるとおり、土砂が高く溜
まっています。
（スライド62）これは横断図です。激特事業前は
黒い線で、激特河道は赤い線ですが、平成24年の出
水で青い点線のように土砂が溜まっています。その
溜まった場所を平らに切りました。その後、また同

● スライド59

（参考）那智川での河道閉塞事例 59

2011年台風12号
による斜面崩壊

2011年9月8日撮影2010年4月18日撮影

地点A

地点B
地点C

地点A 地点B 地点C

● スライド60

（参考）災害復旧で遊砂地を設置した事例 60

60

被災前

被災後

遊砂地としての活用

川幅の拡大した区間を遊砂地
として活用。下流河道への土
砂堆積による溢水被害を軽減。

● スライド61

湾曲部における掘削事例 61

3.6kp
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じように土砂が溜まっています。このような湾曲部
の内岸で溜まることがそもそも想定されるのであれ
ば、溜まる部分を考慮した形で切ることを考えたら
良いのかなと思います。考慮した形で切って、ハイ
ウォーター以下で流せる河積を確保したうえで、そ
もそも土砂が溜まるような形にしておけば、毎回同
じようなところを掘削しなくても済むという事例だ
と思っております。
やはり標準断面で議論すると、激特事業のように
掘削しましょう、となってしまいがちですが、河道の
法線形まで考えて切ることが大事だと思います。維持
管理をしやすくする工夫として紹介いたしました。
（スライド63）５つ目と６つ目の事例は堤防の事
例です。短期的豪雨による法崩れの発生ということ
で、平成27年の夏に起きた事例です。筑後川右岸の
延長50ｍ区間で法滑りが発生しました。最大時間雨
量は75mmと大きいですが、降雨の継続時間は短
く、河川水位が高水敷までも上昇しませんでした。
しかしながら、雨はたくさん降ったので高水敷にも

水溜りができたことがわかります。
（スライド64）この原因について調べたところ、
堤防天端の道路の管理が影響したことがわかりまし
た。
まず１つ目は、天端の形です。最近はMMSを使
用して堤防天端の形を管理しようという話がありま
す。図のグラフは該当の区間についてMMSを使用
して測った堤防高で、かなり上下していることがわ
かります。グラフ中央部分の400ｍ区間が低く、そ
の区間の一部で法崩れが起きました。
２つ目は横断形状です。堤防天端の横断形は通常
拝み勾配ですが、歩車道の分離ブロックが裏法の肩
のところにありました。この区間は兼用道路という
こともあり、道路管理者の方が舗装を補修される際
にオーバーレイを行い、歩車道分離ブロックには排
水用の穴があったのですが、舗装材料や土砂によっ
て埋まったり詰まったりしていました。歩車道分離
ブロックが水を止め、天端に多量の水が溜まって
いたようです。また400ｍ区間の水が、この歩車道
分離ブロックでに沿って集水され、ブロックの高さ
15cmか20cmの水深となっており、表法にこぼれた
ようで、一番低いところで多量にこぼれて、この法
滑りを引き起こしました。これは、筑後川堤防検討
委員会で検討された結果となります。
なお、古い堤防であり、寺勾配化が進行し、急な
法勾配（1.5割程度）であったことも原因といわれ
ていますが、基本的には１つ目と２つ目が大きな要
因だったと考えています。右下の写真は少し雨が

● スライド62

湾曲部での河道掘削事例 62
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● スライド63

短期的豪雨による法崩れの発生 63

 筑後川左岸18.31kp～18.36kp（延長50m）で法すべりが発生した。

 最大時間雨量は75mmであったが、その継続時間は短く、河川水
位は高水敷高よりも低かった。

● スライド64

被災要因 64

 以下の要因が重なり、天端排水が集中した。
［ 1.堤防天端高が上下流370m区間で一番低い箇所であった／

2.天端川裏側の歩車道境界ブロックの排水孔の目詰まり／

3.急な法面勾配（1：1.5程度）及び寺勾配化／ 4.堤防法面のゆるみ 等

（川表）

（川裏）

排水孔の目詰まり状況

亀裂、肩落ち

１．天端排水の縦断的集中

２．横断方向の排水不良（オーバーレイ、土砂の堆積・植物の繁茂）

３．急な法勾配及び寺勾配化

排水不良状況
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降ったときの状態ですが、こんな状態であったとい
うことです。被災時に近くのCCTVカメラがとらえ
た映像によると、車が立ち往生する程度の水嵩だっ
たと聞いています。ですから、堤防天端の管理は
MMSでやっていこうという話もありますが、不陸
の管理が非常に大事だと思っています。特に、雨天
時の巡視や点検が非常に大事です。
（スライド65）雨天時巡視の写真を集めてみる
と、このような写真がありました。雨水が集中する
箇所や排水される箇所を、雨天時巡視で確認するこ
とができます。また、路肩の水溜りとか、雨水が集
中的に法面に流れている箇所、このような場所はこ
れからさらに雨の量が増えれば、ここに大きな水の
量が流れてきて、先ほどのような法崩れの事例にも
つながりますので、点検時、もしくは巡視時に注意
しなければならないポイントだと考えています。
（スライド64）スライド64のところは、崩れた後
に出水がなかったから良かったですが、表法が崩れ
た後に水位が上がれば、当然、洪水流で削られて破
堤ということも考えられますので、非常に大事なポ
イントかなと思います。「大したことではない」で
は済まされない事例だと思います。
（スライド66）最近、比較的短時間で局所的な豪
雨を受けて、竣工間もない堤防で法崩れが発生する
事例が報告されています。写真のようなできたての
堤防です。大体３月ぐらいに施工が終わって、梅雨
期に大きな雨が降ると、法勾配の急なところで法面
が滑るという事例です。

これは、表層だけが滑る事例であり、法面の締固
め不足が原因だとわかってきました。先ほどの筑後
川の事例では、すべり面が発生して生じる法崩れで
したが、これは表層のみが滑っています。こうした
事例に対して、「河川堤防等の盛土法面にかかる施
工・品質管理の留意点」という事務連絡が、治水課
から出されています。法面の表層の締固めにあたっ
ては、以前は基本的に斜めに叩くのみでしたが、水
平面を出してしっかりと叩くように施工するといっ
た対策が取られています。あとは先ほどの筑後川で
も問題となった雨水排水の対策ですが、道路にある
ような縦断方向の排水溝を設置するなど、対策を取
ることにしています。もしくは、堤防の芝の活着を
助けるような新素材を使って、法面の表層を補強す
ることも行っています。
こうした対策は、法滑りといった被災事例から生
まれた施工上の工夫だと思っていますし、今後、降
水量の増加が見込まれるなか、維持管理にあたって

● スライド65

雨天時巡視による排水不良の確認 65

 雨水が集中する箇所・排水不良箇所を雨天時巡視で確認する。

 路肩の水たまり、雨水が集中的に法面に流れている箇所に着目
することが巡視のポイント。

雨水集中箇所

路肩の水たまり
（排水不良箇所）

● スライド66

施工・品質管理の留意点 66

 短時間に局所的な豪雨を受け、竣工後間もない堤防法面におい
て法崩れが多く発生している。

 法勾配が3割未満であり、土羽土・覆土が堤体土と異なる材料を

用いる場合には、法面整形における施工方法として、土砂を垂直
に押さえるように施工することとされている（「河川堤防等の盛土
法面にかかる施工・品質管理の留意点について（通知）」、事務連
絡、平成26年1月8日）。

被災事例

施工時の留意点

縦排水溝の設置 新素材を用いた法面補強
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重要な事例と思いましたので紹介いたしました。
（スライド67）これが最後の事例になります。矢
部川での堤防決壊については、先ほど全体のなかで
お話しましたが、パイピングの発達にともなって堤
防が決壊した事例です。
（スライド68）基礎地盤の構造は複雑だという話
をしましたが、矢部川のパイピングの発達の原因は
図のとおりです。左が川側、右が堤内地側です。図
の黄色い部分に砂層が入り、川側の圧力が堤内地側
に伝播してパイピングが起こることで、砂が抜け出
した結果、堤防が陥没したということです。矢部川
堤防調査委員会ではそう結論づけられています。
その後、このパイピングが起きやすい砂層地盤と
はどの様なものなのか、国総研といくつかの大学の
先生方と一緒に検討した結果、どうやら複層地盤の
場合に起きやすいのではないか、といわれていま
す。どの様な場合かというと、上層が少し細かい材
料で、下層が少し粗い材料の場合です。黄色い部分
は１層に見えますが、その砂の層の中で、実は少し

違いがあるのではないかと考えています。
（スライド69）これは計算事例であり、堤体は水
を通さないような非常に透水係数の低い材料として
います。基礎地盤は、上の図が複層地盤で、上層に
粒径0.3mmの砂で透水係数が2.9×10 -4m/s、下層に
粒径1.2mmの砂で透水係数が3.3×10-3m/sの２層を
置いた場合です。下の図は単層地盤の場合です。圧
力の伝搬状況を計算すると、単層地盤の場合は一
様に伝搬していきますが、複層地盤の場合は下層か
ら先に圧力が伝搬して、上の細かい材料を押し上げ
るように圧力が働きます。そして、ちょうど法尻のと
ころで局所動水勾配が多くなることがわかってきま
した。
実際に実験をすると、複層地盤の場合の方が砂は
動きやすく、パイピングが形成されやすい結果とな
りました。単層地盤の場合は全体的に流速が遅く
なってしまいますから、境目がどのくらいか検討中
ですが、最終的には砂が動かない状態になります。
複層構造がパイピングを見つける１つのポイントに
なるかと思います。
（スライド70）少しだけ実験の映像を紹介させて
いただきたいと思います。まずは複層におけるパイ
ピングの発達状況です。青い色砂を入れて、砂が
徐々に抜け出す動きを見やすくしています。小礫の
層から圧力が伝搬して上に砂が噴き上げられると、
有効応力を失ったかのように砂が簡単に動き始め
る、という状況がわかったかと思います。実際は20
倍速で再生しています。

● スライド67

パイピングの発達による堤防の決壊（矢部川） 67

【消防団員】
・当日決壊箇所には13 時～13 時10 分頃に到着し
たが、既に背後地の田畑は浸かっていた。

・水が特に噴いていたのは決壊箇所の堤防法尻付
近（縦断方向に幅2m 程度）。局所的に噴いていた
ようで、噴き上がっていた水の色は濁っていた。
【区長・地元住民】

・堤防の法尻付近からは濁った水が１ｍ程度の高さ
で噴いていた。この状況を見たのは、おそらく１３時
２０分から３０分ぐらいだったと思う。

・その直後に、堤防が１ｍ程度の幅で真下に一気に
落ち込み、洪水が流れ込んできた。

● スライド68

パイピングの発達による堤防の決壊（矢部川） 68

決壊箇所130ｍの範囲に砂層が存在

噴砂の進行により決壊？

● スライド69

透水性の異なる複層の透水性基礎地盤における
圧力伝播特性

69

複層地盤

単層地盤

珪砂6号(0.3mm)
k=2.9×10-4m/s ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合珪砂

k=4.1×10-9m/s

珪砂3号(1.2mm)
k=3.3×10-3m/s

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合珪砂
k=4.1×10-9m/s

法尻のコンター間隔が密
→高い動水勾配が作用

珪砂6号(0.3mm)
k=2.9×10-4m/s

iv(鉛直)・・・約2.5倍
ih(水平)・・・約2.0倍

ih
iv

ih
iv
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（スライド71）これが時間を追って進行していく
と、さらにパイピングが発達して進んでいきます。
そして、一気に左の塊が動き出して、上の堤体が落
ちてきます。下からの圧力の影響で、砂の部分の有
効応力が小さくなっていることが原因だと考えてい
ます。同様のことが矢部川で起こったのではないか
と考えています。矢部川の調査時は１層と数えられ
ていますが、もしかしたら、下の層と上の層に違い
があったのではないかと考えています。
（スライド72）最後に「おわりに」ということで
まとめさせていただきます。
河道の話では、河道の成り立ち、そしてセグメン
トごとに異なる縦横断形状、河床材料があるという
話をさせていただきました。また、地先単位でも河
床の堆積構造は見られることを紹介しました。河川
ごとの河床の形状や河床材料、植生の変化、このよ
うな変化の特徴を個々に把握することが、河道管理
にとって有効であると考えています。特に、被災事
例等から学ぶことが非常に多くあると思っていま

す。そして、変化の特徴を推定・把握することで、
河道の変化の予測、対策、判断基準の設定に役立て
ていくことが、１つの要点であると思っています。
堤防の話では、背景で述べたように、堤防とは複
雑な基礎地盤に築造された盛土構造物で、逐次、強
化されてきた構造物であり、堤内地への氾濫を防ぐ
最終防御ラインでもあります。また、内在する不確
実性を担保するための巡視・点検や、変状の拡大に
対応する水防活動があります。水防活動については
説明しませんでしたが、河道管理基本シートを使用
して重要水防箇所を設定していくとか、詳細点検に
くわえて、福岡先生が提案されている堤防脆弱性指
標という指標も、重要水防活動を設定する１つの参
考になるのではないかと考えています。
また、堤防だけではなく河道にも共通する話です
が、河道・堤防・河川構造物の相互作用を考えるの
も大事だという話をさせていただきました。堤防管
理の要点としてうまくまとめられているかどうかは
わかりませんが、河道とか構造物の相互作用も含め
て、変化を踏まえ、変状ごとの発生要因を個々に調
査・分析することが有効であると思っています。そ
のためにも、まずは実態把握からしっかり始めま
しょうということです。確認された変状について
は、堤防の機能に支障を与えるものかどうかを判断
する指標を、これについてはまだ研究していく必要
がありますが、亀裂が入ったから何か対策をという
ときに、なぜ対策が必要なのか、本当は対策が必要
ないという場合もあるかもしれません。パイピング

● スライド70

複層におけるパイピングの発達状況 70

実験動画（約20倍速）

基礎地盤上層（砂層）

基礎地盤下層（礫層）

堤体（関東ローム）

撮影範囲
↓

● スライド71

パイピングの発達に伴う堤体の沈下 71

基礎地盤上層（砂層）

基礎地盤下層（礫層）

堤体（関東ローム）

実験動画（約20倍速）

撮影範囲
↓

● スライド72

おわりに 72

河道
 河川ごとに異なる成り立ち
 セグメント毎に異なる縦横断形状、河床材料
 地先の河床の堆積構造もさまざま

 河川ごとの河床形状、河床材料、植生の変化の特徴を個々に把握することが河道管理
にとって有効
⇒被災事例等（巡視・点検結果を含む）から変化の特徴を推定・把握
⇒河道の変化予測／対策検討・実施の判断基準の設定

堤防
 河川によって形成された複雑な基礎地盤上に築造された盛土構造物
 逐次強化されてきた構造物
 堤内地への氾濫を防ぐ最終防御ライン
 内在する不確実性を担保するための巡視・点検
 変状の拡大に対応する水防活動（重要水防箇所の設定）

⇐ 河道管理基本シート、堤防詳細点検、堤防脆弱性指標等
 河道・堤防・河川構造物の相互作用（河道にも共通）

 河道や河川構造物の変化を踏まえ、変状ごとの発生要因を個々に調査・分析すること
が有効（実態把握から始める癖を付ける）

⇒確認された変状について、堤防の機能に支障を与えるものであるかを判断する手法
を研究する必要（何故、対策が必要なのか。パイピングの発達機構は一事例）
⇒要因に応じた対策の検討・実施
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についても、放っておいてもいいパイピングがもし
かしたらあるかもしれません。先ほどの噴砂の事例
も、放っておいてもいい噴砂の事例があるかもしれ
ません。複層構造のパイピングの事例というのは、
発達機構がわかったから危ないといえるのであっ
て、そういう機構を地道に検討していく必要がある
のではないか、ということが最後の堤防管理の要点
だと思っています。要因に応じた対策を検討・実施
していくことが大事であるということを、最後のま
とめとさせていただければと思います。
以上となります。どうもありがとうございました。

＜質疑応答＞
質問者１　いろいろ勉強になりました。ありがとう
ございました。洗堀対策として、関東だと根固めブ
ロックを入れるのが一般的な方法ですが、そのやり
方の１つとして、間詰石を入れるところと、間詰石
を入れないところがあります。どちらがいいのかと
いうのが、どこにも書いてないので経験則でしかあ
りません。実際のところ、入れたほうがいいのか、
入れないほうがいいのか、入れなくてもいいところ
が多いのか、その辺をできたら教えていただきたい
と思います。
福島　ご質問ありがとうございます。間詰石を入れ
たほうがいいのか、入れないほうがいいのか、一概
にはいえないと思います。私は各地方整備局さんか
ら間詰石に関する情報を収集して分析したことがあ
るわけではないので、そこは現場で担当されている
方がよくご存じだと思います。
間詰石を入れなかった場合には、その下の材料が
抜け出してしまう。黒部川の愛本堰堤における護床
工の被災事例がありましたが、間詰石が入っていれ
ば、そこまでは洗堀されなかったのではないかと
思います。愛本堰堤の事例は、ブロック１個の高
さが２ｍで３ｍ×４ｍくらいの大きさで60ｔです。
ブロックの間は50cmぐらい空いていて、河床材料
が30cmぐらいの粒径になります。そのため、その
30cmの材料よりももう少し大きなものを間詰石に

置いておけば、もしかしたら急激に吸い出されるこ
とはなく、下流のところでうまく安定を保てたので
はないかと思います。ですから、間詰石というのは
非常に有効な手の１つではないかと思いますが、抜
ける場所か、抜けない場所かというのを少し丁寧に
見ていただいて、その川の過去の変化の特徴をご存
知の方に、判断していただくのが良いのではないか
と思います。
質問者１　ありがとうございました。続けて、最後
のほうにパイピングがありましたが、あれは、もし
そこにフィルターをつけたストローのようなものを
差し込んで、圧を逃がすことができれば防げるの
か、と個人的に疑問に思っています。それで防げる
なら、そのようなものを差したほうがいいかなと思
いつつ、従来工法で思い出すのは五徳縫いというも
のです。亀裂が入ったら土嚢を置いて、その上に竹
を差して縫ってしまう工法です。縫うこと自体は別
に何も意味がないと思っていますが、土嚢を置いて
竹を差せば、下の水が抜けます。昔からの、ひょっ
としたら圧抜き工法ではなかったのかなと思ってい
ますが、実際のところパイピングが起きそうなとこ
ろに圧を抜くような管を入れたら、防げるもので
しょうか。
福島　これは私の考えでしか言えませんが、最近、
「基盤排水工法の手引き」というのを土木研究所
が出されていて、土木研究所のホームページに出て
います。例えば、重信川みたいなところで圧を抜いて
おります。堤防だけ粘土質でできていて、堤防の下
は礫材料であるという場所であれば、水だけを抜く
ために少し穴を開けておくというのがあると思いま
す。しかし、複層構造がある場所で圧力を抜こうと
思ったら、圧力を抜くと同時に上の砂まで動きやす
くなって、一緒に出てくるのではないかと思います。
ですから、どんな材料が基盤にあるかもあわせて考
えていかないといけないのかなと思っています。
質問者１　ありがとうございます。最後に、これは
紹介的な話になりますが、私は以前捨て石工法とい
うのをやったことがあります。洗堀が起きていて、
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何かしたいけどお金がない、そんなに長さもない、
局所的だということで、地元にいわれて従来工法で
調べたら、捨て石も局所洗堀対策になるというこ
とで実施しました。その後、平成23年の被災で生き
残ったり、流出したりといろいろあります。つい最
近は平成27年までやっていたようです。中川でトー
タル10カ所実施しまして、うち４カ所はまだ捨て石
工のままです。４カ所は被災して根固めブロックを
置いたり、上に置いたり、前後に置いたりしていま
す。１カ所は完全に流出して、もう１カ所は何も関
係なく別の工事で埋まってしまったところがありま
す。そういう場所もありますので、捨て石工が今
後、応急的、暫定的な工法として有効かなと思いつ
つも、誰にも評価していただけないので、できたら
何かの都合でも構いませんので、ぜひ眺めてみてく
ださいという希望であります。
福島　わかりました。情報提供いただければと思い
ます。
質問者２　管理の類型化のなかで、閾値を設定し
て、それに基づいて今後は対策箇所を絞っていくよ
うなことを研究とか、取り組まれているということ
をおっしゃられていたと思います。限られた予算の
なかで遠いところや急所的なところをやりたいとい
うときに、やはりある程度の基準があれば取り組み
やすいのではないでしょうか。今の研究というか、
取り組んでいる状況とか、今後どのぐらいの目途で
そのようなものが設定できそうなのか、わかりまし
たら教えていただければと思います。
福島　（スライド40）何と言っていいのか。やはり
両方あると思います。ですから、その川にかける予
算との絡みだと思います。一概にどうだという答え
を私は持ち合わせていないですが、１つは、今行わ
れている維持管理のなかで、例えば定期横断なら定
期横断を取っているよりも、急に定期横断の実施回
数を増やすということはできませんので、その時々
で得られた定期横断測量結果から、実際にどのぐら
いの閾値が出てしまっているのかを見ながら、その
ときにかける予算のなかでどう判断していくかとい

うことしか今はいえません。すみません。その後の
目途というのは、私はあまり明確にお答えできない
と思います。諏訪室長から何かありますか。
諏訪室長　結論からいうと、いつできるというのは
まだ見えていません。ものによると思いますが、質
問者２さんはどのような閾値をお考えでしょうか。
質問者２　２つぐらい前に、河川堤防における変状
と評価のなかでは、ある程度は要対策とか、予防保
全とか、ここにお金をかけていくというところはで
きていて、閾値があるかどうかははっきりしません
が、ある程度は何か堤防の評価基準のようなものが
できています。それに基づいて、今度は河道のほう
はどうなのでしょうか。今はこのような研究をされ
ているというご説明があったので、侵食とか、沈下
とか、いろいろありますが、どのような状況なのか
なと思っております。
諏訪室長　河川研究室では今、堤防に労力の５割く
らいをつぎ込んでいまして、次に河道計画に着手し
なければいけないなと思っている時期であります。
侵食に関しては、過去に山本晃一さんが書いている
本もあるので、いくつかアイデアはあるのではない
かなと思っています。ただ、それをオーソライズす
るのは、いろいろなところに相談してからでないと
わからないかなと思います。
質問者２　河川でいろいろ試行錯誤しながら、この
ようなものを続けていく必要があるということがわ
かりました。ありがとうございます。
質問者３　ご講演をありがとうございました。直接
の講演内容に対する質問ではないのですが、本日の
内容は設計対象規模の外力を対象として、いかに管
理するかというところがポイントになっているかと
思います。氾濫の面では、想定規模を対象として議
論がなされるような状況になっていますが、河道と
か堤防についてはどんなお考えをお持ちなのか、聞
かせていただければと思います。
福島　まったくの私見ですが、今日少し紹介させて
いただいた遊砂地のようなものは、まさに計画規模
を超えるようなときに起こる現象なので、やはり山
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が崩れるというのはかなり雨が降らないと起きない
現象ですから、それは「計画規模を超える」と言っ
てもいいのかもしれません。基本方針の状態まで行
くにはまだまだ先なので、計画を超えた状態という
のは結構起こりえます。ただ、遊砂地は１つの手段
かなと思っています。
あわせて、流木もやはり土砂が出てくると出てく
るので、今日は紹介しませんでしたが、いろいろな
場所で流木捕捉工というのが造られているので、流
木を捕捉するような仕組み、九州であれば、白川の
上流に黒川がありますが、あちらで流木捕捉工があ
りますし、平成７年の関川の災害でも、関川の上流
でかなり土砂や流木が出たという話があるので、県
の区間に流木捕捉工を入れています。これから計画
規模を超えるというときには、土砂と流木に対する
対策をしていく必要があるだろうと、まず１点思っ
ています。
あともう１点は、都道府県の川づくりについてで
す。都道府県では、河川の管理延長の割にはお金が
ないなかで頑張ってやってきているので、逆に言え
ば、本当はもっと計画規模を上げたいけれど上げら
れないなかでやっている。そうすると、整備水準を
超えた洪水が来てもいいように、霞堤のようなもの
をけっこう残している川があります。溢れたときに
被害を出しにくい溢れさせ方をさせるという、計画
や整備水準を超えたところでは、そういう川づくり
ができるといいのではないかなと思っています。そ
の事例もいくつか持っていますが、なかなか不平等
が生じてしまうので、そこをどう解消していくのか
ということが、今後はいろいろ議論していかなけれ
ばいけないのではないかなと思います。
諏訪室長　ご質問の確認をすると、超過洪水対策に
ついては、堤防と河道計画それぞれでどのような見
通しかということでしょうか。
堤防については、今は精力的に委託研究も含めて
やっているので、その手法を外力の大きいものにも
延長するということが、浸透についてはできるかも
しれないなと思います。それから河道計画について

は、先ほども申し上げましたとおり、これから頑張
るぞという状態でして、１つの視点は福島がいった
ように、土砂とか流木とかがたくさん出てくるとい
うのが１つの切り口かなと思います。すでにやって
いることとして、リスクの見方とか、そういうこと
はもう出ていて、気候変動に対するトータルな見方
のようなものもあるので、それをどのように現場の
具体事例でやっていくのかと、今はそういう段階に
あるかなと思っています。

＜閉会＞
司会　それでは最後になりましたが、当財団の理事
長であります関より、閉会のご挨拶とさせていただ
きたいと思います。
関　河川財団の関でございます。本日は本当にお忙
しいなか、多くの皆様に集まっていただいて議論を
させていただきました。ありがとうございます。
本年度のキーワードは「点検」です。本年度は計３
回の講演ということで、第１回は私ども河川財団の
八木と鈴木から点検に関してお話をさせていただき
ました。２回目が土木技術研究所の古賀さんにコン
クリート系の構造物についてお話をいただきまし
た。そして、本日は国土技術政策総合研究所の諏訪
室長と福島主任研究官に、リアリティがあり、わか
り易いお話をしていただきました。本当にありがと
うございました。
この河川研究セミナーは平成26年から始めまし
て、最初は「総合土砂管理」という難しいテーマか
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ら始まって、最近は「維持管理」や「点検」をテー
マに進めてきました。私どもの問題意識として、研
究とか技術開発が進んでいますが、防災、減災に関
しては意外とその成果が社会実装できていない。先
ほどもありましたが、個別の議論、一般化の話は、
もっと社会実装していかなければいけない。そうい
う意味で最先端の研究をされている、あるいは技術
開発をされている皆さんのノウハウをできるだけ広
く共有化させていただいて、社会実装の場面、機会
を増やせればという思いがベースにあって、講演を
お願いしたところでございます。
見えなかったものが見えるようになる、あるいは
予測の精度がすごく上がっていく、というような時
代であります。皆さんがたぶん思っておられる以上
に進んでいます。今日もお話をいただいた治水地形
分類図は木曽川水系「濃尾平野治水地形分類図」と
いうことで、実は伊勢湾台風の前年に発表されまし
た。伊勢湾台風の後、中心部の新聞の一面トップに
は「地図は危険を知っていた」ということで掲載さ
れています。さらに研究は進んでいて、進めておら
れる成果を今日はお話をしていただき、防災、減

災、河川管理等に生かしていく必要があると受け止
めております。
私どもは河川財団として、世の中の防災、減災が
進むように少しでもお手伝いをできればということ
で、また来年に向けてもいろいろご相談をして企画
を練ってまいりたいと思います。今日は諏訪室長、
福島主任研究官、どうもありがとうございました。
お礼を申し上げまして、また来年に向けて私どもは
企画を練ってまいりたいと思います。本当に今日は
ありがとうございました。
	 （了）
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